
 

はじめに 

 

「比較地方自治研究会」は、諸外国の地方自治に関する制度及びその運用並びに地方自

治体の活動について調査研究することを目的として、財団法人自治体国際化協会が設置す

る研究会である。

同研究会では、調査対象国別に地方自治に関する制度及びその運用並びに地方自治体の

活動に関する調査研究を行う「米国部会」、「コモンウェルス部会」、「ドイツ・

北欧部会」及び「フランス・南欧部会」の４つの部会を設ける他、地方財政制

度を中心に地域横断的な調査研究活動を行う「財政制度調査専門委員会」を設

置している。

平成 23 年度は、昨年度に引き続き、今後自治体が自らの責任と判断におい

て地域の課題に取り組むことが要請されることから、「統治単位及び統治機構

の設計」、「地方自治体内部の意思決定の仕組み」、「地方自治体と住民との

関係」等多様な地方自治制度を調査研究テーマに研究会を開催するとともに、そ

れぞれの調査対象国において海外専門調査を実施した結果を取りまとめた。

近年、地方自治体が政策立案や施策遂行にあたって諸外国の地方制度を参考にする

必要性が高まっており、本報告書が地方自治体及び地方自治関係者によって種々の施

策立案等を行う上で広くご活用いただければ幸いである。
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アメリカにおける住民総会システムの日本への受容の可能性につ

いて －地域自治区における民主的コントロール構築のために－

             同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科教授 

                        今川 晃 

１ 調査目的

 日本においては、近年多くの市町村で都市内分権の動きが見られる。いわゆる平成

の市町村合併によって自治体の規模が広域化したために、自治体内の各地区の多様性

を尊重し、一定の範囲で自治が担える仕組みとして、合併特例法や地方自治法で地域

自治区の制度が設けられた。

また、地方自治法で定められた地域自治区の制度は、平成の市町村合併を経験して

いない自治体であっても採用は可能である。総務省では、2009 年（平成 21 年）８月

28 日の『新しいコミュニティのあり方に関する研究会報告書』を受けて、その後、地

域協働体構想を推進している。

同構想では、地方自治法に基づくものであれ、自治体独自の条例に基づくものであ

れ、地区の意思をまとめたり、市町村長に意見を具申する場として、地域協議会（自

治体によって名称は様々）を設け、ここでの話し合いを前提に地区内の多様な公共サ

ービスの提供主体（自治会、NPO、商店街組合、地区社会福祉協議会、企業等）が協

働してまちづくりを実行することを目指している。この実行の場を地域協同体と表現

している。

この構想を受けて、市町村合併を経験しなかった市町村も含めて、小学校区もしく

は中学校区を前提とした地域自治区を設置する動きが広く見られるようになってきた

ところである。

ところが、筆者が見聞している範囲では、このような地域協議会と地域協働体はあ

まり機能していないところが多いし、一般的にもそのような傾向にあると考えられる。

その主要な原因の一つは、地域協議会の意思決定の仕組みや話し合いの方法について、

それぞれの地区独自のあり方が定まっていないところにある。本来であれば、住民の

自主的な話し合いの場であり、これを前提とした協働の場であるが、実態は事務局で

ある支所等の行政担当職員への依存心が強すぎる、という点が指摘できる。

二つ目に、地区の伝統的序列秩序（例えば、自治会を中心とした）を尊重するあま

りに、地区内の各種団体が議論すべき議題の提出方法、議題の整理方法についても民

主的、開放的で公平なシステムが形成されていないということも挙げることができる。 
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三つ目には、地域協働体による実行の場合には各種団体を前提に活動することにな

るが、そもそも地域協議会で話し合うべき地区の課題については、各種団体だけでは

なく、個人からも提出できるような仕組みを作ることで、地域協議会での新たな課題

の発見、問題の共有ができ、議論が活性化すると考えられる。

日本では行政部局との関係においては、団体との関係が強調されてきた。とりわけ、

地域社会においては、自治会と行政部局との関係は、相互依存関係にあったと言える

ものである。しかしながら、全国的に自治会の組織率は減少しつつあり、また自治会

役員の成り手もいない地域も増加しているのが現状である。

以上のような状況の中では、個人の声を全体の声として公共の場で議論する仕組み

について、新たに検討しても良いように思う。したがって、活力ある地区を形成して

いくためには、地域協議会や地域協働体の運営の仕組みのあり方について根本的に見

直していく必要がある。そこで、この仕組みを考える場合の、有力な選択肢のひとつ

としてアメリカの住民総会の仕組みからヒントを得ることを目的に、マサチューセッ

ツ州内のいくつかの自治体の調査を実施したのである。

なお、日本の地域自治区等は自治体ではないので、なぜ住民総会のシステムが参考

になるのかという点について、付言しておきたい。平成の市町村合併の場合は、旧町

村単位で地域自治区等が設定されることが多い。ところが、かつては自治体であった

にもかかわらず、合併後は、支所機能の縮小とともにコミュニティの活性化の観点か

らとらえられるようになっている。そこでは、合併後の旧町村の自治や意思決定のあ

り方、自治体政府と地域自治区との関係のあり方についての議論がおざなりにされて

きた。くわえて、包括補助金の地域自治区等への配分は、実質的には一定範囲の予算

執行権が付与されたことになるが、地域自治区等で適切で、民主的な予算運用のあり

方についても、あまり議論されていないように思う。したがって、本稿では、アメリ

カの近隣地区の事例からコミュニティの活性化について学ぶよりは、旧町村と同規模

のタウンの住民総会のシステムから何が受容可能かについて考察することとした。

２ 住民総会・理事会・マネージャー制の受容の可能性

 住民総会・理事会・マネージャー制度のわが国への受容の可能性について、これま

では住民総会に視点の重点を置きがちであったが、実際には理事会がガバメント全体

の仕組みの中で中心的な役割を果たしているので、今回の調査では理事会に関して多

くヒアリングを行っていった。

 本稿では、まず今回の調査前の住民総会の整理について、述べておきたい（この、

以下の２－１の項は、拙稿「アメリカのマサチューセッツ州内の自治体におけるガバ

メントとガバナンス」『自治体国際化協会平成 20 年度比較地方自治研究会調査研究報

告書』に多く依存している）。 
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 住民総会のような、直接民主制は理想的であるのかもしれない。しかしながら、プ

リマスやバーリントンのように開放型タウン・ミーティング（Open Town Meeting）
から代表型タウン・ミーティング（Representative Town Meeting）に移行する傾向

は以前から見られた。さらには、ウーバーンのように早くから議会を設置する市もあ

るが、ブライントリーは数年前に議会設置の改革があり、プリマスのように議会

(Council)設置の議論が登場するタウンもある。

 市長・議会の統治方式の選択議論は人口増に伴う住民総会の混乱が原因である場合

が多いようである。しかしながら、それにもかかわらず伝統的な住民総会の理念を守

ろうとする意識も強い。理事会があらかじめ住民の意見を調整したり、積極的に市民

参加の委員会等を活用することで、住民総会の運営を円滑にして、直接民主制の理念

を持続させてきたと考えられる。そこで、２－２の項では、理事会の意味について整

理しておくこととする。

２－１ 住民総会の意味－調査前の研究成果－

 この項では、住民総会制の意義について、アンドーバー・タウンを事例に分析・整

理しておきたい。 

開放型住民総会制（Open Town Meeting-Board of Selectmen-Town Manager Form 
of Government）を設けているアメリカの自治体で最大規模の自治体はマサチュー-セ
ッツ州のアンドーバー・タウン(Town of Andover：人口約 32,000 人)である。住民総

会は立法機関であるから、形式的には登録した市民全員でガバメントの立法機能を担

っていることになる。しかしながら実際には参加者は少ないし、社会的弱者の声も十

分に反映されないという課題がある。

マサチューセッツ州法では、人口 12,000 人を超えると市政府を選択し議会を設置で

きると規定しているが、アンドーバーは市政府にならずタウンのままを維持している

し、議会も選択していない。アンドーバーにおけるボランティア精神が様々なグルー

プによる政治的圧力を弱めているので、議会設置よりも住民総会の方が良いという判

断がある。住民総会に議案を提出し、タウンの政策形成機関として公選の５名で構成

される理事会があり、理事会のリーダーシップはタウン政府運営にとって不可欠であ

る。また、利害調整機能を発揮し住民総会にアドバイスを提供する機能を果たしてい

るのは、30 程度設置されているボランティア市民よりなる各種委員会である。この各

種委員会は住民総会の判断をより適切に行えるような調整弁的な役割を果たしている。

このように、ボランティアによる各種委員会がガバメント（住民総会や理事会等）

の判断が適切に行われるようなガバナンスを形成しているのである。自治の原点とも

いうべき住民総会制から学ぶべき点は、市民がガバメントを創造するがゆえに、市民

は自らを自らによって統治していることになる。したがって、ガバメントをより良く
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機能させるためのガバナンス形成に努力するのである。実態は様々な課題を抱えてい

るとはいえ、ひとつの民主主義の理念を支えるために、次のように制度設計の「政策」

議論が行われていることは評価すべきであろう。

アンドーバーでは、明確に決められているわけではないが、10 年～15 年に１回は

アンドーバー政府全体の評価を行っている。最も近い評価は、以下のものである。

2000 年 10 月２日に理事会は、タウン・マネージャーがタウン政府研究委員会（the 
Town Government Study Committee）を設置することを承認した。同委員会の役割

は、タウン憲章やタウン政府の形態を審査し、何らかの改革がタウンにとって有利で

あるかどうかを評価し、2001 年９月までに理事会に改革の勧告と報告書を提出するこ

とであった。最終報告書７）は 2002 年７月 24 日に理事会に提出されている。

筆者のタウン・マネージャーへのヒアリング調査結果では、同委員会を設置するか

どうかについては、タウン・マネージャーの判断によるところが大きいということで

あった。また、同報告書では抜本的な改革提案はない。このことについて、タウン・

マネージャーは、閑静な郊外都市では伝統的に変化を好まない人が多いからだと感想

を述べた。

このような論点に関して同報告書には、次のような積極的な理由が述べられている。

参加者が少ないし、高齢者や身体障がい者にとっては参加が困難であるので、参加

者はすべての有権者を代表しているわけではないという批判がある。だが、公選の立

法機関が住民総会よりも良いという証明はどこにも無い。特定の利害がタウン・ミー

ティングを支配する可能性も考えられるが、住民総会の実施前に非党派的な任命によ

る各種委員会が効果的な影響を及ぼしている。したがって、各種委員会がそれぞれの

分野でより調整機能を発揮できるように発展していけば良いし、より良きガバナンス

の構築となるということとなる。

この各種委員会のボランティアによる貢献の形態を長く続けてきたことで、各種委

員会は安定して継続的に利害調整して発展してきたわけである。

 同報告書によれば、政治的な分析からは、アンドーバーにおけるボランティアへの

熱意が、タウン政府への政治的な圧力を比較的弱めているとされる。マッサチューセ

ッツ州内の多くのコミュニティを悩ませている情実任用（patronage）や政治的駆け引

き（political histrionics）の害からアンドーバーは逃れている。したがって、アンド

ーバーが議会を設置するような変更をすれば、政治的な動きが大きくなり、アンドー

バーを発展させてきたボランタリズムへの関心は薄れていくのである、と理解されて

いる。 
同報告書では、タウン憲章にしたがって、タウン全体に関する問題について、より

強力にかつ明確にリーダーシップや政策形成の役割を理事会は行使すべきであると

勧告している。財政委員会を廃止して理事会にその権限を吸収し理事会権限を強化し

ようとする提案もあったが、そうなれば理事会は実質的に立法機関に近くなり、住民
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総会の役割を侵食することになりかねないわけであり、上記の理由により代議制に向

けた抜本的な改革は受け入れられなかったのである。

筆者は、住民総会はよりよい統治の形態であるということを説いているわけではな

い。住民総会は、良き政策の選択をする場合もあるが、悪しき政策を選択することも

あるであろう。ただ、着目すべきことは自らをコントロールする統治する仕組みのあ

り方や政策の選択に、自らが参加して決めているということである。 

２－２ 理事会の意味－今回の調査研究成果－

 理事会は、行政分野全体をコントロールする役割を担っていると同時に、住民総会

の召集令状を発行し、そこに議題等を設定する役割を果たす。こうした役割を果たす

ために、理事会はタウンによって異なるが、月に２回もしくは毎週等と頻繁に開催（主

に夜間）されている。

 この理事会の集会では、タウンによってバリエーションはあるものの、基本的には

住民に発言の機会が提供され、住民の希望者が多い課題や重要な課題については、パ

ブリック・ヒアリングが開催され、その問題について集中的に意見交換が行われる。

 また、住民からの意見について検討する必要があると理事会が判断した場合には、

住民によって構成されるコミッティが設置される。

 以上の、頻繁に理事会を開催する点、広く意見を聞く必要があれば柔軟に頻繁にパ

ブリック・ヒアリングを開催している点、住民同士で議論を深める必要があればコミ

ッティを設置する点については、理事会が開かれた民主的な運営をすることで、理事

会の信頼性を高めることにもなる。

 このように理事会は住民総会と行政との間で、民主主義を支える結節点のような役

割を果たしていることになる。ブルックラインのように大都市（ボストン）に隣接し

たタウンであれば、理事には弁護士等の専門家が選挙で選ばれる傾向が強いが、大都

市近郊以外の地域では、理事には多様な職業の住民が就任しているようである。この

場合であっても、代表型タウン・ミーティングのメンバーやコミッティ等のタウンの

何らかの役職に就いた人が、理事になることを、タウン・マネージャーやタウン・ア

ドミニストレーターは望んでいる。この理由としては、一定の共通した専門的素養や

地域を分析する素養が無いと適切な判断ができないし、タウン・マネージャーやタウ

ン・アドミニストレーターと意見交換が難しくなるという経験上の理由からである。

 ところで、公共人材育成と言う観点から見れば、多様な実践的過程を通じて住民が

学習する手段が講じられているようである。

住民総会や理事会で発言する機会が提供されることは言うまでもなく、プリマスで

見られたように、代表型住民総会の前に地区集会の開催を義務付け地区の状況等の学

習をするように意図したところもある。また、バーリントンのように、予め市民に人
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材登録を促し、この情報を基本に各種委員会委員を選考する方法は、わが国でも参考

とすべきひとつの手法である。

 

２－３ 今回調査研究成果と地域自治区制度設計での受容

 地域自治区の地域協議会の仕組みは地域によって、それぞれの環境に応じて、多様

であった方が機能するように思える。したがって、選択肢の一つとして、以下の提案

をしたい。

 地域協議会のメンバーは、５人程度が適当であり、毎月２回は地域協議会を公開の

場で開催します。傍聴者にも発言の機会を提供しますが、多数の市民が類似の課題を

抱えている場合には、パブリック・ヒアリングを開催し地域協議会と市民が解決方法

を探ります。また、市民の発言で地域協議会が重要だと判断した場合には、地域協議

会が指名する７人から８人程度のメンバーによる委員会を設立し、慎重に審議します。

このような委員会がテーマごとにいくつかできることが望ましいと考えられます。こ

うした過程の中で、住民相互（あるいは団体相互）によって、解決に取り組まれる場

合もあります。地域協議会が地区全体で協議すべきと考えた議題や一定数の署名（例

えば 20 名以上）で議題とし、住民総会を開催します。住民総会で決まったことの運用

については、住民協議会が各種団体とのネットワーク形成に努め、解決に努力します。

また、住民協議会は、各種委員会や住民総会で意思決定されたことにしたがって、包

括補助金の配分を住民総会で提案し、承認を得ます。また、自治体が任命した「公共

政策の専門家」が支所や本庁行政部局と地区住民との協働関係の促進をしたり、地区

の意思を議会や本庁に伝える役割を果たします。

 詳細はこれから具体化しつつ決めなければならないが、開放的で、多くの人が関わ

っていける仕組みとして、アメリカの住民総会の仕組みは参考になると思う。

 

３ 各都市の調査報告

 以上の提言は、以下の各都市での調査から導かれたものである。個々の制度の紹介

は割愛したが、日本の自治体の、とりわけ地域自治区の民主的な意思決定のあり方と

それに基づく実行について、参考になると思われる点を中心に記述した。ご参考にな

れば、幸いである。（写真の日付は、日本時間である。ご了承願う。）
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         代表型タウン・ミーティングは年２回開催。６月のタウン・ミーティングは次

年度予算を中心に、秋のタウン・ミーティングは税率を中心に行われる。理事

会は、月に２回開催される。

 

１ タウン・アドミニストレーターからタウン・マネージャーへの動き

 基本的には変化を好まない住民は多いが、タウンの明確な方向性が必要であると考

える住民が増える傾向にある。

 立法機関について、公開型タウン・ミーティング（Open Town Meeting）の時代は優

先順位をつけるのが困難であったが、代表型タウン・ミーティングになったことで意見

調整がより円滑になりインフラ整備が進み、タウンの方向性が見えるようになった。

 近年は、行政の領域において、民主的・政治的な運営よりは、効率的・専門的な運

営を住民は好む傾向にある。したがって、現在デダムでは、マサチューセッツ憲法

LXXXIXにしたがって、有権者の15％以上の署名を集めて理事会（Board of Selectmen）
に請願を行い、チャーターの改革を審議するためにチャーター委員会（Charter 
Commission）が設置されている。改革に関する主要な議論は、タウン・アドミニスト

レーターからタウン・マネージャーに改革してはどうか、という点にある。このよう

な見直しは州法等で明文化されているわけではないが、およそ 10 年単位で行われる。

隣町のウエストウッドでは、40 年ぶりにデダムと類似した改革議論が行われている。

 タウン・アドミニストレーターからタウン・マネージャーへの改革を必要とする理

由として、次の点が指摘された。

 タウン・マネージャーには、主要な委員会委員の任命権が与えられることである。

 現在デダムにおいて、選挙で選ばれる公職は、非常に多い。理事会（Board of 
Selectmen）、代議型タウン・ミーティングの議長（Moderator）、学校委員会（School 
Committee） 、計画委員会（Planning Board）、財産評価委員会（Board of Assessors）、
図書館管理委員会（Board of Library Trustees）、環境・健康管理委員会（Board of 
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３－１ デダム(Town of Dedham)

訪問日：2011 年３月 15 日

ヒアリング先：William G. Keegan Jr (Town Administrator)
同席者：Michael A. Jaillet(Town Administrator of Westwood)
概要：1837 年法人化。

人口：24,729 人（2010 年センサス）。約 95％はホワイト。 
Representative Town Meeting-Town Administrator-Board of Selectmen form 
of Government 
代表型タウン・ミーティングのメンバー数は 273 名で、７つの地区それぞれか

ら各 39 名が選ばれている。任期は３年で毎年３分の１（13 名）改選される。 



 
 

Health）、体育委員会（Recreation Commission）、信託基金コミッショナー委員会

（Board of Commissioners of Trust Funds）等の委員は、選挙で選ばれている。これ

に比して、例えば、タウン・マネージャー制度を導入している後に説明するアンドー

バーでは、学校委員会、計画委員会、財産評価委員会、図書館管理委員会、環境・健

康管理委員会等、州法で選挙により選出する規程の無いすべての委員会委員や公務員

の任命権や解任権がタウン・マネージャーに与えられている。

 選挙で選ばれた委員会の場合は、時々機能マヒの状態になることがある。したがっ

て、タウン・マネージャーが任命・解任の権限を握っていた方が、適切なコントロー

ルができると考えられるようになった。とりわけ、任命の方が選挙に比して、当該分

野の専門能力を有する人を委員にすることができ、現在の民主的・政治的判断よりは

専門的・ビジネス的判断が可能となる。

２ 政治と行政との関係の改革

 理事（Selectman）は選挙で選ばれる素人だが、タウン・アドミニストレーターは

専門家である。両者の観点の相違から時々争いになることがある。道路の変更の時も、

専門的視点から対応することが難しい場合もあり、そこに住んでいる人たちが変化を

望まなければ、理事会は住民の意向に従って政治的判断をする傾向にある。この具体

的な手続きとしては、道路の拡張等の道路の変更を伴う場合には、理事会は公聴会を

開催する。公聴会では、タウン・エンジニアが技術的説明を行い、タウン・アドミニ

ストレーターと共に、住民からの質問に対応する。しかしながら、理事会は住民の意

向で判断する傾向にあるので、より専門的判断が必要となる場合が増えてきている。

 タウン・アドミニストレーターもタウン・マネージャーも理事会に対して直接責任

を負うという点では共通するが、基本的にはタウン・アドミニストレーターが

CAO(Chief Administrative Office)であり、タウン・マネージャーが CEO（Chief 
Executive office） という関係に近い。タウン・アドミニストレーターは日常的な行

政の運用に責任を負うが、タウン・マネージャーはより政策的の判断も含めた行政の

最高責任者という位置づけになる。

 タウン・マネージャー制に変更になったとしても理事会が政策的判断の中枢を担う

ことには変わりがないが、タウン・マネージャーは理事会が政策的判断を行う際の重

要なパートナーとなるし、行政上の最高責任者として活動することになる。多くの委

員会は、タウン・マネージャーの下に設置されるため、タウン・マネージャーはタウ

ン・アドミニストレーターより委員会の判断を専門的見地から考えることができるよ

うになり、よりまとまりのある政策的判断や行政運営が可能となるのである。

３ 政策形成過程における理事会と各種委員会（Board）
 理事会が、適切な政策上の判断を行うために、第一次的に政策の判断が必要な場合や
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地域の諮問機関が必要な場合に、理事会が委員を任命し、多様なコミッティを形成す

ることがある。

 例外的であるが、これ以外に、各種委員会（Board）がコミッティを任命すること

がある。各種委員会が特定の課題に特化した政策判断をするためのもので、財政の政

策に関するコミッティ、身障者に関するコミッティ等がある。一つのコミッティに５

人から９人程度の住民が参加している。

いずれにしても、基本的には、広範囲の市民としての政策的判断が必要な場合に、

コミッティが形成され、理事会や各種委員会は、その報告を受け、より専門的判断を

行うことになる。コミッティがあるので、理事会や各種委員会は適切な判断が可能と

なると考えられている。

 理事会は、代表型住民総会の召集令状（Warrant）を発行する。この召集令状には、

50 程度の項目(Article)が入る。この項目に入れるかどうかの判断と承認は理事会が行

うのである。この項目は、各種委員会、コミッティあるいは行政スタッフからの要請

によるものもある。また、10 人以上の住民による請願（Petition）によっても、この

項目が設定される。

 この場合、各種委員会とコミッティとの上下関係については明確ではなく、多様な

要請を理事会が調整、承認することが重要なポイントとなる。

 

４ 市民社会の現実

 シビル・アソシエーションとしては、ロータリークラブがあるのみであり、行政は

ビジネス・アソシエーションと共同で、店舗等に関する仕事をすることがある。それ

以外では、開発やゾーニングの変化があった時に、市民はプロジェクトに反対するグ

ループをつくることがある。

ところで、行政スタッフや部門長は住民の声を処理するが、時間や財政支援を要する

複雑な場合はタウン・アドミニストレーターが対応する。苦情解決の最終決定はタウ

ン・アドミニストレーターが行うが、解決困難な場合は理事会で審議することになる。

５ 公務員やタウン・アドミニストレーターという職

日本のように公務員採用と言う形のものは無い。消防や警察は資格が必要であるが、

その他の部門長等の採用では、専門能力やその専門の実績等が採用条件となる。かつ

ては、ペーパー試験を実施していた時もあったが、現在は面接と２週間程度の実践で

判断している。試験よりも良い結果が得られている。

空白ポストを埋めるかどうかの判断は、タウン・アドミニストレーターが行う。予

算案が代表型タウン・ミーティングで承認されれば、アドミニストレーターの判断で

採用が可能になる。タウン・アドミニストレーターは、この面で人事と予算のコント

ロールが可能になる。 
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ところで、タウン・マネージャーやタウン・アドミニストレーター同士の交流は、

いろいろなレベルである。 ICMA （ International City/County Management
Association）のレベル、MMMA（Massachusetts Municipal Management Association）
の協会がある。さらには、州内の各地域の協会もある。したがって、周辺のタウン・

アドミニストレーターやタウン・マネージャーとの情報交流は頻繁にある。タウン・

ミーティングは全米では特異な統治形態であり、多くの他州のマネージャーとは話が

かみ合わないことが多い。

タウン・マネージャーのバックグラウンドは、パブリック・アドミニストレーション

の修士が多いが、デダムのタウン・アドミニストレーターは、地域計画の修士である。

一般的には、アシスタント・アドミニストレーターからスタートする場合が多い。

それぞれの市や町が必要とするバックグラウンドを要求する。市や町のサイズが大き

くなれば、採用のレベルも高くなる。小さな町を経験して、大きい町に移動する。タ

ウン・プランナー、アシスタント・タウン・マネジャー、タウン・アドミニストレー

ターとポストも上昇していくことになる。

６ その他の情報

ウエストウッドは 1897 年に法人化した。デダムから分離した最後のまちである。

財務状況を考えると、タウン・アドミニストレーターの仕事をしていると合併の必要

性を感じることもあるとのことであった。しかしながら、自分がタウン・アドミニス

トレーターの職務を担当している時には、合併はしたくない、との発言もあった。

 マサチューセッツ州では、カウンティーはまだいくつかあるが、ほとんど権限も持

っていないのが現状である。マサチューセッツ州は、すべてがシティやタウンの境界

に入り、カウンティ独自の地域は無い。したがって、カウンティに税収が入らず、多

くのカウンティの権限は州政府に移されたのである。なお、デダムを含む地域は、ノ

ーフォーク・カウンティ（Norfolk County MA）であり、カウンティ事務所は現在も

存在する。

 

３－２ ブルックライン（Town of Brookline）

訪問日:2011 年３月 15 日・16 日 
ヒアリング先：Melvin A Kleckner (Town Administrator) 

             さらに、2011 年３月 15 日の夜は理事会を傍聴。理事の方々から、  

東日本大震災の被害について、お見舞いの言葉をいただく。 
概要：1705 年法人化（それまでは、ボストンの一部）。

人口：57,107 人（2000 年センサス）約 80％はホワイト。高所得者多い町で有名。 
              Representative Town Meeting with five-member Board of Selectmen and 
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  Town Administrator
  1915 年に、マサチューセッツ州で最初に代表型タウン・ミーティングを採用し

たタウンである。メンバー数は 278 名で、16 地区からそれぞれ 15 名が選出（３

年の任期で毎年３分の１が改選）されるメンバー270 名とタウン全体のメンバ

ーとして議長(Moderator)、書記(Town Clerk)、理事（members of the Board of 
Selectmen）、州議会議員（ブルックライン在住）で構成される。

 定例の代表型タウン・ミーティングは、毎年５月か６月に１回開催される。臨

時の代表型タウン・ミーティングは毎年 10 月か 11 月に開催され、それ以外に

も時々臨時の代表型タウン・ミーティングが開催される。 

１ 理事とタウン・アドミニストレーターとの関係

 理事に特段の資格、学歴等の能力要件があるわけではないが、弁護士やコミュニテ

ィ・オーガナイザーが多く、修士以上の学位を取得している比率が高い。特に法律関

係の学位取得者が多い。多くのタウンの理事は無報酬であるが、ブルックラインは報

酬を支給している。仕事は週 15 時間から 20 時間程度である。

 また、加えて理事のバックグラウンドとしては、代表型タウン・ミーティングのメ

ンバー経験者が多い。この経験を積むことで、タウンの多様な問題の認識を高めるこ

とが出来るし、理事としての資質を備える教育・訓練の場ともなっていると考えるこ

とが出来る。

 この経験のバックグラウンドとしては、代表型タウン・ミーティングの経験を経て、

コミッティの委員となり、この後に理事に選出されるケースも少なくない。

ところで、このような理事の資質に関して、他のタウンでは法律家としてのバック

グラウンドを有する理事を確保するのは困難である。小規模なタウンでは、ポピュリ

ズム的傾向が強く、弁護士等の専門家が住んでいない場合が多い。理事の資質によっ

て、タウン・アドミニストレーターの仕事の質も左右されるのである。

 ブルックラインのタウン・アドミニストレーターによれば、経験上、タウンによっ

て、タウン・アドミニストレーターの仕事はかなり違う、ということである。どのタ

ウンのタウン・アドミニストレーターも理事会で任命され、その役割もタウン・チャ

ーターで決められている。しかしながら、理事の資質が高いか、タウン・アドミニス

トレーターを信頼し任せているか、によってタウン・アドミニストレーターの仕事内

容は異なる。ブルックラインでは、タウン・アドミニストレーターは弁護士に囲まれ

て仕事をすることになる。

 理事会は、代表型住民総会の召集令状（Warrant）を発行する。この召集令状には、

議題としての項目（Articles）の設定が不可欠である。これらに、タウン・アドミニス

トレーターが重要な役割を果たしたとしても、理事が役割を果たしていると思わせる

ことが大切である。  
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 ブルックラインのタウン・アドミニストレーターは、その時々の時代の要請に応じ

て、建築の専門家、会計の専門家、そして現在はコミュニケーションの専門家が担当

している。現在はファシリテート能力が求められており、オーケストラの指揮者のよ

うな役割を果たしている。

 ところで、セレクト・メンをセレクト・パーソンに読み替えるところが増えてきた

が、このマンは男性を表しているわけではなく、職務を意味する言葉である。英国か

ら移り住んだ植民地時代以来の名称であり、歴史的にも、法的にも使用されてきた表

現であり、ブルックラインでは、名称の変更はしていない。

２ 開かれた理事会運営

 理事会はタウンの様々な問題に責任を負う執行機関である。理事は、３年の任期で

５名が選ばれる。選挙は、毎年１人ないし２人の改選で行われる。理事会は、タウン・

アドミニストレーター、行政の各部門長、代議型タウン・ミーティングで承認された

委員会や各種コミッティ委員の任命を行う。多くのコミッティは理事会の任命である。

また、先に触れたように召集令状（Warrant）に、議題としての項目（Articles）を設

定する権限が与えられている。もちろん、提案等を受け入れるかどうかの最終的な決

定権は、代議型タウン・ミーティングにある。

 理事会のミーティングは毎週水曜日の夜に開催され、その模様はテレビ（Brookline 
Access Television）で実況中継される。また、理事会、委員会等のミーティング開催

のインフォメーションは、開催の 48 時間前にはホームページや地方新聞で公表しなけ

ればならない。

 すべての理事会で市民に発言するチャンスを認めているわけではないが、法的に諸

権利が認められているのがパブリック・ヒアリングであり、理事会のミーティングで

は発言権が提供されているわけではない。しかしながら、基本的には発言権を許した

方がいいと考えられているので、パブリック・ヒアリングでは無くてミーティングで

あっても、たくさんの行列ができる場合等は、形式を急きょ変えて発言を認める場合

がある。

筆者が傍聴した理事会のミーティングでは、日程上予定には無いが一般市民に発言

が認められるパブリック・コメント(Public Comment)という時間が求められており、

一般の人が低所得者の学生への奨学金等支援をしている NPO グループが支援を求め

る提案した。このような場合の発言は、あらかじめ理事を通じて、タウン・アドミニ

ストレーターか理事会のミーティングの議長へ連絡があり、パブリック・コメントで

の発言の事前登録を行う。

また、理事を通じて要求があり、タウン・アドミニストレーターと理事会の議長で

市民の発言の機会の調整をして、議事に正式に含めるようにしている。発言の機会提

供までに数週間の時間を要することもあるが、すべての人にチャンスを提供している。 
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時々、グループの中では戦略としてパブリック・コメントで発言することがある。

パブリック・コメントの場合、事前登録は絶対条件ではないが、前もって登録しても

らうことをすすめている。もちろん、パブリック・コメントは民主主義にとって重要

であり、市民の発言には、適切な回答をする。筆者が傍聴した理事会のミーティング

では、雇用促進委員会（Human Resources Board）とその担当の行政の責任者による

調査報告に基づく、提言があり、ブラックやヒスパニック等の少数人種民族に関して

市民から発言が認められた。その他に、市民は理事を通して、間接的に発言する手法

は頻繁に使われる。

なお、土地の利用、ゾーニングは法的な問題であり、市民の発言は法定のような雰

囲気の中で行われる、とのことであった。

 理事会のミーティングでは、市民の発言に基づいて、理事相互で意見交換も行われ、

必要があれば、広聴的な意味も込められるが、特定のテーマについて一時的なコミッ

ティを立ち上げる提案をすることを市民に約束し、理事会の承認を得てコミッティが

設置されることもある。

３ 代表型タウン・ミーティングとタウン・アドミニストレーターとの関係 
統治方式の変更については、定期的に見直しが義務化されているわけではないが、

タウンの組織と機構に関する委員会（Committee on Town Organization and 
Structure）で審議される。同委員会は、３年任期で７名の委員で構成され、代表型タ

ウン・ミーティングの議長（Moderator）が任命する。見直しをするための同委員会

を設置するかどうかは、議長の判断による。

 統治方式を変更する場合には、チャーターの改正について、代表型タウン・ミーテ

ィングと州議会の承認を必要とする。同委員会は、昨年タウン・アドミニストレータ

ーをタウン・マネージャーにするための権限強化についての提案を行ったが、代表型

タウン・ミーティングで否決された。

提案内容の重要ポイントのひとつは、タウン・アドミニストレーターが行政の各部

門長を任命できるとするものであった。しかしながら、予算を中心にすべての項目の

検討を行う委員会(Advisory Committee)がこの提案に強く抵抗した。この委員会も議

長が 20 名から 30 名までの委員を任命する。代表型タウン・ミーティングの各地区の

選出メンバーひとりを含むこととなっている。また、代表型タウン・ミーティングの

メンバーではない６名以下の全市的立場の委員が任命される。この後者の委員には、

会計関係の専門家が任命されることが多い。ともあれ、このように、市民の立場から

代表型タウン・ミーティングへの提案項目が事前に検討される仕組みがつくられてい

るのである。

行政の各部門長の任命については、現在はタウン・アドミニストレーターが理事会

に推薦し、理事会が任命する形式であるが、実質的には任命に当たってはタウン・ア
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ドミニストレーターの影響力が強いのである。

  しかしながら、議論は任命権限そのものよりも政策と行政を分離させるという方向

にあった。したがって、行政の各部門長は理事会に応答する責任を負うことを継続す

べきであるし、理事会は、タウン・アドミニストレーターの任命、解任権を通じて、

タウン全体のマネジメント権限を行使し続けることになる。そこで、タウン・アドミ

ニストレーターはタウンの日常的な行政運営(daily administration of the town)を監

督する義務があるのである。 
 1705 年にブルックラインはボストンから分離した歴史があり、タウン・アドミニス

トレーターの権限強化に反対の人は、昔のボストンのようになることを懸念している

ということであった。このボストンから分離した経過について、筆者は不詳であるが、

代表型タウン・ミーティングでは、民主的コントロールの現状維持を市民は望んだの

であった。

 ところで、代表型タウン・ミーティングの運営は、議長を中心にマネジメントされる。

この議長は公選で選出され、先に触れたように予算を中心にすべての項目の検討を行

う委員会の委員の任命権を有しているように、他州と比較してもマサチューセッツ州

のタウンの議長の権限は強いと言われている。タウン・ミーティングは立法機関であ

るので、法的知識を持って運営することが重要であり、したがって議長には法律家が

選出されることが多い。

 開放型タウン・ミーティングと代表型タウン・ミーティングとの運営上の違いは、

開放型タウン・ミーティングであれば、ある特定の関心のあるテーマの時に市民は多

数集まって、その項目の評決が終了すると去ってしまう傾向にある点である。代表型

タウン・ミーティングであれば、代表者はすべての項目の審議に参加するし、タウン・

アドミニストレーターにとっても、情報提供等でコンタクトがとりやすく、参加者を

コントロールしやすくなるのである。

マサチューセッツ州内では、開放型タウン・ミーティングから代表型タウン・ミー

ティングに移行する傾向にある。この逆の動きは無い。

４ 市民社会の現実

 先に述べたコミュニティ・オーガナイザーは、環境問題、社会問題、人種の多様化、

人権、市民権等に関連して、市民活動の組織をまとめるリーダーのことである。例え

ば、警察がカメラをいろいろな場所に設置したがったが、プライバシー保護の観点か

ら反対するグループがオーガナイズされたこともあった。多くのグループがポリシー

に影響を与えるために一緒になり、代表型タウン・ミーティングで影響を与えようと

することもある。このような市民活動グル―プは、タウン・アドミニストレーターの

権力を強化することに反対する傾向が強い。

 共和党と民主党ということで一緒にならない人が、コミュニティでは一つの課題に
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ついて一緒になる。

 コミュニティ組織として、隣人同士が助け合う組織が形成されることもあるが

ストンに近く、学生も多く、人口の流動化が比較的活発であるので、組織は継続

い傾向がある。近所同士が組織的に機能するのは、危機が来た時、あるいは大雪

であり、協力関係の仕組みが生まれる。お互いがコミュニケーションやコラボレ

ョンをとる方法は、子どもを通じての関係、学校や教会を通じての関係がほとん

あり、ここから何らかの組織形成が始まることはある。

 ところで、タウン・アドミニストレーターが、何らかのポリシーについて、住

コミュニティや組織に説得を行う機会はたくさんある。できるかぎり多くの組織や

ミュニティにでかけていって、関係をつくるようにしている。とはいっても、タウ

アドミニストレーターは孤立した立場で対応することが多い。実際には、理事が頻

に住民組織と会い、話を聞いたりしているのである。

 

 

３－３ アンドーバー（Town of Andover）

訪問日：2011 年３月 17 日

ヒアリング先：Reginald S. Stapczynski(Town Manager)
概要：1646 年法人化

人口：32,201 人（2010 年センサス）、約 92％はホワイト

   Open Town Meeting-Board of selectmen-Town Manager form of Governm
      開放型タウン・ミーティングを採用しているタウンで人口は最大。毎年１

算に関する開放型タウン・ミーティングを開催。これ以外に、ゾーニング

更、道路建設承認、条例の追加や改正について、臨時の開放型タウン・ミー

ィングが開催される。 

 

（注）ブルックラインの理事会のミー

ティング会場。

壇上に５人の理事が着席。

手前の椅子は傍聴者の席。

市民の発言は、写真右側の前方

スタンド・マイクの前で行われ

る。発言者の資料配布は自由。

写真は筆者撮影。 

 

、ボ

しな

の時

ーシ

どで

民の

やコ

ン・

頻繁

ment 
回予 
の変 
ーテ 

ー 

方の 

れ 

 

－ 15 －



 
 

１ 理事の資質と選挙

 理事会は５人の理事で構成され、３年任期で、毎年１人ないし２人が改選される。

理事会のミーティングは、月に２回、月曜日の夜に開催される。理事は通常の仕事を

持っていて、夜にボランティアで活躍する。報酬は月 100 ドル程度（実費弁償程度）

である。

 現タウン・マネージャーは 21 年の長期の勤続であるが、その間に一人も弁護士が理

事に就任したことは無い。エンジニアや医療関係の専門家が比較的多い。理想的には、

理事就任前に 15 ある委員会やコミッティでの経験を積んで欲しいが、多くはこのよう

な経験もなく、突然キャンペーンを張って当選し、理事になる。筆者訪問時は選挙期間

中であったが、３人の立候補者のうち１人は、仕事は広告関係であるが、計画委員会

(Planning Board)の委員を17年間務め、その内７年間は同委員会の議長経験もあった。

 理事の選挙は派手ではないが、民間団体主催の候補者によるディベートがあり、宣

伝は新聞が中心である。土曜日の朝９時～正午までダウンタウンの真ん中で演説する。

新聞では、候補者にこれからのタウンの政策の方向性や主要事業の選択について共通

した質問をし、それぞれの回答を得て、掲載されたり、政策論争が行われる。新聞が

主要な情報提供源である。新聞の編集者へのレターは、市民のサポーターが文章を書

くのが通常である。候補者の宣伝の中にサポーターの名前があり、誰がサポーターか

がわかる。サポーターの名前も投票には、大きな影響を与えるとのことである。当然、

倫理コードにしたがって、シティマネジャー、妻、その子ども達の名前はサポーター

として掲載できない。なお、選挙費用は、5,000 ドルから 10,000 ドル程度で、多くは

新聞掲載費用である。

このような地方新聞は、ひとつのタウンか複数のタウンにあり、タウン政府にとっ

ても日常的に貴重な情報源となっている。

 

２ 議長、開放型タウン・ミーティングの役割

 開放型タウン・ミーティングの 議長(Moderator)は、選挙で選ばれる。以前は同一

の男性議長が 29 年間続いていたが、亡くなった後、彼のお嬢さんが議長になっている。

議長は開放型タウン・ミーティングのフィシィリテータ役であり、財政委員会(Finance
Committee)の委員を任命する。タウン・マネージャーが予算編成をして、開放型タウ

ン・ミーティングで財政委員会が承認するか否決するかの勧告を行う。

開放型タウン・ミーティングは立法機関であり、理事会とタウン・マネージャーが

話し合い、ポリシーを実行していくことになる。年２回、開放型タウン・ミーティン

グが開催され、予算承認、ゾーニング（区画）、大きな購入（トラック等）の購入等の

審議が行われる。財政員会の勧告を経て、タウン・ミーティングで賛否が問われる。 

タウン・ミーティングでは、確かにポリシーについての議論はあるが、多くは各委

員会やコミッティの中で議論がつくされているし、財政委員会で議論もされているの
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で、開放型タウン・ミーティングでは予算に対する議論が中心であるが、短い

済まされている。財政委員会が市民に信頼されていて、財政委員会の勧告

民は信じてくれる。

したがって、開放型タウン・ミーティングでは、予算の賛否を通して、政策の

を問うことになる。予算承認すれば、増税もありうる。マサチューセッツ州

ション 2.5 では 30 年以上前可決し、町の予算は前年度比 2.5％以上上昇

ないことになっているので、財政委員会も理事会もこの基準に神経質

 開放型タウン・ミーティングでは、関心は予算に集まり、そのため第一目に

が多くなる傾向にある。

 

 

（注）アンドーバーの理事会のミーティング会場。 

手前が傍聴席。写真は筆者撮影。 

 

３－４ プリマス(Town of Plymouth)

訪問日：2011 年３月 14 日 
ヒアリング先：Rixhard J.Quintal,JR  Sergio Harnais  Mathew J.Muratore 

 (以上 Board of Selectmen)
Mark S.Stankiewick(Town Manager)
Patrick T. O Brien(Special Assistant to The Town Manager)
宮城県七ヶ浜町と姉妹都市であり、東日本大震災・津波の被害を

され、最大限の支援をしたいとのお言葉を皆さまからいただいた

概要：1707 年法人化 

で

市

。 
者

心配
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人口：56,468 人（2010 年センサス）約 95％はホワイト。

    Representative Town Meeting-Selectmen-Town manager Form  
of Government

   1953 年に開放型タウン・ミーティングから代表型タウン・ミーティングに変更 
した。代表型タウン・ミーティングは、メンバーは 126 人で、各地区それぞれ

９名選出。３年任期で毎年各地区３名が改選。少なくとも年度内に２回開催さ

れる。 理事会、もしくは 200 名以上の有権者の署名で、臨時代表型タウン・ミ

ーティングを開催できる。

 
１ 開かれた理事会運営

 ５人の理事で構成される理事会のミーティングは毎週開催され、タウン・マネージ

ャーの報告や議題についての審議の他、パブリック・コメント（Public Comment）の

時間帯には、市民の発言も認められる。プレゼンテーションを求めるものは予め議題

に含めるが、突然の発言であっても会場の受付で登録すれば、すべての市民に発言が

認められる。市民からのコメントの後、その内容について、理事同士で意見交換を行

う。マニア的な住民による妨害も考えられるが理事会の議長の判断で、進行はコント

ロールできる。ただ、発言時間を短くさせたり、黙らせたりさせるのは良くないこと

であるという、認識が共有されている。通常は、一人３分から５分程度である。

 ところで、理事会とタウン・マネージャーとの見解が異なる場合がある。例えば、

理事会は 15 人程度しか住んでいない集落にも道路拡張をしようとするが、タウン・マ

ネージャーは反対である場合もある。こうした見解の相違があっても最終的には代表

型タウン・ミーティングのメンバーに決定権がある。

２ 市長・議会型統治方式への改革の動き

 代表型タウン・ミーティングは、代表型タウン・ミーティングの議長(Moderator)
によって進行が執り行われる。一般的に、代表型タウン・ミーティングは効率的では

ないが、民主的であると認識されている。代表型タウン・ミーティングでは、同ミー

ティングのメンバー、理事、財政委員会(Advisory and Finance Committee)の三者に

よる議論がよく見られる。この財政委員会とは、代表型タウン・ミーティングの議長

によって任命され、あらゆるタウンの予算について意見を同ミーティングで公表し、

参加メンバーに賛否の方向性を勧告する役割を果たすものである。代表型タウン・ミ

ーティングの議題は基本的には理事会によって提出されるが、財政委員会、さらには

10名以上の有権者の署名があれば有権者も議題を提出することができる。条例(bylaw)
の制定、改廃については、理事会が提案できる。多くは行政の各部門で原案を作成し

ている。

 ところで、プリマスでは統治方式の検討が特に 1980 年代以降たびたび行われてき
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た。まず、その前史としては 1952 年にそれまでの開放型タウン・ミーティングから

代表型タウン・ミーティングに変更した。1974 年にチャーターは文書化され、統治方

式は、Representative Town Meeting-Board of Selectmen-Executive Secretary であ

った。未だこの当時は行政の効率性や専門性への期待は今日ほど高くは無く、セクレ

タリーの事務的運営で処理されていた。

 プリマスでは 1980 年から 2000 年にかけて 13,000 人以上の人口の急増があり、総人

口 40,000 人を超えたため、混乱気味であった従来の統治方式を見直すために、1988 年

にチャーター検討委員会が設置された。そこでは、代表型タウンミーティング・タウン・

マネージャーの統治方式か議会・マネージャーの統治方式の二つの方式について議論さ

れた。ところが、議会を設置するためには州法によりタウンからシティへの変更の必要

があり、そうなれば犯罪率が増えるといった風評も出たため、1988 年チャーターでは

タウン・マネージャーを設置し、行政運営上の権限強化を目指すこととなった。

 1997 年のチャーター検討委員会では、タウン・ミーティングが混乱する原因のひと

つに地区代表の参加メンバーが適切な情報を得ていないことがあったため、1999 年の

改正チャーターでは、このタウン・ミーティングの参加メンバーが論点について十分

な知識と情報を得るため、タウン・ミーティングの開催前に地区集会を開くことがル

ール化された。

 この２年後には、これまでの統治方式では意思決定が遅く、社会状況の変化に応じ

た改革ができないため、議会や市長を設置する提案もなされた。しかしながら、結局

は権限が少数者に集中することを恐れ、改革には至らなかった。さらには、地区代表

の数を減らす提案も実現には至らなかった。

 その後、2008 年の改革議論の時も、代表型タウン・ミーティングの議長によってチ

ャーター審査委員会(Charter review Commission)が設置され、チャーター審査委員会

では、全員が市長・議会型制度への改革に賛成であったが、代表型タウン・ミーティ

ングのメンバーの多くは統治方式の抜本的改革には反対であった。筆者のヒアリング

に参加したすべての理事も市長・議会型への制度改革に賛成であった。この理事たち

は市長・議会型への改革は時間の問題であり、立て看板やビラの配布などのキャンペ

ーンを張ったこともあるし、理事の中には理事選挙の公約に掲げることもある、とい

うことであった。

 代表型タウン・ミーティングから市長・議会型への移行によって、市民の発言権は

制約されるが、これだけ人口が多くなれば、効率性の方をもっと重視しても良いと考

えるようになってきたのであった。これまでの仕組みではディベートが多すぎて、時

間がかかりすぎる。市長制であれば、短時間で解決が可能となる。

 ところが、このような権限大きな市長を求める声も根強いが、一方では代表型であ

ってもタウン・ミーティングへの直接民主主義的な期待と変化を好まない「長く住ん

でいる住民」の意識がどのように変化していくかは、今後も観察していく点であろう。 
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３－５ ウーバーン(City of Woburn)

訪問日：2011 年３月 17 日

ヒアリング先：Scott D. Gailvin (Mayor), John D. McElhiney(City Solicitor)
概要：1642 年法人化

人口：38,120 人（2010 年センサス）、約 90.6％はホワイト

   Mayor-Council City 
       議会は９人の議員で構成され、その内訳は７地区から１名ずつ選出された７名 

の議員と市全体から選出された２名の議員である。市長は公選によって選出さ

れる。市長、議員共に任期は２年である。

 

１ 開放型タウン・ミーティング－セレクトメ型から議会－市長型設置へ移行

 1888 年まで、５人の理事と開放型タウン・ミーティングでタウンは統治されていた。

それまでの約 200 年間、最初は英国植民地派がほとんどであったが、その後アイルラ

ンド人が入ってきて、この二つのグループ間の摩擦が次第に大きくなっていった。理

事は１年ごとの選挙で決められていたため、毎年５人の理事グループの勢力図に変化

が見られるようになった。したがって、こうした混乱を避けるために、代表者制の政

府を選択することとしたのであった。マサチューセッツ州法では、人口 12,000 人を超

えると、議会を設置できるという規定があり、この人口を超えたのが 1888 年当時で

あった。

 その後、統治形態を根本的に変えると言う議論は無いが、約 50 年ほど前に、市議会

議員と市長の任期を１年から２年に変更した。また、市議会議員の定数は、７地区か

ら１人ずつ選出される７人と市全体から選出される８人の計 15 名であったのを、９人

体制に改革した。人口の急増にともない、効率的な市政府の運営を目指して、このよ

うな改革が行われたのであった。 

 その後今日まで、統治方式の見直しのための委員会は設けられなかった。 

（注）プリマスの理事会のミーティング

会場。

写真には写っていないが、この会 

場にも傍聴者の参加が可能なよう 

に、手前に椅子が多く用意されて 

いる。

前列向かって右が筆者。 

 



 
 

２ 市政府への市民参加の方法

 市長には行政執行、予算提案等の権限が与えられている。一部議会承認を要するも

のもあるが、財産評価委員会の委員・議長秘書、警察部門・消防部門・例各部門の責

任者や公共事業管理者等の職員については、市長独自の判断で任命でき、その任命権

の範囲も広い。

 ただ議会には立法権だけでなく、予算の歳出を承認する権限がある。例えば「警察

官」の任命権は市長にあるとしても、採用人員数（人件費）やパトロールカーの購入

経費等には議会の承認が必要となる。したがって、予算による行政へのコントロール

を行う機能を議会は果たしている。

 市長の下には、市長任命による現在 22 の諮問委員会（Board や Committee 等）が

設置されている。例えば、環境保全委員会(Conservation Commission)は７名の市民

で構成され、また人権委員会(Human Rights Commission)は９名の市民で構成されて

いる。このように市民が各種委員会に参加することが代表的な市民参加の方法である。

 日常的には市民は議員とコンタクトをとることが多い。市議会での市民の発言は認

められているが、発言を希望する市民は文書で申請し、次の議会で発言が認められる。

発言希望者が多く出るような課題の場合は、通常は議会がパブリック・ヒアリングを

開催する。パブリック・ヒアリングは議会の委員会による開催の場合もあるが、伝統

的には開放型タウン・ミーティングの歴史的な経緯から続いているものであり、現実

的には２年おきに議員選挙があり、票を獲得するためにも日常的に市民の声に注意を

払う必要があることが、この伝統を維持しているのである、と考えられている。

 最近のパブリック・ヒアリングの事例は、学校委員会が開催したものであるが、未

使用となった学校の校舎の再利用について、市長の意見と市議会議員数名との間で意

見の対立が生じたことが発端となり、大きな規模のパブリック・ヒアリングが実施さ

れた。こうした一連の経過の情報は、地方新聞を通じて住民に情報提供されるので、

地方新聞もこうした議論においては重要な役割を果たしている。この場合は、結局、

市議会の採決で５対４となり、市長の方針が支持された。

 上記のようなパブリック・ヒアリングは難しい問題が生じた時に開かれる。主にゾ

ーニング、土地利用、開発に関する課題の場合に開催される。

 その他の市民参加の手段としては、住民投票を求めるものもある。かつて、市議会

の犬を鎖でつなぐ条例に対して、市民の 20％以上の署名で請願が行われ、次の選挙時

にその項目について投票したことがあった。実際には、ほとんど使われるものではな

いが、市民が我慢できなくなった場合には使用される手法である。

 なお、市議会が許可しない限りは、市長は市議会への参加も発言も認められない。

＊文書の保管庫を拝見させていただき、議会の記録は言うまでもなく、1641 年の出生

届から今日に至るまで市民記録もすべて保管されていた。 
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３－６ バーリントン(Town of Burlington)

訪問日：2011 年３月 16 日

ヒアリング先：Robert A. Mercier(Town Administrator)
概要：1799 年法人化

人口：24,498 人（2010 年センサス）、約 87％はホワイト 
Representative Town Meeting with five-member Board of Selectmen 
Town Administrator
代表型タウン・ミーティングのメンバーは、タウンの６つの地区からそれ

18 名ずつ選出された 108 人のメンバーで構成される。代表型タウン・ミー

ングは、１月、５月（年次）、９月の年３回開催される。定足数は 55 名であ

（注）

ブーバーン議会。

 手前が傍聴席で、議員

傍聴者の市民と対面

の配置となっている。

民の発言は、写真中央

テーブルの前で行う。

会は神聖なものであ

発言ルールに従って

粛なムードの中で行

れる。 

（注）

筆者、市長室にて。 
筆者の隣にいるのが 
市長。 

and 

ぞれ

ティ

ある。 

員は

面式

。市

央の

。議

り、

て静

行わ
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タウンの執行機関は理事会であり、タウンのあらゆる問題を監督する責任を

有している。公選で選ばれた５人の理事で構成される。理事会のミーティング

は月２回開催される。 
タウン・アドミニストレーターは、理事会の管轄内の行政運営や調整に責任

を負う。 

１ 代表型タウン・ミーティングの選択

 1971 年３月６日に住民投票が行われ、賛成 4,307 票、反対 1,557 票、白票 410 で、

代表型タウン・ミーティングが採用された。開放型タウン・ミーティングに終止符を

打ち、1972 年３月４日に最初のメンバーの選挙が行われた。

 この代表型タウン・ミーティングでは、すべての住民に発言する権利は認められて

いるが、最終的には代表型タウン・ミーティングのメンバーの多数決で決せられる。

また、代表型タウン・ミーティングの特徴として、代表型タウン・ミーティング解散

後 14 日が過ぎると、その決定は有効となる。このような猶予期間が設けられているの

は、有権者の５％以上の署名で、一定の問題を住民投票に付すことを要求する権利が

認められているからである。住民投票にあたっては、有権者の 20％以上の投票が必要

であり、過半数で決せられる。

 代表型になっても、統治される人々が、自らで統治するという民主的な理念が維持

されるシステムを形成しているのである、と説明される。

 有権者の選挙で選ばれる代表者は多い。書記責任者（Town Clerk）、議長(Moderator)、
理事(Selectmen)、財産評価委員(Assessors)、出納長(Treasurer)、学校委員会委員

(School Committee)、図書館役員 (Library Trustees)、計画委員会委員 (Planning 
Board)、環境・健康管理委員会委員(Board of Health)、治安担当者(Constables)、住

宅供給委員会委員(Housing Authority) 、体育委員会委員(Recreation Commission)、
Shawsheen Valley Technical 高等学校委員会委員、タウン・ミーティング・メンバー

(Town Meeting Members)が公選で選ばれている。これらの公選職を多く維持してい

るのは、権力の分散によって民主主義を維持するためである、とされる。この結果と

して、デダムで解説したように、タウン・マネージャーのように行政運営の専門家に

権限を集中させるのではなく、タウン・アドミニストレーターを設置し、民主主義を

前提として効率的な行政運営を行うシステムが維持されてきたのである。

 

２ 理事会運営と行政への住民参加

 理事会は住民の健康、安全、さらにはより質の高い生活を促進させるための政策形

成機能や、そのためにより効率的に行政運営を図るための調整機能等を果たすのに加

えて、代表型タウン・ミーティングの召集令状を発行する役割がある。したがって、

召集令状に盛り込む議題の整理も重要な役割となる。ともあれ、理事会のミーティン
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グでは、市民の時間(Citizens Time) が設けられ、市民の発言が認められている。誰で

も事湯に発言できるが、理事のコントロールに従うことが前提となる。また、重要な

課題であれば、事前登録によって、パブリック・ヒアリングを理事会ヒアリングの中

で実施する。

ところで、理事会のコントロールの下にあるタウン・アドミニストレーターは、有

権者登録委員会(Board of Registrars) 、コミュニティ生活センター委員(Community 
Life Center)、高齢者支援委員(Council on Aging)、文化委員会(Culture Council) 、歴

史的環境保全委員会(Historical Commission)、情報システム諮問委員会(Information 
System Advisory Committee)、有権者登録担当責任者(Registrars of Voters)等、24
種類の委員会や担当責任者を任命する。これらの任命は、ボランティア参加の機会

(Volunteer Opportunities) と位置付けられ、特定のテーマについて市民が審議等に参

加する市民参加の代表的な手法でもある。

 住民に配布される毎年発行の『住民案内』( Residents Guide )には、タウンの統治

システムや行政活動に関する最新情報が盛り込まれている。この冊子には、タウンの

最新地図、有権者登録のフォームとともに市民人材登録（Trent Bank）の用紙が添付

され、住民の自主的な登録を促している。この市民人材登録の目的は、上記のタウン・

アドミニストレーターが任命する委員会等のメンバー選考ために行われるものである。

この市民人材登録用紙には、氏名、住所、電話番号等の連絡先情報は言うまでもなく、

興味のある委員会のチェックリスト、参加可能な頻度（月に何回程度か、等）、専門技

術やバックグラウンドを記述する欄等が設けられている。民主的な運営を維持するだ

けではなく、市民の専門能力を活用することにより、効果的効率的な行政運営を実現

していこうとするものである。

今回調査のすべてのタウンで確認したわけではないが、アンドーバーでも類似の人

材登録を促進していた。おそらくほとんどのタウンで実施していることと推測できる。

 

３－７ ブレイントリー(Town of Braintree)

訪問日：2011 年３月 14 日

ヒアリング先：Joseph C. Sullivan (Braintree`s First Mayor)
概要：1640 年法人化

人口：35,744 人（2010 年センサス）、約 94％はホワイト

   Mayor-Council  
             議会は９人の議員で構成され、その内訳は６地区から１名ずつ選出された６名 

の議員と市全体から選出された３名の議員である。議員の任期は２年である。

議会は、毎月第２と第４の火曜日に開催される。

市長は執行部の長であり、任期は４年。市長は公選によって選出される。市長 



 
 

は行政各部門の長の他、すべての公務員を任命する。

なお、名称はタウンであるが、州法上のシティである。 

１ 市長・議会型統治方式への改革

  ブレイントリーでは、1920 年に開放型タウン・ミーティングから代表型タウン・

ミーティングに統治方式の変更をおこなったが、それ以降は 2006 年のタウン選挙で

市長・議会方式への変更まで大きな変化は無かった。最初の市長と議会の選挙は 2007
年９月に行われた。

 市長の任命権の範囲は広く、以前は選挙で選任されていた書記責任者（Town Clerk）、
出納長(Treasurer)、徴税責任者(Collector)、計画委員会(Planning Board)の任命権が

付与された。市長は行政各部門長の任命権もあり、また行政各部門長の推薦に基づい

て一般公務員も任命する。

 このような統治方式を変更した背景としては、1990 年代から 2000 年代前半にかけ

て人口の漸減は見られたが、全体としては人口増によって、代表型タウン・ミーティ

ングでは、理事会と代表型タウン・ミーティングとの見解が異なる場合には、非効率

的で決定が遅れると言った課題が生じてきたのであった。一方では、開放性や包摂性

と言った観点からは、タウン・ミーティングは、市民がタウンで生じている課題を知

り、情報を得る良き手段であったという声も聞かれる、とのことであった。

２ 市長の説明責任の確立

 市長は、責任の所在が明確となり、市長の説明責任能力が問われることが、市長制

のメリットであると強調された。政党色を排除し、非党派的であることを強調する。

市長は積極的に市民の意見を聞くようにしているし、コミュニティやアソシエーショ

ンのミーティングやイベントに積極的に参加する。さらには、E メイルも活用してい

る、ということであった。高齢者であってもタイプライターの経験があるので、世代

を問わず E メイルを使用している。 

  

（注）

 ブレイントリーの議会

 左側は議員席で、右側のブルーシー 
ト上の椅子はすべて傍聴席。

 写真は、２階ミーティング・ルーム 
より筆者撮影。 
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ワシントン D.C.自治体とバージニア州政府・地方自治体

弘前学院大学社会福祉学部准教授

西東 克介

はじめに

周知のように、昨年３月 11 日に東日本大震災と福島原発事故という大変な自然災害と

事故が起きてしまった。戦後 65 年間の中では、死者と行方不明者を合わせて２万人に近

いという、未曾有の大災害と事故であった。これからの復旧・復興にどれだけの時間がか

かるかわからないが、その中で最も重要な課題の１つが、自治の強化・充実であるといえ

よう。この大震災と原発事故をとおしてわかった最大の重要課題は、日本の政治文化、つ

まり意思決定過程におけるマイナスに働く集団主義文化（１）である。

われわれ日本社会は、日本国憲法前文や教育基本法に記されているプラスに働く個人主

義（もちろんマイナスに働くこともある）をあまりにいいかげんに扱いすぎたのではない

か。特に、この国をリードしていく政治家・官僚・研究者・大企業経営者・主要マスコミ

・教育関係者などは、自らが促進してきたマイナスの集団主義とプラスに働く個人主義を

どのように組み合わせていくのかを、本気で考え・実践していかねばならない。まさに苦

悶・苦闘の日々が続くであろうが、そうしなければ、この国の良き未来は語れないのでは

ないかと思う。集団主義であれ、個人主義であれ、これらの指向・行動パターンは、法律

やルールをときにプラスに、またマイナス導く。こうしたとき、我々は、T.ジェファーソ

ンの語った次の一文を思い出す必要があるのではないか。

〔一七八七年版およびそれ以後の版では、「統治の原理が   与えられているために」

の部分が削除され、この節の後に次のような節が挿入されている。〕

「こうした習性は、彼らが法律とか強制的な権力、政府といったものに従属したことが

まったくないという事情に由来する。彼らを抑制しているのは、自分たちの習俗と、善

悪に関する道徳意識だけである。この道徳意識は、あらゆる人間のもつ好みや感じ方と

いった感覚と同じく、人間性の一部を成すものである。そして習俗や道徳意識に反する

ような行為をおかす者は、軽蔑されたり集団から追放されたりというかたちで罰せられ、

殺人のように重大な罪の場合には、その事件に関係する個々の人間からこらしめを受け

る。このような強制の形式は一見不完全なものと思われるかもしれないが、実際には彼

らの社会犯罪はきわめてまれであり、もしもアメリカの土人（訳文のママ）の社会のよ

うにまったく法律がない場合と、ヨーロッパの文明人社会のように法律が多すぎる場合

の、いずれが人間をより大きな悪に向かわせることになるのかと問われたら、この両方

の生活状態を見たことのある者ならそれは後者であると断言するだろうと思われるほど

である。たとえていえば、羊の群は狼に監督されている場合よりも自分たちだけでいる

場合の方が幸福だということなのである。たしかに、大規模な社会は政府がなければ存

立しえない。それゆえに土人たちは、自らの社会を小さく分割するのである。」（２）



（「彼ら」と「土人」とは、当時のインディアンのこと。この説明は西東。）

「反連邦主義者の思想における一貫した強い傾向（thrust）は、国家としての政府に付

与された権力のいくつかを差し控えることであり、それ以外の残りの権力をさらなる抑制

と均衡をもって抑えることであった。」（３）

以上のように、私たちが繰り返し、また改めて考え続けなければならないことがここに

は書かれている。進んだヨーロッパ人やアメリカに渡って来たヨーロッパ人を中心とする

人々よりもアメリカの「インディアン」の方がより大きな悪に向かわせない、というので

ある。こうした基本原理をアメリカの連邦主義者（Federalist）に対して、反連邦主義者

（Anti-Federalist）はその精神の根っこに持ちつつ、議論を挑んだと思われる。ただし、

様々な妥協が行われ、あらゆる面で女性や少数者が恩恵をすぐに受けられようになったわ

けではない。ただ、現実の政治社会が連邦憲法の条文の如く、動いていなくとも、困難で

はあったが、憲法に基づいて、緩やかではあるが、改革や修正がはかられていった。

極めて重要なのは、我々日本人にもあった集団主義による倫理感が時代を経るにつれて

弱まって来ているように見えることだ。それゆえ、現在の日本社会における集団主義がな

にゆえにマイナス面ばかりが目立つのか。必ずしも個人主義のプラス面のみが集団主義の

マイナス面を排除できるとは限らないが、こうした視点から具体的に考察してみる必要が

あるのではないか。そうした混在から、前述したような「インディアン」のような倫理感

が生まれてくるかどうかではないか。

ただ、本論はまだこうした視点で書くことはできない。本論ができることは、訪問先を

思い出し、まずは法律上、また条例上の側面から重要な点をまとめることである。

注

(1)西東克介「我が国公教育・就業組織と集団主義文化の再生・変容－『挙国一致』の指

向・行動パターンの再生産－」、寄本勝美・辻隆夫・縣公一郎編『行政の未来－片岡寛

光先生古希祝賀－』、成文堂、2006 年、239 － 263 頁と西東克介「旧教育基本法の個人

尊重と日本社会の指向・行動パターンの可能性と限界」、地域学五巻、弘前学院大学、

2007 年、255 － 288 頁を参照。

(2)T.ジェファーソン著、中屋健一訳『ヴァージニア覚え書き』岩波書店、1972 年、193
頁。原著は、Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia,1782. （当初は自費出版）

(3)Ralph Ketcham ed. The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Convention Debates,
Signet Classic, 1986, pp.16-17.

第１章 ワシントン D.C. 特別区自治体（１）

ワシントン D.C.は、2009 年で約 60 万人の人口がいる。そのうち、白人 40 ％で、アフ

リカ系は 54 ％いる。連邦議会は、1973 年コロンビア特別区地方自治法を制定し、1974
年に市長選挙と議会選挙が行われた。そして、1975 年双方が任務に就いた。
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第１節 選挙区およびネイバーフッド諮問小委員会

１ ワードとネイバーフッド諮問小委員会

ワシントン D.C.は、選挙区およびコミュニティ・ネイバーフッド（２）として８つのワー

ド（ward）と 38（ネイバーフッド全体の説明には 37 とあるが個別の ANCs を数えると 38
ある。）のネイバーフッド諮問小委員会（Advisory Neighborhood Commissions=ANCs）に

分けられている。各 ANCs 委員は、選挙で選出される。

第１のワードには４つ（A の委員は 11 人、同じく B は 11 人、同じく C は８人、D は

６人）の ANC があり、第２のワードには６つ（A の委員は５人、同じく B は９人、同じ

く C は４人、同じく D は２人、同じく E は７人、同じく F は６人だが２人空き）、第３

のワードには、６つ（A は存在せず、B の委員は５人、同じく C は９人だが１人空き、

同じく D は９人、同じく E は５人、同じく F は７人、同じく G は７人）、第４のワード

には５つ（A の委員は８人、同じく B は９人、同じく C は 10 人、同じく D は６人だが１

人空き、E と F は存在せず、G の委員は不明・委員記録提出の遅れによる）、第５のワー

ドには３つ（A の委員は 12 人、同じく B は 12 人だが 1 人空き、同じく C は 12 人）、第

６にワードには４つ（A の委員は８人、同じく B は 11 人だが１人空き、同じく C の委員

は９人だが２人空き、同じく D の委員は７人）、第７のワードには５つ（A の委員は７人、

同じく B は７人、同じく C は７人だが１人空き、同じく D は７人、同じく E は７人）、

第８のワードには５つ（A の委員は７人、同じく B は７人、同じく C は７人だが１人空

き、同じく D は７人、E の委員は７人）である。

すべての委員は、氏名・住所・電話番号・アドレスが公表されている。ただし、各委員

会で２名以上同じ電話番号の委員がいること、電話番号とアドレスは各自が持つが行政が

準備したものになる。

これら各 ANC は毎月１回決まった曜日と時間に会議を開く。始まる時間が早いところ

は 18：30 だが、19：00、19：15、19：30 もある。19：00 と 19：30 が最も多い。次に 18
：30 が多い。会議の場所は、学校、コミュニティ・センター（的な場所）、ホテル、警察

署、教会、病院などである。教会があるのは、やはりアメリカらしいと言えよう。

２ ネイバーフッド諮問小委員会（Advisory Neighborhood Commissions=ANCs）の権限

これら小委員会は、ネイバーフッドに影響を与える広範囲の政策を考える。例えば、交

通、駐車場、レクレーション、道路の修理、酒類販売の許可、ゾーニング（zoning）、経

済開発、警察による保護、衛生やゴミ収集、および D.C.自治体の年次予算などである。ANCs
は、ネイバーフッドの人々と最も密接に結びつく自治体の組織である。

また、ANCs は、様々な D.C.自治体の機関に、行政部幹部に、および議会に、彼らの立

場や勧告を発表する。さらに、ANCs は、独立行政機関、委員会（boards）、小委員会

(commissions)への精査を行う。法律によると、ANCs は、連邦行政機関に自分たちの立場

を表明することもできる。このことは極めて重要であるといえる。一方で D.C.自治体は

連邦政府の枠組みの中で、自治体機能を規制されつつ、他方では、住民の目線から連邦政
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府にものをいえるからである。だが、このことは、D.C.自治体の住民に対する政治および

行政力を見られている可能性も否定できない。

小委員会議長は２年任期で、手当はない。各小委員会議長は、彼ないし彼女の１人区

（single-member districts ＝ SMD）〔小選挙区〕（ほとんどの州が SMD であるが、下院の

選挙において、一つの選挙区から２人、３人、あるいは４人を選出する州もある。これら

は、MMD ＝ multimember districts という）のおよそ 2,000 人の住民を代表する。

３ 我が国の町内会（町会）と比較して

近年、地方自治体の行政あるいは議会改革により、我が国の町内会も、制度として行政

や議会の報告やこれらへの要望が定期的にできるようになったところが増えてきた。だが、

全体からみると、まだ少数派である。実態としては、地域によっては町内会が特定の政党

や勢力の支持集団として動いてきた歴史はある。だが、現在我が国の町会の場合、役員が

平均的にみてかなり高齢化している等、様々な問題点が浮上している。単なる形式的なも

のではない、内容をも充実させる改善改革が望まれる。

第２節 行政部

１ 市長

ビンセント C．グレイ 民主党

市長のキャビネット（市長を除き 16 人）

・行政公聴長官 メアリー・オーティス・ウオーカー（Mary Oates Walker）
Office of Administrative Hearings 職務：行政法主席裁判官（Chief Administarative
Law Judge ）

・アフリカ系問題局長 ンガジ・ンメジ（Ngazi Nmezi）
Office on African Affairs 職務：局長（Director）

・高齢者局長 ジョン・トンプソン（John Thompson）
Office on Aging 職務：局長（Director）

・アルコール・ビバレッジ規制管理局長 フレッド・ムーサリー（Fred Moosally）
Alcoholic Beverage Regulation Administaration 職務：局長（Director）

・芸術とヒューマニティー D.C.小委員会主席局長 ライオネル・トーマス（Lionell Thomas）

D.C. Commission on the Arts and Humanities 職務：主席局長（Executive Director）
・アジア系・太平洋諸島系問題局長 スーヒュン・クー（Soohyun Koo）

Office on Asian ＆ Pacific Islander Affairs 職務：局長（Director）
・総合法務長官 イービン・ナサン（Irvin Nathan）

Office of the Attorney General 職務：D.C.のための活動する総合法務長官

（Acting Attorney General for the District of Columbia）
・委員会・小委員会局長 ロナルド・R ・コリンズ（Ronald R. Collins）
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Office of Boards and Commissions 職務：局長（Director）
・予算局長 エリック・グーレット（Eric Goulet）

Budget Office 職務：局長（Director）
・ケーブル・テレビ局長 エリック・リチャードソン（Eric Richardson）

Office of Cable Television 職務：局長（Director）
・主席財務長官 ナトワー・ガンジー（Natwar Gandhi）

Office of the Chief Financial Officer 職務：主席財務長官（Chief Finacial Officer）
・主席科学技術長官 ロブ・マンシーニ（Rob Mancini）

Office of the Chief Technology Officer 職務：臨時主席科学技術長官（Interim Chief
Technology Officer）

・児童・家庭サービス行政局長 デブラ・ポーチャ・ウシャー（Debra Porchia Usher）
Child and Family Services Agency 職務：臨時局長（Interim Director）

・シティ経営管理長官 アレン・ルー（Allen Lew）

Office of the City Administrator 職務：シティ経営管理官（City Administrator）
・クリーン・シティ調整官 マリーン・フェニー（Marine Pheney）

Office of the Clean City 職務：クリーン・シティ調整官（Clean City Coordinator）

・コミュニケーション局長 ペドロ・リベイロ（Pedro Ribeiro）
Office of Communications 職務：局長（Director）

２ D.C.政府におけるキャビネット

連邦政府にも大統領のもとにキャビネットが存在する。これと同じように、議院内閣制

の内閣とは異なり、州政府知事や D.C.政府市長のキャビネット・メンバーは行政長の部

下である。議院内閣制の首相は「同輩中の首席」といわれるが、メンバーは専門家であっ

ても部下である。我が国の議院内閣制がイギリスにくらべると首相のリーダーシップが弱

いといわれるのは、メンバーの集め方や意思決定の方法が受動的であることからきている。

まさしく多くの場合、集団主義のマイナス面が出ているのである。

３ D.C.州教育委員会（State Board of Education）
①仕組みと特徴

委員は、９名〔議長のみ全体区（at large）による選挙・８名は前述した８つのワード

毎の選挙〕。プラス生徒代表１名。生徒代表は、D.C.の生徒達と教育政策決定者のつなぎ

として活動する。

ここでも政治選挙と教育選挙の関係が制度面において深いといえる。だが、なんといっ

ても重要なのが生徒代表の制度を設けていることである。

②生徒代表の責任

・毎月水曜日の晩に予定されている最低２時間の会議への出席と積極的関与。

・500words による毎月の活動の要約。
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・最近の活動についての E-mail 交換。

・（９月から６月までの）学校期間に生徒代表として働く。年ごとに再応募可能。

・効果的コミュニケーション技術を持ち、チームワークの環境を促進する。

③生徒代表の要件

・D.C.住民

・高校２年生から大学４年生まで

・D.C.公立学校、D.C.公立チャータースクール、ホームスクール、職業学校、および D.C.
の大学のいずれかの学生であること。

・平均値 3.5 か１科目 4.0 以上あること。

・学校やコミュニティに関連する活動を含む課外活動への関わりがあること。

・500words 以内で、何故州教育委員としてつとめたいのかをまとめる。

・次の言葉、つまり学校、家族、コミュニティ、同僚から２つ選んで勧告の手紙を書く。

一方は、学校の中から、他方は学校外の言葉から選んで書く。

・上位５人になると、応募者は、自分達の仲間に資格を証明するために、８月の半ばに

ディベートに参加しなければならない。

D.C.自治体の行政長は市長（Mayor）と呼ばれているにもかかわらず、教育委員会は「州」

教育委員会と呼ばれる。これは、一例を挙げれば、州や一部の自治体のように、高等教育

（大学）までの権限を有していることと、どの州にも属さない連邦政府のある自治体であ

ることが原因である。

④州教育委員会の責任

・州の学術的標準と基準が次の資格を満たすことを保障する。つまり、子ども達が知りた

い・やりたいと期待されるものを特定することである。それは、一貫し、かつ活気ある

内容を含み、進歩的な技術の伝達を鼓舞し、一定の時期に更新される。

・高等学校卒業要件の策定

・高等学校と等価値の認定基準の策定

・州教育長（the Chief State School Officer）により開発された D.C.の州アカウンタビリテ

ィ計画の策定。つまり、連邦政府の定めた 2001 年の「一人の落ちこぼれも出さない法」

に従い、以下のこと保障すること。

（A）本計画は、すべての地方教育行政機関が年ごとに適切な進歩をつくることを保障

する単一の州（D.C.自治体）全体のアカウンタビリティ・システムを含むこと。

（B）本計画に含まれる州全体のアカウンタビリティ・システムは、学術的標準、学術

的評価、すべての地方教育行政機関にわたって標準化されたアカウンタビリティのシ

ステム、および研究者の業績に責任を負わせる地方教育行政機関を有し使われるであ

ろう制裁と報酬のシステムに基づくこと。

・親の関与のための州の政策の策定
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・行政区画（residency）立証のための規則の策定

・チャーター・スクール認定組織の一覧の策定

・2001 年の「一人の落ちこぼれも出さない法」に従い、年次レポート・カードの区分と

体裁の策定。

・1998 年の公立学校・公立チャーター・スクールのための生徒各自の統一資金解決策や

税の一致明確化の修正法に従い、民間の場所認定組織の一覧の承認。

第３節 ワシントン D.C.自治体議会

１ 議会

・議長（Chairman）
クワム・R・ブラウン（Kwame R. Brown）
議長はワシントン D.C.全体区（at large)から選挙される。議長になるには、この全体区

（a large)の選挙に立候補しなければならない。

D.C.生まれ。民主党。

2005 年１月から議長を兼ねる議員。数々の仕事をこなした彼の２期目の選挙において、

投票の 90 ％以上を獲得した。

・フィル・メンデルソン（Phil Mendelson）議員

選挙は全体区（at large）。
オハイオ州クリーブランド生まれ。民主党。1999 年１月から議員。

・デイビッド・カターニャ（David Catania）議員

選挙は全体区（at large）。
ミズーリ州生まれ。独立党（Independent）。1997 年 12 月から議員。

D.C.議会作成の H.P.では、名前と選挙区しか印刷できない。自らの H.P.はある。

・ビンセント・オーレンジ（Vincent Orange）議員

選挙は全体区（at large）
カリフォルニア州オークランド生まれ。民主党。2011 年１月から議員。

D.C.議会作成の H.P.に、オーレンジ氏のサイトがない。自らの H.P.もない。

・ミカエル・A・ブラウン（Michael A.Brown）議員

選挙は全体区（at large）。
ドイツ・ヘッセン州カゼル生まれ（在独・米国陸軍施設）。独立党。2009 年１月から議

員。

D.C.議会作成の H.P.に、ブラウン氏のサイトがない。

以下の議員は、地区（ward）選出（８つの各地区から一人ずつ）。

・地区１

ジム・グラハム（Jim Graham）

スコットランド生まれ。民主党。1999 年１月から議員。

・地区２

－ 32 －



ジャック・エバンス（Jack Evans）
ペンシルベニア 生まれ。民主党。1991 年４月から議員。

・地区３

メアリー・M・チェ（Mary M. Cheh)－女性。

ニュー・ジャージー州生まれ。民主党。1991 年４月から議員。

議長代理（Chair Pro Tempore）。ジョージワシントン大学の終身（tenured）法学教授

・地区４

ミューリエル・バウザー（Muriel Bowser）－女性

コロンビア D.C.生まれ。民主党。2007 年５月から議員。

・地区５

現在空席

・地区６

トミー・ウェルズ（Tommy Wells）
テキサス州オースティン生まれ。民主党。2007 年１月から議員。

D.C.議会作成の H.P.では、名前と選挙区しか印刷できない。自らの H.P.はある。

・地区７

イベット・アレクサンダー（Yvette Alexander）－女性

コロンビア D.C.生まれ。民主党。2007 年５月から議員。

D.C.議会作成の H.P.では、名前と選挙区しか印刷できない。自らの H.P.はある。

・地区８

マリオン・バリー（Marion Barry）
ミッシピッピ州イッタ・ベナ生まれ。民主党。

1979 年１月から 1991 年１月までと、1995 年１月から 1999 年１月まで D.C.の（第２代

と第４代）市長。

2005 年１月から議員。

D.C.議会作成の H.P.には、自らの H.P.はない。

ネイバーフッドの区分けにもなっている８つのワードから小選挙区制によって１名ずつ

が選挙される。すべてオープン（公開）であるかのように思われるアメリカでも、その中

心地である D.C.議会の議員ですら、D.C.議会作成の H.P.には、議員の名前と写真等あっ

ても、印刷は名前と写真しかできない議員が複数名いるというのは、外部者からのホーム

ページへの、あるいはホームページを使ってのいたずらや危険な行為が予測されるからな

のか。まさに、民主主義制度における公開の難しさを示している問題だといえよう。

また、各議員は、その多くが議員スタッフを４－８名ほど持っている。各議員の常任委

員会割り当ても、４－５つが多いが、１－２つという議員もいる。議会議長には、常任委

員会の割り当てはない。

－ 33 －



２ 議会の権限

①委員会（Boards）や小委員会（Commissions）への委員の任命。

②議会は、公的空間への命名、道路や小道の新設や閉鎖、D.C.の政治的小区画の設定。

小選挙区（subdivisions）の議員再配分（reapportionment）や再調整（realignment）。
③議会の管理運営や人事、立法会議における議会が考察する全事項の日程・時刻の作成、

投票権を含む政治的運営体としての D.C.に関連する立法。

④適切な地域的、州の、国家的団体・組織と議会との関係の調整、労働関係。地域公共

事業機関や、特に他の委員会に割り当てられていない、その他の地域団体・組織と議

会の関係。

⑤公的チャーター・スクールの制度化を含むが、D.C.の大学や D.C.のコミュニティ・

カレッジの内部の事項を含まない、公教育に関係するすべての事項。

⑥ケーブル・テレビ、経済・産業・広告の開発、経済開発のための財産の処理。国際上

の商務・問題の対応。

⑦もはや公的目的を必要としないという政府財産の宣言を含む、公設ビルの維持。

⑧これらの規則や議長によって割り当てられる、その他の事項。

３ D.C.議会内常任委員会（standing committee）

議会議長は総合委員会の議長でもある。各委員会の議長は、年功序列の原理が尊重され

なければならない（224 条）。議会議員の誰でも、すべての委員会に出席可能で、委員会

の議論に参加できる。だが、委員会委員のみが提案し、かつ彼らに投票権がある。また、

議員の誰でも、すべての委員会の公聴会に参加できる（225 条）。

各委員会は、各議会終了後 30 日以内に報告書を提出しなければならない。報告書の体

裁と内容については、議会事務官（the Secretary）が決定する（227 条）。

全ての委員会には、年次予算、および予算への修正・付加・補足に責任がある。ここで

通常の州内自治体と異なるのは、国会・連邦行政幹部（the Federal exective branch）と D.C.
議会との調整である。同じく、国会と D.C.議会の立法の進捗具合の情報確認（monitoring）
である。これらによって、連邦議会は、D.C.議会が制定した法律を廃止できることが大き

い。

４ 総合委員会の構造

① 総合委員会は、本項〔C〕に従って報告され、編集された法案（measure）を考察す

る作業部会（a work session）において、かつ立法の導入や参照のために、議会休会

中を除く、毎月第３火曜日に開始されなければならない。

② 議長は各会議のために、課題を準備しなければならない。

③ 議長は、総合委員会がその法案の審議延期を可決しなければ、総合委員会から別の

委員会によって適切に報告され、時宜良く編集された法案を抑制してはならない。

④ 339 条に規定されているものを除き、232 条から 242 条まで証明された議会委員会に

よって報告された各法案と決議は、総合委員会に関わるものであらねばならない。
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⑤ ④は、委員会の法的十分性と、議会の法案草稿規則に技術的に従うためのものであ

らねばならない。つまり、記録の完全性を確認するためであり、また、求められる

予算上の影響力ある言説の決定のためである。そして、立法会議（the Legislative
Meeting）の日時計画のためである。

⑥ 法案や決議は、以下の場合でなければ、総合委員会での考察のために議会のある委

員会によって報告される可能性はない。これは、もし予算上の影響力ある言説が伴

わなければということである。委員会の立法上管轄外にある各委員会によってなさ

れる修正は、総合委員会での立法会議のために課題として取り上げられる前に、関

連する委員会で言及されねばならない。

（以下省略）

５ 常任委員会

・高齢化（aging）とコミュニティ問題委員会

本委員会は、以下のことに責任がある。高齢化、ネイバーフッド諮問小委員会＝ ANCs
（Advisory Neghborhood Commissions）。人権、つまりラテン系、アフリカ系、アジア系

および太平洋諸島系アメリカ人の問題等を扱う。ゲイ、レズビアン、両性愛者、性転換者

等の問題を扱う。女性に関する問題。在郷軍人に関する問題。本委員会は委員会や部局課

を全部で 12 担当する（232 条）。

・小さなかつ地方の商業開発委員会

本委員会は、開発の政策、ツーリズム、文化事項、D.C.内の解放記念日の行動等に責任

がある。本委員会は委員会や部局課を７つ担当する（233 条）。

・財政・歳入委員会

本委員会は、D.C.自治政府の運営のための課税・歳入に関する事項に責任を負う。つま

り、一般義務保障条例（general obligation bond acts）、歳入予想記録（revenue anticipation
notes）、産業歳入保証である。本委員会は委員会や部局課を９つ担当する（234 条）。

・自治政府運営委員会

本委員会は、D.C.自治政府の被雇用者訴訟や一般的運営を含む、選挙、選挙活動費用

（campaign finance）、一般サービス、人事に関する事項に責任がある。つまり、補助金

管理、自治政府の調達、自治政府の一般的運営・サービスに関する事項。およびワシント

ン都市圏公共輸送機関局（Washington Metropolitan Area Transit Authority）に関する事

項。本委員会は委員会や部局課を 17 担当する（235 条）。

・健康委員会

本委員会は、健康や環境の健康に関わる事項に責任がある。ただし、齧歯類（げっしる

い）のコントロールを除く。健康職業、専門職（professions）、および健康ケア調査員の
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規制。本委員会は委員会や部局課を 22 担当する（236 条）。

・住宅および労働力開発委員会

本委員会は、賃貸住宅を含む、保有されている住宅の開発、維持、保存、規制に関わる

事項に責任を有する。さらには、ネイバーフッドの開発、改善、安定化、および都市問題

と関わる。労働力開発の争点や雇用と人的資源の開発とも関わる。D.C.大学、あるいは D.C.
コミュニティ大学内の公教育の排他的事項。D.C.自治体に対する州であることや自主決定

権に関連する事項。そして、特権的事項の問題に関わる。本委員会は委員会や部局課を 12
担当する（237 条）。

・人間サービス委員会

本委員会は、福祉に関わる事項に責任がある。それは、社会サービス、（青少年の正義

の問題とは違った）青少年問題、身体不自由者サービス、およびアルコール類に関連する

規制である。本委員会は委員会や部局課を７つ担当する（238 条）。

・図書館、公園、レクレーションおよび計画化委員会

本委員会は、図書館、公園やレクレーションに関わるすべての事項、および包括的計画

の開発やその他土地使用に関連する事項に責任がある。本委員会は委員会や部局課を４つ

担当する（239 条）。

・司法部委員会

本委員会は、議会の権限の範囲内にある司法部および司法上の手続きに影響を与える事

項に責任がある。つまり、被相続人の財産や被信託者の問題に影響を与える事項。行政法

や手続に影響を与える事項。刑法や手続に影響を与える事項。D.C.政府の警察や消防の規

制から生じたり、あるいはこれらへ関連する事項。警察の保護、更正制度（青少年の更正

を含む）、火事の防止、緊急医療サービス、住宅区域の治安、刑事上の正義、および治安

に関連するその他の事項。本委員会は委員会や部局課を 24 担当する（240 条）。

・公的サービスおよび消費者問題委員会

本委員会は、消費者および規制問題に関する事項に責任がある。つまり、公益企業

（public utilities）、銀行や預貯金活動の規制、安全、保障。これらは、私的な健康保障問

題を含む。本委員会は委員会や部局課を 14 担当する（241 条）。

・環境、公共事業（Public Works）、および輸送委員会

本委員会は、環境保護規制や政策に責任がある。つまり、高速道路、橋梁、交通、自動

車、その他輸送問題。さらには、タクシーキャブの規制、公共空間の維持、リサイクル、

無駄の管理、水の供給、使用水の処理。本委員会は委員会や部局課を 11 担当する（242
条）。
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※特別委員会

経営幹部の人事実践の調査に関する特別委員会

本委員会は、2011 年３月 23 日発効の権限委譲決議である自治体運営委員会および環境

幹部人事実践調査委員会に従って、経営幹部の人事実践の調査について管轄権を持たねば

ならない。

本委員会は、2013 年１月１日までに、その仕事を結論づけるか、終了しなければなら

ない。あるいはその日に、いずれにしてもその最終報告書を提出しなければならない（243
条）。

６ 議会が任命する職員

・議会事務官（the Secretary）
議会事務官は、議会の最高事務管理長官（the chief administrative officer of the Council）

である。事務官は、法案の整理、提案された決議、法案や決議の修正、公聴会の要請、委

員会報告、およびその他の記録やこれらの規則、議会、あるいは議長によって割り当てら

れた報告、かつ議会の年次の予算の提案や管理のための報告など、議会活動の記録保存に

責任がある（262 条）。

・総合顧問（the General Counsel）
議会に適した（parliamentary）手続きに関する事項について、議会に助言する責任が

あ る。顧問は、それについて、立法上の問題を明らかにしたり、政策の問題を解くべく

政策選択の言葉について、いくつかの選択を議員に与えたり、ある政党の側に立つ法律行

為において議会を代表したり、D.C.自治体の職員法についての出版を管理したり、すべて

の議員に立法上の草案作成の助言をしたり、手続きの手段の適正化や手続きの登録をした

り、登録中の手続きにおいて必要な技術的かつ適正な変更をしたり、そして議会のために

倫理上の相談相手として役立たなければならない（263 条）。

・予算監督官（the Budget Director）
予算関連の事項について、議員に助言する責任がある。監督官は、それついて、年次の、

複数年の、また財政上の、計画の開発、契約の審査、立法に関する財政上の分析を含み責

任がある。予算は、すべての議会の委員会および議員の資源として役立たなければならな

い（264 条）。

・政策監督官（the Policy Director）
政策審査のために、政策分析局に提供される政策事項について議員に助言したり、ま

た、要請に応じて、議員に定義された立法上・政策上の争点についての包括的、独立的、

客観的調査・分析を提供する責任がある。政策分析スタッフは、また、すべての議会の委

員会および議員の資源として役立たなければならない（265 条）。
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・最高科学技術官

議会の科学技術のインフラストラクチャーの開発、使用、維持管理に責任がある。それ

らは、主たる事業の応用を開発・使用したり、議会のために、科学技術の政策や基準を確

立したり、概観したりする（266 条）。

７ その他の議会の人事

・委員会スタッフ

301 条の下に開催された組織会議の 14 日以内に、各委員会の議長は、各委員会のメン

バー承認のために、各委員会スタッフの名前と責任を明記しかつ提出しなければならない。

議長は、議会による支出金（appropriations）と職位（positions）を受け入れて、解雇し、

かつ委員会スタッフの報酬を決定しなければならない。

・議員の個人スタッフ

各議員は、議会によって割り当てられた支出金と職位を受け入れて、彼ないしは彼女の

ための個人スタッフを割り当て、解雇し、かつ報酬を決定しなければならない（273 条）。

（以下省略）

第４節 議論の規則（RULES OF DEBATE）
・発言権（THE FLOORS）を得ること

議論をしたい、告知をしたい、動議を行いたい、報告書を提出したい、他の何か目的の

ために使いたい１議員は、議会に伝える前に、議長に伝え、かつ議長によって認識されな

ければならない（331 条）。

・議論の制限に関する若干の紹介（332 条）

（ａ）議論をしたいすべての議員が認識されてしまうまで、未解決の事項に関連するこ

とを議論したり、あるいは動議を行うことを１度を超えて認識できる議員はいない。

（ｂ）１議員は最初の議論で５分を超えてはならない。次の議論では３分を超えてはな

らない。

（ｃ）議員の過半数が出席し、投票することで承認される以前の疑問を動かすための１

動議に限定される。

（ｄ）以前の疑問を動かすための動議の承認にそって、各議員は未解決の疑問を議論す

るために、２分を超えない範囲での資格を与えられなければならない、そして法案や議

決は、以前の疑問を動かすための再考の動議なくして、さらなる修正を行うことはでき

ない。

第５節 D.C.自治体（D.C.government）への訪問

D.C.自治体を訪問し、議会の議場等を見学し、関係者に連邦政府との関係などを聞こう
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と思ったが、２年前の訪問よりルールが厳しくなっており、思いはかなわなかった。少し

どうしたものか考えていたら、議場の受付の女性の横を通って、一人の女性が私たちに話

しかけてきた。そこで、私は一つ質問をしてみた。「ホーム・ページで見ると、女性の国

会議員がいて、活躍をしているが、D.C.自治体には国会議員がいるのか？」「いるが、彼

女には投票権はない」と、笑顔を見せながら答えてくれた。ホーム・ページによると、彼

女には投票権はなくとも、彼女の関わった法案は、かなり可決されているとのことであっ

た。立ち話ではあったが、20 － 30 分ほど気さくに話すことができた。彼女は市長執行部

・D.C.長官課国際儀礼・国際関係担当（当時）のパトリシア・エルウッド（Patricia Elwood）
氏である。また、2001 年９月 11 日以後、徐々に訪問者への対応が厳しくなってきたとの

ことであった。

注

（１）以下は、主にワシントン D.C.H.P.からの要約、引用である。

（２）npm 著「多様な組織が担うアメリカの住民自治－クレアレポートから」、クレアレ

ポート、2011 年８月３日。npm が理解するするネイバーフッドとは「そこに住ん

でいる人がお互いに顔がわかる程度の範囲」＝地区、日本語で言う「ご近所さん」

に相当するもの。コミュニティは、「生活をする上で何らかの共通の利害を有して

いる地域や集団」＝地域と定義する、としている。

（３）以下は主として、D.C.government, Council Rules, Period ＸⅠＸ，Aug．９，2011．から

の要約、引用である。

第２章 バージニア州政府（１）

第１節 はしがき

バージニア州の人口は約 788 万人で、州内自治体は、カウンティ（全部で 95）とシテ

ィ（全部で 39）からなるが、カウンティ内にのみ一部タウン（全部で 57）が存在するこ

とがある。タウンの住民はカウンティとタウン双方に税を支払う（２）。

行政部

１ 一般的な州知事と権限

ほとんどの知事達は、かつての州立法部あるいはカウンティ・レベルの政治的経験をも

つ。過去 20 年以上、豊かな企業人の出身者が増大している。知事の年収は、実に様々で、

カリフォルニア州はもっとも気前が良い 131,000 ドル、アーカンソー州は、もっとも低い

60,000 ドルである。半分の州が知事の任期を２期までとしている。本論で扱うバージニ

ア州のみが知事の任期を唯一１期までとしている。

２ 知事の権限（Gubernatorial Powers）



知事の権限は３つに分類される。行政上のもの、立法上のもの、リーダーシップ（本論

では省略）に関わるものである。

①行政執行上の権限（Executive Powers）

ほとんどの州において、知事の権限のうち、より重要な部分は、州憲法に概括されてい

る行政権から来ている。これは、州兵（the National Guard）の招集を含む、緊急状態（自

然災害、市民暴動－ civil unrest、あるいはその他予測できない事態）を宣言するなどあ

らゆることを含む。大統領が米軍最高指揮官であるように、知事は州軍最高指揮官である。

最高指揮権者としての知事の最も重要な役割は、年次予算案を作成することである。毎

年始め、知事は税金の増減のみでなく、新年度の支出や優先する政策について概略して、

予算案を州議会に提出する。知事と議会は妥協に達するまで、支出レベルとプログラムに

ついて、あちこちと交渉する。

②知事の立法上の役割（Legislative Role）

大統領のように、知事は、また立法過程に影響力とこれを形成する能力を持つ。知事は、

州全体の代表者として、たいていの知事は、特に最初の任期中に、野心的な立法課題を提

案する。知事は、典型的には州をくまなく回り、コミュニテ・グループ、ビジネス・リー

ダー達、地方公務員と会い、彼らの課題を通じて、とにかく支持を集める。

一年に１度、知事は、議会の合同会議（ joint session）の前で、「州中の州（the State of
the State）」といわれる演説を行い、将来の展望や一貫した計画について話す。ノース・

カロライナ州を除くすべての州において、知事は州議会によって可決された法律を拒否す

る権限を持つ。これが、ときにはより強大な権限となる。

３ バージニア州知事

知事は４年に１回の選挙で選出される。次回は 2013 年秋だが、就任は 2014 年１月に

なる。任期は１期４年のみ（バージニア州憲法 Constitution of Virginia（３） 第５章 行政

部 第１条）である。これはバージニア州のみである。現在の知事は共和党に所属する。

副知事も同様に選挙で選出されるが、副知事には任期の制限はない（同章 第 13 条）。

司法長官（Attorney General）も副知事と同じで、選挙で選出されるが、任期の制限はな

い。知事が亡くなると、副知事、司法長官、下院議長の順で知事となる。

４ バージニア州知事のキャビネット・メンバー

知事が任命する知事のキャビネット・メンバーは、15 人いる。知事を除き、15 人中５

人が女性。その５人中１名がアフリカ系、10 人の男性中１名が中国系か韓国系だと思わ

れる。

それは、以下のメンバーである。

・キャビネットのメンバー長（Chief of Staff）
・行政管理長官（Secretary of Administration）（黒人で女性）
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・農林長官（Secretary of Agriculture）（白人で男性）

・商務・貿易長官（Secretary of Commerce and Trade）（中国系か韓国系で男性）

・コモンウェルス長官（Secretary of Commonwealth）（白人で女性）

・教育長官（Secretary of Education）（白人で女性）

・財務長官（Secretary of Finance）（白人で男性）

・健康・人的資源長官（Secretary of Health and Human Resources）（白人で男性）

・自然資源長官（Secretary of Natural Resources）（白人で男性）

・安全保障長官（Secretary of Public Safety）（白人で女性）

・科学技術長官（Secretary of Technology）（白人で男性）

・運輸長官（Secretary of Transportation）（白人で男性）

・退役軍人問題・故国安全保障長官（Secretary of Veterans Affairs and Homeland Security）
（白人で女性）

・職業創設長（Chief Jobs Creation Officer）（白人で男性・副知事が兼任）

・知事付カウンセラー兼高齢者政策助言長（Counselor and Senior Policy Advisor to the
Governor）（白人で男性）

以上のように、米国では、行政長である知事の部下として、かつ頭脳として働く人達を

知事がかなりの人数を任命する。もちろん、州議会の承認は必要である。

現在の知事は軍隊の出身である。米国の有権者は政治家の経歴として軍隊の経験を重視

してきた歴史がある。

第２節 その他州全体の職位（Other Statewide Position）
以下の４つの職位は、ほとんどの州で共通である。

１ 副知事（Lieutenant Governor）

副知事の主たる責任は、第二番目の命令権者で、かつ知事が職務を全うできないとき、

知事の職務を継承することである。８州が副知事を持っていない。これらの州では上院議

長が知事を継承する。たいていの副知事は、ほとんど制度的権限を持たない。副知事が知

事とは別個に選挙される州では、野党から選出されることもある。

２ 州法務長官（Attoney General）

すべての州が一人の法務長官を持つ。州の中で最も地位の高い法務職である。本職は、

ほとんどの州において選挙で選出される。（いくつかの州では、任命で選出される。）。本

質的に、州法務長官は、州裁判所で、法律問題において州を代表する。彼ないし彼女（州

法務長官）は、州法を解釈し、かつ執行することができる。州法務長官は、タバコ、アス

ベスト、その他人々の多くの不法行為の解決の交渉に役立ってきた。

３ 州務長官（Secretary of State）

州務長官は、連邦政府国務長官職（federal secretary of state ）のようなものではない。
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州務長官職の主たる責任は、選挙結果を証明したり、公式文書や記録の維持管理をするこ

とである。ほとんどの州で本職は選挙で選出される。州の中で、最も歴史の浅い２州アラ

スカ州とハワイ州のみが州務長官を持たない。

４ 州財務長官（State of Treasurer）
ときには、コンプトローラー（comptroller）として言及される。本職は、州のお金を集

め、投資する責任がある。州の予算を使用・支出する行政機関を監視する責任がある。

第３節 立法部

１ 一般的な州立法部（State Legislatures）

今日、州議会議員は約 7,500 人もいる。ほとんどの州議会議員が給与の低いパートタイ

ム職である。驚くべきことではないが、ニューヨーク州やカリフォルニア州は、最も手当

を良く支払い、90,000 ドル以上でトップレベルである。アラバマ州は最も低い手当しか

払っていない。議員一人に対して１日 10 ドルの手当しか支払っていない。

ほとんどの州議会は、１年に数ヶ（several）月しか、会議を開いていない。州議員達

は、時間のほとんどを、自分の選挙区である有権者のケースワーク・サービスを供給する

ことに使う。たいていの州は州議員として務める年齢制限を設けているが、それは、平均 21
歳以上である。

２ 規模と組織（Size and Organization）

州議員は州によって規模が様々である。ニューハンプシャー州は、約 100 万人の住民

しかいないのに、400 人以上の議員がいる。他方でニュージャージー州は、600 万人以上

の住民がいるのに、120 人の議員しかいない。ネバダ州は約 150 万人の住民がいるのに、60
人しか議員がいない。

ネ ブ ラ ス カ 州 (unicameral=one-chamber=１ 院 制 )を 除 く す べ て の 州 議 会 が ２ 院 制

（bicameral=two-chamber）である。ほとんどの州は、上院として the State Senate を、下

院として House of Representatives、House of Delegates、State Assembly、General Assembly
の名称を使用している。

州議会のリーダー達は、米国議会のリーダー達より、リーダーシップが強大である傾向

がある。なぜなら、政党綱領（party discipline）が州レベルでは、より厳格かつ重要だか

らである。

３ 権限（Powers）

州議会の立法過程は、米国議会に似ているが、その中身についてはかなり異なっている。

州の立法は、州の新しい祝日から、マリファナ（marijuana）の医学的使用、同性愛者の

結婚、自殺幇助（assisted suiside）、高速道路の速度制限、車中での携帯電話の禁止等、

たくさんのことを取り上げる。特に５つの領域が存在する。それらは、教育、道路と高速

道路、健康と福祉の給付金（benefits）、法の執行、保護管理である。
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ほとんどの州予算の４分の１から３分の１は、教育予算に配分される。予算の多くは州

立のカレッジや大学（universities）にいく。他方で、地方自治体は、初等・中等教育を

経営・管理する責任がある。州議会は、学校に行く日数、卒業要件、州全体の試験等、教

育のガイドラインを決める。

ほとんどの州は、道路と高速道路の建設・維持管理に州予算のおよそ 10 ％を配分して

いる。これらは、道路の穴を埋めたり、除雪、速度制限、シートベルト着用の義務、車の

免許取得などにかかるものである。多くの州議員にとって、自動車省は、有権者からの絶

え間ない批判の源泉である。

州議会が患者や失業者に健康と福祉の給付金に州予算の４分の１を配分するのは珍しい

ことではない。州行政機関（state agency）は、州立病院、免除プログラム、福祉給付金、

失業者保健、必要な市民を援助するその他の数々のプログラムを経営・管理する。それら

は、私立病院、老人ホーム、およびその他のケア・センターばかりでなく、医療の専門職

をも規制する。

州議会は、公有地の保護、州立公園の設置、狩猟や漁獲の規制において重要な役割を果

たしている。州議会は、土地を買うために公債を配分したり、あるいは単純に土地を守護

したりする（これは、通常、危険にさらされた動物やエコシステムを守護するためになさ

れる）ことで、土地を保護する。

４ 州教育委員会と州教育長

州教育委員会委員は、９人で知事から任命され、州議会の承認が必要である（VA 州法

第２章第 22 節１-８から同節１-20．）。議長は２年任期で教育委員会によって選出される。

州教育長も知事が任命するが、こちらも州議会の承認が必要である（VA 州法第３章第 22
節１ -21 から同節１ -24．）。このように、知事が州教育委員会委員と州教育長の双方を任

命するというのは、非常に珍しい。また、州内地方自治体の教育委員会委員の年俸まで細

かく決めている州は珍しいのではないか。

５ バージニア州議会

州議会（the General Assembly）は２院制である。上院（Senate）には 、４年に 1 回の

選挙がある。40 議席中 22 議席が、現在、民主党である。次に、下院（House of Delegates）
は、２年に１回の選挙で選出される。100 議席中 59 議席が共和党議員である。１名空席

で、女性議員は 19 人である。その内アフリカ系と思われる女性は６人である。男性 80
人。その内アフリカ系と思われる男性は、５人である。

州の借金（本条分は２頁にわたる長くかつ具体的な条文である）は、（州憲法）本条に

よって規定された以外の州契約によるか、あるいはそのための借金は存在しない、と記さ

れ、また、州の毎年の所得税や消費（retail sale）税で、30 ％、さらに、会計検査員に証

明されたうち、平均歳入が原資の 1.15 倍に等しい額を超えて、借金をしてはならない、

との厳しい条文がある（第 10 章第９条）。
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第４節 司法部

州最高裁判所 SUPREME COURT OF VIRGINIA
（最終手段裁判所・裁判長と裁判官６名）

控訴裁判所 COURT OF APPEALS
（中間控訴裁判所・裁判官 11 名）

巡回裁判所 CIRCUIT COURTS
（一般裁判権を有する最高級事実審

裁判所・31 の巡回地と 120 の裁

判所）

一般地域裁判所 少年及び家庭問題関係地域裁判所

GENERAL DISTRICT COURTS JUVENILE ＆ DOMESTIC RELATIONS
（全部で 32 の地域裁判所にあ DISTRICT COURTS

る限定された民事・刑事の裁 （全部で 32 の地域裁判所にある

判権を持つ裁判所を有する事 限定された民事・刑事の裁判

実審裁判所） 権を持つ裁判所を有する事実

審裁判所）

下位裁判所裁判官

MAGISTRATES

図のように、裁判所制度は、４層からなる。

バージニア司法長官は、前述したように、公選で、かつ４年任期である。現在の長官は

2010 年１月 16 日に着任した。彼のもとには 425 人の部下（被雇用者）がいる。

１ 司法長官の重要義務

・司法長官として、本州及び本州の行政機関のために役立つこと、そしてそれらに法律的

助言を与えたり、また裁判において代表を務めること。
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２ 州最高裁判所の構成

・州最高裁判長は裁判官によって決められる。最高裁判所は裁判官７人から構成。

・最高裁裁判官は 12 年の任期で、両院それぞれ多数決で決められる。

・その他記録の裁判官は８年任期で、両院それぞれ多数決で決められる。

・すべての裁判官は知事によって任命されなければならない。

以上のように、簡単ではあるが、各州（バージニア州）は連邦裁判所とは別に州裁判所

を持ち、州および自治体政府が裁判所をも機能させていることが、我が国ような単一国家

と異なるところである。我が国の場合、一定規模以上の地方都市には、第一審の地方裁判

所があるが国の管轄であり、原則として自治体が関与することはない。当然ではあるがこ

のことが連邦制の米国と最も異なる自治制度である。

第５節 バージニア州政府への訪問

総合受付で、知事局有権者サービス課の女性スペシャル・アシスタント、サーシャ・ス

コット（Sasha Scott）氏を紹介された。彼女は日本にも留学したことがあり、日本語に

よる基本的な会話はできた。彼女に、州政府の予算がどのように州内地方自治体に配分さ

れているか、基本的なことを聞くことができる人を紹介してほしいと頼んだ。すると、州

計画化・予算省ディレクター、ダニエル S．ティンバーレイク（Daniel S. Timberlake）氏

を紹介してくれた。彼には、地方自治体への補助金の配分と地方自治体の借金について質

問してみた。まず補助金であるが、州が定めた基準に従い配分するが、人口がかなり少な

いなどの自治体へは、さらに別の基準を決めて配分しているとのことであった。また、地

方自治体の借金はバージニア州憲法やその他の法律で厳しく制限しているので限界がある

とのことであった。ただし、道路などは公益につながるので、一般の借金とは異なる基準

で借金ができるということであった。

注

(１ )第２章は、一般的な州の制度については、主として以下の著書の部分的要約、引用を

したものである。

Nick Ragone, The Everything American Government Book, Adams Media, 2004.
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・合衆国およびバージニア州の憲法を支持し、かつ守ること。そして、裁判において、

それらの憲法が挑戦を受けているとき、バージニア州法の合憲性を守ること。

・長官自らのために、公式の法律上の意見を通じて、法律を明確にしていくこと。

・性的な略奪者やギャングのメンバーを起訴すること。

・高齢や虐待や無視から能力を奪われた人を保護すること。

・低所得者医療扶助制度の詐欺、金銭の不正、州財産の窃盗、環境犯罪、コンピューター

犯罪のような、明確な事件において、刑事上の調査や起訴の手続きを行ったり支援をす

ること。企業や消費者をペテンや詐欺から守る州法を適用すること。
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(２)以下は、主にバージニア州政府 H.P.からの要約、引用である。

(３)Justia US Law, Virginia Constitution.

第３章 バージニア州自治体政府の基本構造

第１節 バージニア州地方政府（１）

地方政府は、カウンティ、市、タウンがある。第１条には、カウンティは、既存のすべ

てのカウンティ、あるいはこれまでに創造された同様の単位であるとしている。（第１条）

市は、1971 年７月１日正午以前に法律により規定された独立した法人のコミュニティ

か、決められた範囲内で 5,000 人以上の人口を持つか、法律により規定された市になった

ものである。タウンは、法律により規定されるか、決められた範囲内で 1,000 人以上の人

口を持ちかつ法律により規定されてタウンになった、既存のタウンか、1971 年７月１日

正午以前にタウンになったか、法律により規定された独立した法人のコミュニティになっ

た１個かそれ以上のカウンティ内の法人化されたコミュニティである。また、「地域政府」

（  regional government ）は、州議会によって決定された明確な境界内で法律によって規

定され組織された「一般」政府（「」は西東による）の単位である。州議会は、一般法に

よって、カウンティ、市、タウン、「地域政府」の組織、政府、権限、境界の変動、統合、

解散を規定しうる（第２条）。

各カウンティや市の１名の財務官（a treasurer）、１名の法執行官（a sheriff）、１名の

州法務官（a attorney）、行為が記録される職務において裁判所の事務であらねばならない

１名の事務官（a clerk）、１名の歳入委員長（a commissioner of revenue）は、有権者によ

って選挙で選出される。任期は、事務官が８年で、その他の職長は４年である（第４条）。

次に、カウンティ、市、及びタウンの議会（governing bodies）である。法律に規定さ

れた方法で、有権者によって選挙で議員が選ばれる。議員の数の増減も可能。1971 年に

は 10 年ごとに選挙区（district）の変動や選挙区ごとの数の変動も可能になった（第５条）。

最後に、借金である。市やタウンは、既存の借金を含み、いかなる時でも公債あるいは

利益に関わる義務の 10 ％を超える発給をしてはならない。これは市やタウンの最近の課

税評価額をもとにした不動産の評価価値による（第 10 条）。

すべてのカウンティは、住民投票によって、シティと同じ借金ができるかどうかが決ま

る。1980 年の修正。1981 年施行の州憲法本条項によって、18 ％から 10 ％まで借金がで

きる割合が減じられた。バージニア州憲法には、いかなる借金が禁じられているかについ

て、細かく記されている。

第２節 一般的シティ政府(City Government）（２）

州によって創造されるカウンティと異なり、シティは市民のグループが一所になり、憲

章を書くときに、形成される。
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１ シティ憲章（City Charters）

シティが公式に認められるためには、法人化（ incorporated）されなければならない。

法人化されるためには、まず憲章を持たなくてはならない。シティ憲章は、選挙と任命を

含む、権限と構造を概略化したものである。

２ シティ憲章の４つの型

①ホーム・ルール（Home rule）型

この型が法人化の中で最も人気のある型。住民がホーム・ルールを提案することができ

る。ただし、その提案は有権者に示され、承認してもらわなければならない。ホーム・ル

ール憲章は、州憲法あるいは州議会によって認定されうる。州憲法によって認定される場

合、州憲法と調和していなければならない。２つが対立した場合、州憲法が勝つことにな

る。州議会によって認定される場合、当該ホーム・ルール憲章は州議会によっていつでも

無効を受け入れることになる。

②一般憲章（General charter）型

一般憲章下では、シティは人口別に分類される。この型は、大きなシティにも小さなシ

ティにも同じ扱いをすることを認めている。この型は、ホーム・ルール型に次ぐ２番目に

人気のある法人化の制度である。

③選択憲章（Optional charter）型

有権者は、州によって認められたいくつかの憲章から１つに投票可能である。これは住

民に法人化の過程における直接の声を付与し、かつ住民に自分たちの政府を形成すること

を認める。この型は人気をますます高めている。

④特別憲章（Special charter）型

この型は、もっとも古い型で、近年人気が減少してきた。この型は、極端に時間がかか

るものであるが、それはこの規定が各々のシティにとって、特殊だからである。すべての

新しい市にとって、新しい憲章がなければならない。特別憲章にとってのいかなる修正も

州議会により可決されねばならない。これが極端にやっかいな過程になる。疑わしい特別

憲章がかなり長く未使用のままになる。

※半分以上の州がホーム・ルール憲章を持つ。ニューヨーク州もあるが、その多くは西部

および中西部の州である。

３ シティの統治構造の種類選択

シティがいったん法人化されると、統治形態を選択しなければならない。

シティはいくつかの選択をし、以下の３つの中から選択しなければならない。

①市長－市会型（Mayor-Council System）



強い市長政府として知られる市長－市会型は、シティ政府のもっとも共通の形態である。

市長および単一の議会議員ともに選挙で選出される。市会は個々の小選挙区（district）
と全体選挙区（at large）から選挙で選出される。

市長は市会によって可決された法規を拒否する権限を持ち、シティの行政官や各課長を

雇用・解雇する権限を持つ。また、彼は予算案をつくる権限を持つ。ニュー・ヨーク市は、

この型の典型例である。

我が国の２元代表制はこの型を取り入れたものであろう。

②市会－マネージャー型（Council-Manager System）

場合によっては、弱い市長政府の統治形態として知られる。市会－マネージャー型は、

1910 年代の革新主義の時代に工夫された改革・刷新であった。この型のシティ・マネー

ジャーは、市の日々の作業を運用することに責任ある非政治的行政官である。彼は、通常、

市会によって任命され、彼のために規定された以外のリーダーシップをほとんど発揮しな

い。たとえ市長が選挙されても、市長の立場（Mayorship）は、名ばかりにすぎない。結

果として、弱い市長の本制度は、小さな市（smaller cities）に人気があり、大きな市(large
cities)には拒否されてきた。

③委員会型（Commission System）

この型は以上の３つの型の中で最も人気がない。全米で約 100 の市が採用している。

この制度では、公選の委員達（Commissioners）の委員会（board）が市の運営をし、部局

課や行政機関を監察する。市長はときに委員達から選出されるが、ほとんど儀式的な地位

である。委員会型は、単一の権威や信頼の欠如ゆえに批判されてきた。委員会型は、改革

精神のある州に人気がある。

第３節 （バージニア州）マナサス・パーク・シティ

１ マナサス・パーク市会（Governing Body）
メンバーは７人で市長も含まれる。他の６人は全体区（at large）で選挙される。任期

は４年である。定例会は毎月第３火曜日に開催され、夕方７：00 から始まる。定足数は

過半数である。会議の記録は、公衆による閲覧に開かれていなければならない。副市長は

議員がなる。同時期に訪問したアレクサンドリア・シティと同様の仕組みである。

２ 行政部

① シティ・マネージャー（市条例集第２章行政４節）

彼は、市政府のすべての省について経営管理と統制を行使し、すべての改善、作業、ま

たサービスについて一般的監督をする。本条例集、議会憲章（the charter）、バージニア

法、あるいは市会によって求められる義務の履行を行う（２項-72）。彼は、その管理が議

会憲章や本法の他の規定によって他の職員に付与されている財産を除き、いかなる種類の

ビル、土地、施設の用具、機械、及び個人的財産など、市に属するすべてのすべての財産
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の管理人であること。

そのような財産の目録を維持し、かつ市会に少なくとも１年に１度報告しなければなら

ない。自治体財産の使用、賃貸（rental）、借金（ loan）、賃借（ lease）は、彼の単独責任

であり、また、市の財産のいずれかの物の使用のための貸借料、サービス料金、あるいは

使用料の収集の責任は、彼にある。マネージャーは、すべての市の財産を市会によって承

認された額の保険をかけて適切に保存しなければならない（２項-73）。
彼は、市長によって免除されなければ、市会のすべての会議に出席し、そして必要ある

いは都合の良いと思われる基準の採択のために、議会に勧告をしなければならない（２項

-74）。
彼は、市会の承認なしに合計１万ドルまで購入命令や工事変更命令を承認する権限を付

与されている。これは、給与総額（payrolls）、公共料金（utility bills）、貸金サービス、

あるいは市の他の法律義務を含むものと解釈されてはならない。緊急の場合には、１万ド

ル制限は当てはまらないが、市会は可能な限り速やかに緊急性について知らされねばなら

ない（２項-75）。

② シティ法務官（Attorney）（行政５節）

シティ法務官は市会によって任命され、市会の意向に沿い職務を保持すること（２項

-89）。彼は、要請があれば、いずれの市会の会議にも出席すること（２項-90）。
彼は、給与の方法でシティ法務官に支払われた年次の手付け金に加えて、彼は、市会に

よって承認されうる額の範囲で、市会によって提出されたすべてのサービスに対する保障

の追加を有していなければならない（２項-91）。

③ シティ事務官（Clerk）（行政６節）

彼は、市会によって任命され、市会の意向に沿い職務を保持しなければならない（２項

-104）。彼は（a）市会手続きの正確な記録を維持し続けること。彼は事務官として彼の手

中に収まることになりうるすべての文書を編集し保存すること。また、彼は事務官として、

すべての条例、あるいはその他の文書、あるいは議会によって出版するように求められた

手続きを検証し、かつ出版すること。（b）彼は、特別に提供された会計簿や記録に加え

て、彼は彼の職務機能の遂行に必要になりうる他の書籍や記録を保有すること。彼は、市

長によって免除されることがなければ、市会のあらゆる会議に出席すること（２項-107）。
彼の書籍と文書は、いつでも市会あるいは市会の目的を有する代表者によって検査およ

び監査を受け入れること（２項-106）（２項-108）。

④ シティ財務官（Treasurer）（行政７節）

シティ財務官は、税金、一般の人であれ債務不履行者であれ、あらゆる種類の評価、料

金、負担金のために市経由でお金のすべてを徴収・受理しなければならない。彼は、使用

許可（ licence）や使用許可税について市条例の規定を執行しなければならない、また、歳

入委員長の記録の一部あるいは全部をチェックしなければならない、そして、彼は、使用
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許可税を支払うべき法的責任を有すると信じているために合理的理由を持つすべての人の

書籍を監査しなければならない。彼は、市や学校委員会に属するすべての公債（ funds）
の管理（custody）と、市あるいは学校委員会の会計に彼の手中に集まるすべての公債を

預けなければならない（２項-121）（以下省略）。

彼は、市会が規定しうる額で市に支払うことができる債務を備えなければならない（２

項-123）（以下省略）。彼は、議会に請求があれば報告し、かつ州に年次予算の提出をする

前に、議会に年次予算の請求に応じなければならない（２項-124）。
彼は、余裕ある資金を投資できる。（a）彼は、余裕ある資金がここで含まれている承

認を受け入れることができる場合、その資金を投資する権限を付与されている。（b）こ

こで権限を付与されている投資は、シティ・マネージャーか彼の計画が書面で権限付与さ

れてなされる。（２項-125）。

⑤ シティ査定官（Assessor）（行政１節）

シティ査定官は、市会によって任命される。その任期や雇用条件は市会かその代表者が

支持する契約による（２項 -181）。（a）彼は、市の不動産の年次評価、再評価、評価の平

等化に責任を負う。また、彼は、適用できる法にそって、市内のすべての不動産に価値評

価付けをし、かつ例外なくすべての不動産について価値評価に基づき、すべての税金と関

連する料金を評価付ける。（b）彼は、部下であるすべての査定人の監察、研修、能力に

責任がある。また、彼は査定人の公的活動に対する究極的責任があることに耐えなければ

ならない。（c）彼は、シティ査定官職務上の経営と監察に責任がある（２項-182）。（（d）、
（e）は省略）

彼は、市会の会議に出席すること、また、市会かシティ・マネージャーによって指示さ

れるその他の公的機関の会議に出席すること（２項-183）。

３ 学校委員会（3）

①学校委員会の法的地位

本委員会は、バージニア州憲法、バージニア州法、及び州教育委員会からの権威に由来

している。本委員会委員は、バージニア州（ the Commonwealth）職員である（ the
Commonwealth とは、バージニア州、ケンタッキー州、マサチューセッツ州、ペンシルベ

ニア州の４州を指す）。本学校委員会は本学校分割区を統治する。

本学校委員会は、公式名称をマナサス・パーク市学校委員会といい、法人（a corporate
body）である（2001 年 10 月 15 日修正）。

②委員の権威（と義務）と選出方法

委員会の法人の能力の範囲内で、法律により学校委員会に課される、すべての権限を付

与され、かつすべての義務、仕事、責任を引き受ける。また、不動産であれ、動産であれ、

学校財産を訴え、訴えられ、契約し、契約され、購入し、取得し、保持し、賃貸し、かつ

譲渡する（1997 年 10 月 15 日採択）。
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委員の選出方法は任命と選挙の２通りであるが、組み合わせられることもある。任命の

場合は、自治体議会が学校委員選出委員を任命し、そこで決められる（VA 州法第５章第 22
節１項-29．）。

③学校委員会委員の資格と年俸（annual salary）
職務への任命か選挙の時点で、学校委員会の各委員は、自分たちが代表し、州法により

規定されている他のすべての基準に合致する学校分割や学区の有権者や真の住民でなけれ

ばならない。もし委員が学校分割区の住民か、委員が代表する学区の住民を止める場合に

は、学校委員会の地位は空席にならなければならない（1997 年 10 月 15 日修正）。

バージニア州の場合、教育委員の給与は実働１日 25 ドルと決められている。そして１

年に 2,500 ドルを超えてなならないとされている。しかし、13 の任命学校委員会の年俸

は、それぞれカウンティごとに 1,500 ドルから 8,000 ドルまでと決められている（VA 州

法第５章第 22 節１項-32．）。
また、私が訪ねたフェアファックス・カウンティやフェアファックス・シティ、それに

アレクサンドリア・シティは、年俸は州法による一般的な定め方になるが、マナサス・パ

ーク・シティの教育委員年俸は 3,000 ドルと定められている（VA 州法第５章第 22 節１項

-32．）。

④学校委員会の権限と義務

ａ日々の学校監督を規定する政策の採択。

ｂ学校法が適切に説明され、執行され、かつ監察されていることを見ること。

ｃ巡視か別の方法で、学校分割区の公立学校の行為についてできる限り十分な情報を得

ること。また、学校が法律に基づき、かつ最大限の効率をもって行為されることに配

慮すること。

ｄ学校分割区の財産の維持、管理、及び統制と、必要な学校ビルや施設の建設、供給、

配置、非教育的な作業、及びこれらから生じる購入、賃貸、あるいはその他の契約に

よる維持管理の規定。

ｅ学校連合か学校の境界の再学区化の規定、あるいは生徒の割り当て計画、こうした手

続きが学校分割区の効率に寄与するときは、いつでも、その計画を採択すること。

ｆ州制定法や州教育委員会の規則に矛盾がない限り、学校分割区の公立学校の運営や維

持、そして学校期間の長さ、求められるべき学習、教育方法、かつ学校において採用

されるべき統治の決定。

ｇ州教育委員会によって規定されていなければならないか、法律によって課されている

その他の義務の遂行。

ｈ以下のことを規定するために、学校分割区に一般に流通している一つの新聞において、

公衆に合理的な告知の後、10 日以内に公聴会を通じて公衆の意見を得ること。

（ⅰ）学校の統合 （ⅱ）つまり、いかなる私的事業体、あるいは組織との契約にも

従い、学校分割区のいかなる公立学校のクラスルームのためのすべての教育上のサー
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ビス、あるいはすべての非教育上のサービスの運営に関する公立学校システムからの

転換、あるいは（ⅲ）毎日メンバーが平均して１万 5,000 人か、それ以上の生徒を持

つ学校分割区では、影響を受けた学校において平均して毎日メンバーの 15 ％かそれ

以上の割り当てに影響を与える学校境界区の再分割か、何らかの生徒割り当て計画を

採択すること。

そのような公聴会は、学校委員会の会議と同時刻・同一場所で開催されうる。そこ

で提案されたものは、もし公聴会の提案されたものが採用前に開催されるなら、とら

れる。もし公聴会が提案された統合、再分割化、あるいはこの規定の有効日後に実行

されるべきである生徒割り当て計画についてこの規定で有効日前に開催されるなら、

公聴会の追加が求められてはならない。

ｉ少なくとも１年に１回、教員と行政人事を科目事項により欠点の批判を証明して、

学校分割を調査すること、そして教育長や、バージニア州退職制度へ欠点の批判を報

告すること、あるいは分割区教育長にそのような調査を行うことを請求すること、そ

うした報告を、学校委員会、教育長、およびバージニア退職制度に提出すること。

ｊ学校分割区内の公立学校は、登録電子告知、あるいは第９節１項 -914 に従って、学

校分割区内のすべての性犯罪者の登録を受け入れるよう州警察省に登録されている

（2007 年９月 17 日修正）。

４ 教育長の選出方法と義務

選出方法

教育長は州教育委員会の定めた教育長リストから地方教育委員会によって選出される。

任期は２年から４年までとされている（VA 州法第５章第 22 節１項-58 から同節１項-70.
３ , 同章同節１項-60）。

義務

①教育長は、学校制度の最高経営者であり、かつ総合管理者である。彼ないし彼女が「学

校を経営する」のである。

②学校委員会、学校制度、およびコミュニティのために教育リーダーシップを供給する

こと。

③学校制度のすべての教育上かつ経営上の省の仕事を調整、指揮、監察すること。

④政策を執行し、かつ学校委員会の規則や規制を実行すること。

⑤雇用のために学校委員会に、教員、校長、監察官（supervisors）のみでなく、すべて

の被雇用者を選出し推薦すること。

⑥学校植物の維持と使用を監督すること。

⑦学校委員会の仕事の処理のすべてをこなすこと。

⑧諸々の機会が生じる公衆に学校と学校委員会を代表すること。

⑨すべての決定と行動において委員会を支え、そしてすべての行政活動のために十分な

責任を引き受けること。

⑩私的宣伝、誇大宣伝、広告、および類似の特殊利益から学校と職員を守ること。
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（バージニア学校委員会連盟、ヴァージニア学校委員会、第５回編集、1993 年。）

５ 学校委員会定例会議の規則

・学校委員会は学校委員会の公式会議でのすべての業務を処理する。学校委員会は秘密

や書面による投票をしない。法律によって別様に規定されている場合を除いて、学校

委員会のすべての会議は公衆に公開されねばならない。

・委員が公的業務を議論・処理するために集まれない場合、電話、ビデオ、電子、ある

いはその他の手段を通じて行われる会議があってはならない（例外規定あり）。

・学校委員会は、学校委員会会議について自らの通知政策に準じて、会議の告知をする

ことになっている。

・少なくともすべての課題が一個にまとめられたコピーと、例外がなければ、会議のた

めに学校委員会委員に用意されたすべての資料は、そうした記録が学校委員会委員に

用意されると同時に公的検査に利用されねばならない。

・いかなる人であれ、公開された会議のどの部分も、写真、フィルム、記録、あるいは

別様に再生にすることができる。学校委員会は、手続きへの干渉を防ぐために、会議

の放送、写真、フィルム、あるいは記録に必要な施設の設置場所と利用を管理する規

則を採択する。しかし、公開された会議のどの部分も、写真、フィルム、記録、ある

いは他の手段による再生からいかなる人も禁じてはならないし、あるいは妨げもして

はならない。学校委員会は、そうした記録が禁じられている、いかなるビルあるいは

施設でも、公開される会議を行ってはならない（2010 年９月 20 日修正）。

６ 学校委員会定例会議の日時と出席者

・開始時間：夕方 7:00 に公開会議で始まる。

・定例会議：定例部会後に毎月第３月曜日に開催。

※また、必要とされるなら、作業部会（work session）か、特別会議が毎月第

１月曜日、夕方 7:00 に開催。

・メンバー：５人（委員）＋教育委員会事務官（Clerk）
・４年任期

第４節 マナサス・パークシティへの訪問

受付の人を訪ねると、もうすぐ市長が出席している会議が終わるので、それを待ってか

らシティ査定官、リチャード L. サンダーソン（Richard L. Sanderson）氏を訪ねればい

いとのことであった。会議が終わり、私たちは市長に挨拶をした後、査定官の執務室を訪

ねた。私は、サンダーソン氏に、やはり借金について尋ねた。州政府を訪ねたときと同じ

ように、やはり州憲法や法律が厳しくて、無駄な借金はしづらいとのことであった。終了

後、マナサス・パークシティの組織図もある決算報告書をいただいた。
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注

(１)Justia US Law, Virginia Constitution.
(２ )一般的なシティの制度については、主として以下の著書の部分的要約、引用である。

Nick Ragone, The Everything American Government Book, Adams Media, 2004.
(３)学校委員会については、マナサス・パーク・シティ H.P.の部分的要約・引用である。

おわりに

本論では、「自治体国際化フォーラム」2010 年 11 月号に発表した「住民が議員（首長）

能力を吟味できる会議の徹底公開と議員定数の削減を」内で扱ったフェアファックス・カ

ウンティ、アレクサンドリア市、フェアファックス市を紙数制限のため、除外した。新し

い情報を取り上げるために、論文ではなく、報告書の面が強くなったことを申し訳なく思

っている。本論を論文として仕上げるにはまだまだ時間がかかるので、今少しの時間をい

ただきたい。最後ではあるが、フェアファックス・カウンティに住んで 30 年以上になる

という女性へのインタビュー内容を簡単に紹介して終わりたいと思う（全部で約４時間の

インタビュー）。

彼女は大学・大学院までニュー・ヨークで育ち、その後恩師の勧めもあって D.C.に出

てきて、独身時代は国会図書館に勤めていた。その後フェアファックス・カウンティの高

校で教えることになって今に至る。

高校で教員をする一方で、フェアファックス・カウンティ行政の様々な問題点を、連邦

議会議員、地元の議員、公務員に対して、指摘し続けてきた。教員としての仕事を誠実に

こなすかたわら、長年こうした地道な訴えを続けてきたのである。すると、ここ５年くら

いは、担当行政職員の対応がかなり良くなったということである。職員が近隣の住民や全

住民にかかわる問題は、時間をかけて調査をし、その結果、行政としてどのように対応を

するのかを連絡してくれるようになった。また、うっかりして個人的なことを要求した場

合には、職員の方に明確に個人的な事には対応できませんといわれ、連絡した自分の方を

恥じたこともあるとのことだった。州情報自由法に基づく、高度に進歩したメディアの技

術を使い自治体の情報公開を徹底していることが、こうしたより適切な対応を展開させて

いるのかもしれない。前述したように、かつては連邦議会議員など政治家に相談すること

がしばしばだったが、今やその必要はほとんどないそうである。

また、訪問した当時コリア系の生徒が 80 ％以上をしめる高校に勤めていたが、授業や

部活（吹奏楽部）の終了後、求められると、生徒に勉強を教えていたそうである。帰宅は

夜９－ 10 時なることがしばしばだったとのこと。そうしてお世話した生徒が卒業した後、

親と一緒にお礼に来てくれることが多く、インタビュー後その写真などを見せていただい

た。また、彼女が教えてきた生徒の中には、不法滞在の親の子どもがいて、警察官がその

生徒の名前を教えてくれと調査に来たことがあったという。だが、彼女は図書館司書の資

格を持っていて、学校には図書館があるので、連邦法では図書館を利用する人の情報を他



人にむやみに教えてはいけないという法律があり、そのことを警察官に説明したら、警察

官は帰ったということである。

彼女はユダヤ系アメリカ人２世である。困っている生徒がいれば、自分にできることは

できるだけやってみるという性格と行動力を持っているようだ。彼女いわく「私たちが豊

かに暮らせるのは、次々とアメリカでの暮らしを夢見てアメリカに渡ってくる人達が絶え

ないからです。そうした人々に夢を与え続けられたから、今日のアメリカがあるのです。

このことをアメリカ人は忘れてはならない。」と力強く述べた。もちろん、これとは違っ

た立場がアメリカにはある。だが、彼女のような人々が絶えないからこそ、人々は夢を追

い続けるのだと思った。また、そうした行動が人々に自治の力を与え続けていくのである。
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Ｄ.Ｃ.政府組織図
(Government of the District of Columbia)

立法部 行政部
LEGISLATIVE EXECUTIVE
BRANCH BRANCH

DC議会 財務官局 市長
Council of District Office of the Chief Mayor
of Columbia Finance Officer

市行政官局 総合法務官
DC監査官 Office of the Ofiice of the
DC Auditor 予算計画局 Admnistrator Attoney General

Ofiice of Budget
and Planning

ネイバーフード助言小 税・歳入局
委員会 Ofiice of Tax and 教育の副市長局 計画・経済開発の 治安・正義のため
Advisory Neghbourhood Revenue Ofiice of Deputy ための副市長局 の副市長局
Commissions（ANC） Mayor for Education Ofiice of Deputy Ofiice of Deputy

財務運営システム Mayor for Planning Mayor for Public
局 and Economic and Safty and Justice
Ofiice of Financial Development

独立行政機関 Operations Systems
Indepedent Agencies

財務・公庫局
・DC水道事業公団 Ofiice of Finance 州教育長局 雇用サービス省 環境省 大都市警察省
DC Water (Water and Sewer and Treasury O f i i c e o f t h e Department of Department of the M e t r o p o l i t a n
Authority) Superintendent of E m p l o y m e n t Environment P o l i c e

歳入分析局 Education Services Department
・DC 退職委員会 Ofiice of Revenue 人間資源省
District of Columbia Retirement Analysis 公教育施設現代化局 住宅・コミュニテ Depa r tmen t o f 火災・緊急医療
Board Ofi ice of Public ィ 開 発 省 Human Resources サービス省

Education Facilities Department of F i r e a n d
・被雇用者上訴局 Modernization Consumer and 自動車省 E m e r g e n c y
Ofiice of Emloyee Appeals Regulatory Affairs Depa r tmen t o f Medical Services

DC公立学校 Motor Vehcles Department
・公務員関係委員会 DC Public Schools 賃借人擁護局
Public Emloyee Relation Board Office of Tenant 公共事業省 統合コミュニケ

・ワシントン会議・スポーツ公団 Advocate Department of ーション局
Washington Convention and Sports Authority Public Works O f f i c e o f

保険・保証・貯蓄 Communications
・住宅融資資金機関 省 交通省
Housing Finance Agency パブリック・チャ Department of Depa r tmen t o f ホームランド治

ーター・スクール I n s u r a n c e , Transportation 安・緊急管理機
・公的擁護サービス Pub l i c Cha r te r Securities and 関
Public Defender Service School Banking 不動産サービス省 H o m e l a n d

Department of Real Security and
・正式事実審理前協議機関 小規模・地区営業 Estate Services Emergency
Pretrial Services Agency 所開発省 Management

DC 大学 Department of 危機管理省 Agency
・宝くじ・慈善ゲーム統制委員 University of the Small and Local Department of

会 D i s t r i c t o f B u s i n e s s Rsik Management 修正省
DC Lotterry and Charitable Columbia Development Department of
Games Control Board 人権局 Corrections

動画開発局 Office of Human
・図書館理事会 Office of Motion Rights 最高医療試験官
Board of Library Trustees DC コミュニティ P i c t u r e 局

大学 Development 科学技術局 Office of the
・DC大学理事会 DC Community Office of Chief Chief Medical
University of the District of University 計画局 Technology Officer Examiner
Columbia Board of Trustees Office of Planning

契約・調達局 正義補助金運営
・人民相談局 芸術とヒュマニテ Office of Contacts Justice Grants
Office of the People`s Counsel ィ小委員会 and Procurement Administration

Commission on
・DC住宅公団 A r t s a n d タクシー小委員会
DC Housing Authority Humanities t a x i c a b

Commission
・契約上訴委員会
Contract Appeals Board

・物的財産評価及び上訴委員会
Board of Real Property Assessment and Appeals

・アルコール飲料類規制行政
Alcoholic Beverage Regulation Administration

・刑事裁判調整会議
Criminal Justice Coordinating Council

より。



バージニア州政府組織
VIRGINIA Organization of State Government

凡例（legend） 司法部 立法部

州最高裁判所 上院
これは、2009 年７月１日の 公選型職員か団体 Supreme Court General Assembly Senate

州政府全体の組織図を示した Elected Officials or Bodies
もである。また、これらは、 下院
分離した３つの統治部門を持 House of Delegates
つ行政機関と諸組織の関係性
の報告を含むものである。
さらに７つの独立した行政 上院による任命 州高等裁判所

機関が右下に示されている。 Appointed by GeneralAssembly Court of Apeals
公的サービスの電話番号を掲 of Virginia 会計監査官
載している。その中で、いく C Auditor of Pubilic Accounts
つかの行政機関は、ヒアリン D
グのためにテレコミュニケー
ションを提供している。掲載 知事のキャビネット
されていない行政機関の情報 巡回裁判所
は、１-800-422-2319 の州オペ Circuit Court 州議事堂警察部
レーターまでかけると得られ C Division of Capitol Police
る。 D

公的機関
州地区裁判所
District of Courts 議会共同決算審査委員会

Joint Legislative Audit ＆
地区共同裁判所 Review Commission J
Combined District

地区一般裁判所
General District

注（Notes） 地区少年家庭関係 立法自動化システム部
裁判所 Div. of Legislative

A Board, Commission, or Councilが、知事によ Juvenil ＆ Domestic Automated Systems D
って任命され、かつ議会によって承認され Relations District C
る。

B 経営幹部は知事によって任命され、かつ 議会サービス部
議会によって承認される。 Devision of Legislative

バージニア州法曹協会 Services D
C 議会によって選挙され、行政権（administrative Virginia State Bar E
powers）を持つ Court or Commission。

D 議会によって任命される Court、Commission、
あるいは経営幹部。 司法試験委員会 議会支援部

Board of Bar Examiners E Devision of Legislative
E 州最高裁判所による任命。 Support D

F 知事によって任命されるが、議会の承認は
なくともよい。 バージニア犯罪宣告委員会

Virginia Criminal Sentencing
G 任命されるメンバーが知事及び議会によっ Commission L

て、一部任命される Board、Court、Commission。

H 知事によって任命され、かつ議会によって
承認される Board、Commission、or Council、 公的保護委員会
経営幹部。 Public Defender of

Commission D
I メンバーが知事・議会によって任命され、かつ

議会によって承認され、そして経営幹部が知事
によって任命され、かつ議会によって承認され
る Commission。

J 経営幹部が Board、Commission or Councilによ
よって任命されるが、知事に任命されることも
ある。議会による承認は必要ない。 独立行政機関（ INDEPENDENT AGENCIES ）

K 経営幹部が Board、Commission、or Council に バージニア・カレッジ
よって任命されるが、知事と議会に任命される 積 立金 計画 Virginia 州企業委員会 State
こともある。議会による承認は必要ない。 College Savings Plan J Corporation バージニア人命保護・

Commission C 人権擁護部 Virginia
L メンバーが知事、議会・最高裁判所によって Office of for Protection

部分的に任命される Commission。 州 宝 く じ 省 State ＆ Advocacy K
Lotterly Department H バージニア・コモン

ウェルス大学健康公
団 Virginia Common- バージニア労働者補償

バージニア退職者機構 wealth University 委員会 Virginia
Virginia Retirement Health Systems Workers Compensation
System G Authrority G Commission C
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バージニア州マナサスパーク・シティ組織図
(City of Manassas Park, Virginia Organization Chart)

マナサスパーク住民
CITIZENS OF MANASASS PARK

歳入官 統治議会（７名） 財務官 有権者登録官
COMMISSIONER OF REVENUE GOVERNING BODY TREASURER REGISTRAR OF VOTERS

公選 公選 公選 裁判所による任命

各委員会 シティ・マネージャー 市事務官 市法務官 学校委員会
BOARDS CITY MANAGER CITY CLERK CITY ATTORNEY SCHOOL BOARD

議会による任命 議会による任命 議会による任命 議会による任命 議会による任命

・社会サービス審議会
Social Services Advisory Board

・公園およびレクレーション
審議会
Parks ＆ Recreation Advisory Board

・産業開発公社理事会 シティ・マネージャー代理 教育長
Industrial Develop. Authority Board Deputy City Manager Superintendent of Schools

・計画委員会 教育委員会による任命
Planning Commission

・建築法再審査委員会
Board of Building Code Appeals

公共事業・上下 建築および法の強 社会サー
財務 水 道 P u b l i c 公園・レクレー 警察 消防 制執行 ビス
Finance W o r k s , ション Parks ＆ Police Fire Building ＆ Code Social

Water/Sewage Recreation Enforcement Services

課税額査 情報技術 人的資源 計画および
定官 Information H u m a n 地域地区規
Assessor Technology Resources 制
議会によ Plannnig ＆
る任命 Zoning

※ City of Manassas Park, Virginia, 2008, p.ix.
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フェアファックス・カウンティ・自治体組織図
ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ ＯＦ ＦＡＩＲＦＡＸ ＣＯＵＮＴＹ ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ

住民
RESIDENTS

巡回裁判所と 巡回裁判所事務官 統括議会 学校委員会 教 育 長 公 立 学 校

記録保管 Clerk of the Circuit Board of Supervisors School Board Superintendent Public School
Circuit Court Court ジャック D.
and Records ジョン・フレイ デイル

John Frey Jack D. Dale
地区一般裁判所
General District 州法務官支局 議会付き事務官
Court Office of the Clerk to the Board

Commonwealth's of Supervisors
地区少年家庭 Attorney) ナンシー・ベール
関係裁判所 レイモンド F. ス Nancy Vehrs
Juvenile ＆ モロー
Domestic Relations Reymond F.
District Court Morrogh) 議 会 監 査 官 水道公社

Auditor of the Water Authority
法務執行官支局 Board
Office of the Sheriff ミカエル・ロンギ
スタン G. バリー Michael Longhi
Stan G. Barry

カウンティ法務官
局 office of the

地域地区規制 選挙事務支局 County Attorney
審 査 委 員 会 Office of Elections デビッド P. ボブ
Board of Zoning エドガード・ チーエン
Appeals コルテス David P. Bobzien

Edogardo Cortes

カウンティ・エグゼ
フェアファックス 再開発・住宅 公立図書 クティブ 計画委員会 退職運営公社 経済開発公 公園公社

フォールズ教会・ 建設公社 館委員会 County Executive Planning Retirement 社 Park
コミュニティサー Redevelopment Public アンソニー H. グリ Commission Administration Economic Authority
ビ ス 委 員 会 and Housing Library フィン Agency Development ジョンW.
F a i r f a x - F a l l s Authority Board Anthony H. Griffin Authority ダージー
C h u r c h ジェラルド ジュニア
C o m m u n i t y L. ゴードン John W.
Services Board 内部監査部 Gerald L. Dargie Jr.

O f f i c e o f t h e Gordon
公的問題部 Internal Auditor
Office of Public Affairs
Affairs クリストファー・
マーニ・フィッツ ピエッシュ

人権委員会 市民サービス ジェラルド Christopher Pietsch
H u m a n 委 員 会 Merni Fitzgerald
Rights CivilServices
Commission Commission 公と民協力関係部

政府関係間部 Office of Public
G o v e r n m e n t Private Partnerships
Relations パトリシア・ステ
スーザン・ミッテ ィーブンス
レダー Patricia Stevens
Susan Mittereder

コミュニティ再活 近隣およびコミュ
性化・再投資部 ニティ建物調整部
O f f i c e o f Neighborhood and
C o m m u n i t y C o m m u n i t y
Revitalization and B u i l d i n g
Reinvestment Coordinator
バーバラ・バイロ デイビッド・エリ
ン Barbara Byron ス David Ellis

副カウンティ・エグゼクティブ 副カウンティ・エグゼクティブ 副カウンティ・エグゼクティブ 副カウンティ・エグゼクティブ
Deputy County Executive ① Deputy County Executive ② Deputy County Executive ③ Deputy County Executive ④
パット・ハリソン Pat Harrison デイビッド J. モルチャニー エドワード L. ロング ジュニア ロバート A. スタルツアー

David J.Molchany Edward L. Long Jr. Robert A. Stalzer

レストン・
コミュニテ
ィ・センタ
ー Reston
Community
Center
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マクリーン
・コミュニ
ティ・セン
タ ー
McLean
Community
Center 情報科学技術

課 Department
of Information
Technology

近隣およびコ 人権および公 ワンダ・ギブ
ミュニティ・ 平プログラム ソ ン Wanda 計画および地 消防と救助課
サービス課 部 Office of Gibson 管理および予 域地区規制課 F i r e ＆
Department of Human Rights 算 課 Department of Rescue
Neighborhood and Programs Department of Planning ＆ Department
a n d ケネス・ソー Management Zoning ロナルド L.
Community ンダーズ ケーブルおよ and Budget ジェイムズ マスチン
Services K e n n e t h び消費者サー スーザン・ダッタ P. ズーク Ro n a l d L .

人間サービス Saunders ビス課 Susan Datta James P. Zook Mastin
運 用 課 Department of
Department of 家族サービス Ca b l e ＆
Administra- 課 Department C o n s u m e r
tion for o f F a m i l y 公立図書館課 Services 財 政 課 警察課 動物保
Human Services Public Library ミカエル・リ Department of Police 護施設
Services ナネトル・ボ エドウィン・ バーマン Finance Department Animal
ゴール・レッ ーラー S.クレイン M i c h a e l ビクター・ガ デイブ・ロー Shelter
ドフォード N a n n e t l e Edwin S.Clay Liberman ルシア ラー カレン
Gall Ledford Bowler Victor Garcia Dave Rohrer デビニー

少年家庭関係 ホームレス状 健康促進およ 公的安全手段
裁判所 態の予防と終 びプライバシ 税 務 課 公共土木事業 とコミュニケ
Juvenile ＆ 了部 Office to ー調整者 Department および環境サ ーション課
D o m e s t i c P r e v e n t ＆ H e a l t h of Tax ービス課 Department of
Relations E n d Promotion and Administration Department of Public Safety
District Court Homelessness P r i v a c y ケビン・グリ Public Works Communica-
ロバート・バ デーン H.ク Coordinator ーンリーフ ＆ tions
ーミンガム レイン Dean シャロン・ア Kevin Environmental ステフェン
R o b e r t H.Klein ー ン ド 自動車サービ Greenlief Services H. サウダー
Bermingham Sharon Arndt ス 課 ジェイムズ・ Stephen H.

Department of パッタソン Souder
健康課 Health V e h i c l e J a m e s

フェアファッ Department Services 購入および供 Patteson
クスフォール グロリア・ア 環境調整者 ジェームズ・ 給 管 理 課 緊急事態管理
ズ教会・コミ ンドー-アイ Environmental D・ガービー Department of 局 Office of
ュニティサー シュ Coordinator James D. Garby Purchasing ＆ Emergency
ビス委員 会 G l o r i a カムビッツ・ S u p p l y 法律順守課 Management
Fairfax-Falls Ando-Ayensu ア ガ チ Management Department of デイビッド・
C h u r c h 医学博士・哲 Kambiz Agazi 施設管理課 キャシー・ミ Code of マッカーナ
Commun i t y 学修士 MD, Fa c i l i t i e s ューズ Compliance ン David
S e r v i c e s MPH Management Cathy Muse ジェフリー・ McKernan
Board Department ブラックフォ
ジョージ・ブ ジョゼ・コマ ード Jeffrey
ラウンシュタ ヤグア Jose Blackford
イン Comayagua 人的資源課
G e o r g e Department of
Braunstein Human 交通課 マッコネル公

Resources Department of 的安全手段と
スーザン・ウ Transportation 交通管制セン
ッドルフ キャシー・イ ター課

住宅およびコ S u z a n クター Kathy M c C o n n e l l
ミュニティ開 Woodruff Ichter Public Safety
発 課 and Transporta
Department of t i o n
Housing ＆ O p e r a t i o n s
C ommun i t y Center
Development トレーシー
ポーラ C. サ H. シェルト
ンプソン ン
P a u l a C . T r a c y H .
Sampson Shelton

・点線は、多様な報告関係を示す。Dotted lines indicate multiple reporting relationships.

①の副カウンティ・エグゼクティブ Deputy County Executiveは、以下との連絡（liaison）をとる。

・女性委員会 Commission for Women ・レストン・コミュニティ・センター統括委員会 Reston Community Center Governing Board

・マクリーン・コミュニティ・センター統括委員会 McLean Community Center Governing Board

・再開発および住宅公社 Redevelopment and Housing Authority

・フェアファックスフォールズ教会・コミュニティサービス委員会 Fairfax-Falls Church Community Services Board

②の副カウンティ・エグゼクティブ Deputy County Executiveは、以下との連絡（liaison）をとる。

・公立図書館委員会 Public Library Board ・経済開発公社 Economic Development Authority ・人権委員会 Human Rights Commission

③の副カウンティ・エグゼクティブ Deputy County Executiveは、以下との連絡（liaison）をとる。

・退職運営公社 Retirement Administration Agency （退職委員会 Retirement Board）

④の副カウンティ・エグゼクティブ Deputy County Executiveは、以下との連絡（liaison）をとる。

・経済開発公社 Economic Development Authority ・水道公社Water Authority ・公園公社 Park Authority

・健康(環境および緊急事態管理を目的とするもの) Health：Environmental and Emergency Management

・住宅およびコミュニティ開発（開発および再活性化を目的とするもの）Housing and Community Development：Development and Revitalaization

※ http://www.fairfaxcounty.gov/government/county-org-chart.pdf より。
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バージニア州アレクサンドリア・シティ組織図 (ALEXANDRIA City)
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健康部 レクレーション・公園・文化活動(公園管理
Health 運営・公園計画・芸術・文化活動担当)
Department Recreation, Parks, ＆ Cultural Activities(Park

Operations, Park Planning, Arts ＆ Cultural
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図書館
Library

※ http://alexandriava.gov/uploadedFiles/manager/info/CityOrgChart.pdf より。
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(City of Fairfax, Virginia Organizational Chart)
一般、巡回、少年・ 選挙管理委員会 有権者登録官

家庭関係裁判所 (Electoral Board) (General Registrar)
（General District,Circuit, Juvenile and Domestic

Relations Courts） 財務管理官

(Treasurer)

フェアファックス

法務執行官(Sheriff) ・シティ住民 歳入官

州法務官(Commonwealth Attorney) (City of Fairfax Citizens) (Commissioner of the Revenue)
巡回裁判所事務官

(Circuit Court Clerk) 学校委員会

市長と議会 (School Board)
(Mayor
and 教育長

City Council) (Superintendent)
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シティ事務官(City Clerk (City Attoney)
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シティ・マネージャー シティ・マネージャー

補佐(Assistant City Manager) (City Manager) 歴史的資源
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人間サービス

(Human Services)

コミュニティ開 消防部 公園・レクレー 公共土木

発 計 画 部 ( Community (Fire シ ョ ン ( Parks and 事業

Development and Planning) Department) Recreation ) (Public Works)

財務 情報科学技術 警察部( Police 公益事業

(Finance) ( Information Technology) Department) (Utilities)

※ http://www.fairfaxva.gov/Gov/orgchart.pdf より。
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第１章 イングランドにおける地方自治体再編の歴史1

第１節 1970年代までの再編

 イングランドの地方自治体の骨格は、1888 年地方自治法によって 48 のカウンティ

（County）と一層制である 59 のカウンティバラ（County Borough）が創設され、1894
年地方自治法によって、アーバンディストリクト（Urban District）、ルーラルディス

トリクト（Rural District）、ノンカウンティバラ（Non-County Borough）、パリッシ

ュ（Parish）が創設されるなどして固まっていった。その後、合併等による団体数の

減はあったものの、1960 年代に至るまでほとんど変わることはなかったが、地方自治

体を取り巻く環境は大きく変化しつつあり、長らく手つかずだった地方制度の枠組み

を再検討する動きが起こった。

 まず、ロンドンについては、グレーターロンドン地方自治体王立委員会（Royal 
Commission on Local Government in Greater London）が組織され、その報告書にし

たがって、1963 年ロンドン地方自治法が制定された。これに基づき、広域的自治体で

あるグレーターロンドンカウンシル（Greater London Council:以下 GLC と称す）と

基礎的自治体である 32 のバラ（Borough）及びシティ（City of London）からなる２

層制の構造となった2。この後、イングランドの地方自治体の構造について基本的な検

討を行うため、66 年にはイングランド地方自治体王立委員会（Royal Commission on 
Local Government in England、いわゆるモード委員会）が組織され、ロンドン以外

の地域について、61 の地域に分け、うち３つの大都市圏をロンドン同様２層制とし、

残りを 58 の１層制団体とするよう勧告した3。

しかし、政権を奪取した保守党はこれを拒否し、独自の案の作成に取りかかり、72
年に当初案とは全く逆に、イングランド全域を２層制とすることを決定した4。この結

果、74 年に大都市圏地域に６のメトロポリタンカウンティと 36 のメトロポリタンデ

ィストリクトが、非大都市圏地域に 39 のカウンティと 296 のディストリクトが設立さ

れた5。

この改革によって地方構造は大幅に変わり、自治体は完全二層制のすっきりとした

構成になり、人口規模が拡大されたため、効率的で質のよいサービスが提供されるこ

とが期待されたが、その一方で批判も様々噴出した。その主なものは、改革が中途半

                                                   
1 本章は、田村秀『道州制・連邦制 これまでの議論・これからの展望』（ぎょうせい、

2004 年 a）及び田村秀『助役に関する研究：シティ・マネージャーとチーフエグゼクティ

ブとの比較において』（国際基督教大学大学院行政学研究科提出博士論文、2004 年 b）を

元にしている。
2 それ以前は基礎的自治体として 28 のメトロポリタンバラと１つのシティ、広域的自治

体としてロンドンカウンティがあった。
3 Local Government Commission for England, Renewing Local Government in the 
English Shires, a Report on the 1992-1995 Structural Review, London: HMSO, 1995, p. 
７.
4 Richard Buxton, Local Government, 2nd ed, Harmondsworth: Penguin Education, 
1973, pp.240-241. 
5 Local Government Commission,1995,p.７. 
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端だという批判であった。例えば、大都市圏に所在するカウンティの行政区域が狭く

設定されたため、大都市圏の区域のなかに後背地域である農村部が殆ど含まれず、そ

の結果、都市と農村の対立が再現し、計画や住宅など、自治体間の協力を必要とする

サービスを実施するうえで、大きな妨げになったとも言われている。こうした事態が

発生したのは、大都市圏のカウンティを創設するにあたり、保守党政権が区域を狭め

て、労働党の支配に入ると予想される地域を出来るだけ狭くしようとしたためである

が、このことを考えれば、大都市のカウンティの行政区域の狭さが程なく問題視され

たのは当然といえた。

また、２層制の地方制度のもとで、カウンティとディストリクトが重複してサービ

スを提供する分野もあったことから両者の対立が生じたことや、カウンティは地域に

おける戦略的機能を果たすことが期待されたが、実際にはカウンティがかかわってい

ない行政分野が多かったため、この期待に十分に応えることができなかったことも問

題となった。

第２節 1980年代の再編

創設されて 20 年が経過したばかりの GLC は、1986 年に廃止された。1979 年に政

権を獲得したサッチャー首相は、公共支出の削減と競争原理の導入により経済を活性

化し、「イギリス病」を克服することに努めていたが、1981 年の地方選挙に勝った労

働党が GLC を支配するようになると、ロンドン労働党のリーダーだった急進左派のリ

ビングストン氏は、ロンドンの地下鉄やバス料金の大幅な値下げ、黒人グループなど

の少数民族に対する大幅な助成の引き上げなど、次々に革新的な政策を実行に移して

いった。このような彼の政策は、政府の方針と真っ向から対立することになった。GLC
は、地下鉄、バス料金の値下げを巡ってロンドンバラとも衝突した。GLC は料金の 25%
の値下げをしようとし、その財源を地方税の引上げに求めた。これは保守党主導のロ

ンドンバラを憤慨させ、特にバラ内に地下鉄路線をもたないブロムリーバラ（Bromley 
Borough）は GLC を相手に訴訟を起こすという強硬手段をとった。 

1982 年９月には保守党主導の区で構成されるロンドンバラ協議会が GLC の廃止を

求める行動を起こし、翌年６月の総選挙では、保守党が GLC の廃止を公約として掲げ、

総選挙で保守党が圧勝すると、直ちに廃止を打ち出した。これに対し GLC は、「政府

は地方自治の実態を理解しておらず、廃止の理由は根拠に乏しい」と反論し、廃止反

対の大キャンペーンを開始した。廃止には野党労働党、国家公務員、地方公務員の労

働組合が強く反対し、タイムズ、デイリー・テレグラフ、ガーディアンなどの主要各

紙も廃止に批判的で、GLC 議会の保守党議員までが、新聞紙上に、政府の GLC 廃止

政策を「議会に対する恥辱」と指摘した記事を投稿している。このほか、世論調査で

は市民の 74％が廃止に反対しているとの結果も出ている。これらの反対にも拘らず、

1986 年３月末で GLC は廃止された。 
ロンドン以外の大都市には６つのカウンティと 36 のディストリクトが設置されて

いたが、1986 年、GLC と同じように、カウンティも廃止され、２層制の構造はわず
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か 12 年で終止符を打たれてしまった。その理由が保守党のサッチャー政権と労働党が

支配する自治体の対立にあったことは、GLC の場合と同様であった6。その結果、大都

市圏に所在するディストリクトは、カウンティと市の機能を併せもつことになったが、

実際にはカウンティが有していた広域自治体としての機能の一部は一部事務組合や政

府主導で設立された公法人に引き継がれていった。

第３節 1990年代の地方自治体再編

 90 年代の再編のきっかけとなったのは、サッチャー政権退陣の原因ともなったポー

ルタックスを巡る一連の混乱である。サッチャー政権が倒れ、次の保守党党首選に立

候補したヘーゼルタイン議員は、その公約の中で、ポールタックスからの撤退ととも

に、地方自治体の再編と首長制を含む内部管理の改革を打ち上げた。ヘーゼルタイン

議員はメージャー議員に党首選で破れたが、メージャー内閣の環境大臣（地方自治制

度も所管）に就任した。91 年には、「イングランドにおける地方自治体の構造」と題

する協議書を発表し、これにより、イングランドの非大都市圏についても一層制（ユ

ニタリー）7の構造に改革することが明確になった。また、当時の野党であった労働党

も基本的にユニタリーの導入に賛成であった8。協議書では、二層制の問題点等につい

て以下のように指摘している。

・74 年の再編によって人為的に創設されたカウンティに対する不人気

・行政サービスの責任の曖昧さ（例：税徴収はディストリクト、仕事の大部分はカウ

ンティ）

・計画行政等重複事務における地方自治体間の衝突

・地方自治体が単純な行政サービスの提供者からサービスの保証者（enabler）に変化

しつつある事への対応の必要性

 また、ユニタリー化のメリットとして以下の点を挙げている。

・官僚的手続きを減らし、行政サービス間の調整を改善することに夜サービスの質の

向上とコスト削減

・納税者に対する財政責任の明確性

・地域社会の密着性

 このほか、74 年の再編によって、それまで一層制を謳歌していたカウンティバラの

多くがカウンティの傘下に入ったことによる不満も大きかったと考えられる。

１ 地方自治体再編の手続きと具体的な取り組み

90 年代のイングランドにおける地方自治体再編作業は大きく分けて次の３段階に分

                                                   
6 イングランドでは、一般的に都市部で労働党が強く、郊外では保守党が強い。
7 以下、一層制の地方自治体をユニタリーとする。
8 労働党は 2004 年に導入を目指した地域議会の設立を試みたが、地域議会を創設するに

当たっては地方自治体の構想を出来るだけ一層制にすることが不可欠と考えていた。なお、

自民党も基本的には一層制の導入に賛成だった。 
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けることが出来る9。

 ・第１段階：92 年７月～94 年１月

  地方自治体委員会（Local Government Commission for England）による再編作 
業の開始から、委員会による第１グループ地域の最終報告まで 

 ・第２段階：93 年 12 月～95 年３月

  地方自治体委員会による第１グループ地域以外の地域における再編作業の開始か 
ら、委員会の最終報告及び政府決定まで 

 ・第３段階：95 年６月～96 年３月

  新しい委員会による再編作業の再開から委員会の最終報告及び政府による最終決 
定まで 

 これらの再編作業は、基本的に 1992 年地方自治法（Local Government Act 1992）
に基づく政策指針及び手続き指針にしたがって進められた。政策指針は 1992 年７月に

策定されたものであり、再編の具体的な作業は地方自治体委員会という第三者機関の

手に委ねられた。委員会は、地域意識及び地域社会の利益を反映し、効果的で便宜の

良い地方自治体を保証するために望ましいと考えられる構造、選挙区、境界の変更に

関して勧告を行わなければならないとされた10。

２ 第１段階の取り組み

 92 年６月に、イングランドの 39 カウンティを５つのグループに分け、第１グルー

プの 10 カウンティから見直し作業に入った。手続きについては、以下のタイムテーブ

ルに沿って進められることとなった。

① 見直し開始周知（２ヶ月半）

② 勧告案の作成（２ヶ月～６ヶ月）

③ 勧告案に対する協議（２ヶ月）

④ 最終報告書の作成（２ヶ月～５ヶ月半）

 環境大臣は、報告書の提出日から６週間経過した後に、委員会の勧告の一部または

全部について修正の有無を含めて実施することとなる。具体的には国会の承認を得た

命令に基づいて実施することになる。

第１グループには 74 年の再編で人為的に創設され批判の強いクリーブランド、エイ

ボン、ハンバーサイドが入る一方で、伝統的なカウンティであるダービーシャーが入

り、政治的な思惑が憶測されるなど、最初の段階から波乱含みであった11。

92 年 12 月から翌年６月にかけて発表された委員会原案は全般的には既存のディス

トリクトを統合し、より広域的な一層制の地方自治体への再編を行おうとする傾向が

                                                   
9 橋本嘉一「イングランドの地方団体再編（２）」（『地方自治』第 586 号、1996 年 a）、

20 頁。
10 具体的には、地域住民の帰属意識や地域意識、地域社会の利益の程度と強さを評価す

るとともに、費用対効果、財政的影響などを判断材料とすることとされた。
11 同上、21 頁。 



見られた12。このため、ディストリクト側は強く反発するとともに、この原案を巡り、

政府、与野党、地方議会の間で激しいやりとりが交わされた。さらに、ディストリク

ト、カウンティのいずれも自己に有利な方向に再編作業を誘導するため、コンサルタ

ントへの依頼、住民意向調査の実施、政府・委員会へのロビー活動の展開など広報宣

伝、中傷合戦が日増しに激しくなってきたため、政府は事態の収拾を図るべく、再編

に関する指針を改定し、二層制の存続は例外となるべきとし、費用対効果の点を重視

する姿勢を緩和し、極めて大きな地域または極めて少ない人口をカバーするユニタリ

ーに対して消極的な姿勢を示した。このほか、再編作業のスピードアップ（94 年末ま

でに報告）を盛り込んだ13。

３ 第２段階の取り組み

 第２段階では、残りの 29 カウンティ及び再検討を指示された３カウンティの計 32
カウンティについて再編作業が行われた。ここでも第１段階同様、４つの手順を踏ん

で行われた。また、検討作業に入る前に政府指針が再び見直しを迫られることになっ

た。これはランカシャーとダービーシャーが提起した訴訟が国敗訴となったためであ

る。

 すなわち、政府指針の一回目の改定によって、二層制の維持が例外となり、広域的

な一層制団体の設立も否定されたことからカウンティ側の存続が危ぶまれる状況にな

ったため、これら２カウンティが生き残りをかけて政府指針改定の合法性について争

ったのである。1994 年１月 28 日、高等法院は、「現行二層制の存続は例外となるべき

ものである」とする部分については、1992 年地方自治法で定められた政府の権限を逸

脱し、違法であるとの判断を下した。結局政府は控訴せず、この部分については指針

から削除され、二層制の維持が一つの選択肢として残ることとなった。

 原案は 1994 年６月から９月にかけて、最終報告書は同年 10 月から翌年１月にかけ

て順次発表された。原案段階14では完全一層制が 18 カウンティ、一部一層制が８カウ

ンティ、二層制維持はわずか３カウンティであった15が、最終報告書になると、全く逆

の結果となり、完全一層制が４カウンティに止まる一方で、一部一層制が９カウンテ

ィ、二層制維持が 16 カウンティで 50 の一層制地方自治体の創設が勧告されたが、関

係者の反発は強く、結論の一貫性の欠如に対して様々な批判が繰り広げられたため、

政府は勧告の一部を修正し、38 の一層制地方自治体を創設するとともに、委員会の陣

容を一新し、個別のディストリクトについて検討を行うことを表明した。

 すなわち、ユニタリーの数に関しては、委員会では、原案段階では、第１段階のも

                                                   
12 その中でワイト島については、２つのディストリクトとカウンティを統合してユニタ

リーにすべきとされ、1995 年４月に第１号のユニタリーとなった。
13 橋本、1996 年 a、29～33 頁。
14 10 カウンティに関して原案が作成された第１グループ以外の 29 カウンティについてで

ある。
15 ユニタリー数では第一段階のものを含めて 99 である。 
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のを含めて 99 が提案され、最終報告書ではこれが 50 と半減し、更に政府決定により

38 にまで減少したのであった16。

４ 第３段階の取り組み

 政府は、委員17の交代を行い、新たな政府指針に基づき、21 のディストリクトにつ

いて見直しを行うよう指示した。委員会は、前回の教訓を踏まえ、首尾一貫した結論

を導き出すために、全てのディストリクトについて同じスケジュールで、委員全員18に

よって、また、各々のディストリクトが法律で定められた基準をどの程度満たしてい

るかについて、具体的に安定性、実行可能性、中心性という３項目を設定し各々判断

することとした。

 この結果、新たに８つの１層制団体を勧告し、政府もこれを受け入れ、合計 46 のユ

ニタリーが創設されることとなった。すなわち、再編前は、「39 カウンティ・296 ディ

ストリクト」だったものが、「34 カウンティ・238 ディストリクト・46 ユニタリー」

となり、団体数では 17 の減に止まった。また、カウンティ単位で見ると、完全１層制

が５、一部１層制が 20、２層制維持が 14 となっている19。

５ GLA の誕生

 GLA（Greater London Authority）は、ロンドン全体に関係する問題を処理する広

域自治体である。1986 年にサッチャー政権が GLC を廃止して以来、ロンドン全域を

広域的にカバーする行政組織はなく、32 あるロンドンバラの事務は広域的な調整なく

ばらばらに行われていた。この点を問題視していた労働党は、1997 年の総選挙におい

て、ロンドンにおける統一的な地方自治体の創設を選挙公約に掲げており、ブレア政

権が誕生の後、1998 年５月に住民投票が行われ、賛成多数により GLA の創設が決定

された。その後、1999 年 GLA 法（Greater London Authority Act 1999）が 1999 年

11 月に制定され、GLA の所管分野は交通、地域開発、環境計画など複数のロンドンバ

ラにまたがる或いはロンドン全体として対処しなければならない分野における計画調

整に限定された。教育や警察、福祉など直接的な行政サービスはロンドンバラや広域

事務組合、様々な形態の特殊法人によって行われている点が GLC と異なっている。な

お、警察、消防、交通に関する予算についても GLA の議会で審議される。職員数は発

足当初は 400 人余りと大変少なかった20。 

                                                   
16 橋本嘉一「イングランドの地方団体再編（３）」（『地方自治』第 588 号、1996 年 b）、

12～38 頁。
17 バーナム委員長も辞職し、ククシー氏が２代目の委員長に就任した。
18 当初は再編委員会の各委員がそれぞれの地域を担当し、別々のスケジュールで再編の

検討を行ったため、各地域の結論に一貫性の欠如が見られ、その点が各方面で強い批判を

受けたため、検討方法を変更したものである。
19 橋本嘉一「イングランドの地方団体再編（４）」（『地方自治』第 590 号、1997 年）、15
～29 頁。
20 現在でも 650 人ほどである。自治体国際化協会『英国の地方自治（概要版）―2009 年
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英国初の公選市長選挙は、2000 年５月に行われ、GLC 時代の最後のリーダーであ

った国会議員のケン・リビングストン氏が無所属で立候補し、当選した。労働党の公

認を得た前厚生大臣は保守党候補よりも得票が少なく、３位という惨敗であった。こ

の結果によってブレアをはじめとする多くの労働党議員の公選市長制度推進に対する

情熱が失われたとも言われている。なお、リビングストン氏は 2004 年の市長選挙では

その人気の強さもあって、労働党が歩み寄り、党の候補として公認され、見事に２回

目の当選を果たしたが 2008 年の選挙では保守党のボリス・ジョンソン氏がリビングス

トン氏らを破って初当選している。

第４節 1990年代の地方自治体再編に対する評価21

 １ アカデミックの評価

 地方自治関係者の学者の大多数が、従来からサッチャー政権による一連の改革、す

なわち、地方自治体の権限を弱め、中央主導によって地方行政を進めるという手法に

対して批判的であった。1990 年代の地方自治体再編に関する論文でも肯定的なものは

全くないと言っても良いほど様々な角度から問題点を指摘していた。

・再編作業は統一性と一貫性を欠き、支離滅裂な問題点を導いてしまった。

・再編の目的や基本的な考え方について、地方自治体委員会の中で議論を行い、意志

統一を図るべきところをしっかりやらなかったことは問題であった。

・地域毎に担当委員を決めたことが、個人的な意見に基づく一貫性を欠く勧告案の作

成につながり、混乱を招いたと考えられる。

・委員長の人選ミスは大きかった。

・第１グループに労働党の強いダービーシャーを加えたというように、保守党の思惑

によって恣意的にグループを分けたことは問題だった。

・今回の再編によって、地方自治体の構造が混成状態（hybrid）になったことでさら

なる再編を必然的にもたらすだろう22。

・地方自治体の再編は、決してより良い地方自治体を保証したりはしないだろう。

・地方自治体の役割を決めれば、構造はおのずからそれについてくるものである。経

済性を強調すれば大きな規模となるし、民主制やアイデンティティを協調すれば小規

模なものとなるだろう。

・地方自治体再編そのものには肯定的な面もある。社会環境が大きく変わる中で、そ

れを繁栄した構造に改革していくことは理にかなっている。これはフランスではそう

はいかないものである。だが、中央政府が全国的なコンセンサスなしに改革するのは

                                                                                                                                                            
改定版―』（自治体国際化協会、2010 年）、18 頁。
21 評価については、田村秀「英国における地方自治体の再編」（人事院提出短期在外研究

員報告書、1998 年）を元にしている。当時、バーミンガム大学客員研究員として、大学関

係者、地方自治体関係者（チーフエグゼクティブなど）、地方自治体委員会事務局長など

数多くの関係者にインタビューを行い、再編に関する様々な考えをまとめたものである。
22 実際、2009 年の再編が行われたわけで、まさにこの予言はあったということになる。 
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問題である。

・今回の再編は地方自治体のあり方、役割などを考え直す上では良い機会だったとも

言えるが、不幸にもカウンティとディストリクトが競争的なプロセスを繰り広げてし

まったことが問題だった。

 ２ 地方自治体等の評価

・多くのロビー活動を行った。主としてチーフエグゼクティブやリーダーがその役割

を担った。時には野党のリーダーも巻き込んだ。

・ロビー活動でまず接したのが地元選出の国会議員だった。次に環境省の担当職員に

接触し、アプローチした。これは、大臣が政策決定する際には当然役人の意見を求め

るからである。

・ロビー活動の専門家を雇って関係者への働きかけも行った。 
・再編作業には一貫性がなかった。これは大きな問題だった。一貫性を保つためには、

スコットランドやウェールズのように直接国が再編案を作成してもらったほうがまだ

良かったと考えている。

・カウンティとディストリクトの政治的な対立に翻弄された部分が少なくない。

・政府の指針ではコミュニティのアイデンティティを強調しすぎたと考える。確かに

サービスへのアクセスや反応ということからすれば小さな自治体のほうが良いに決ま

っている。だが商店を例に考えれば分かるように、近隣の商店街はこれらの点では優

れているが、消費者はマークスアンドスペンサーのような大きなチェーン店に行きた

がるものである。経済性では大きな店にはかなわないわけで、行政サービスに関して

も、例えば小規模な自治体であれば立派な図書館は持てない。すなわち、小さな自治

体では良好な行政サービスを提供できないものも多々あり、結局は高くつくことにな

る。 
・地方自治体の関係団体に関しては、全国ディストリクト協議会は 1980 年代半ばから

ディストリクトを基本とした一層制の再編を提唱していたが、全国カウンティ協議会

は地方自治体委員会が設立されるまで、関心を示さなかった。そのため、カウンティ

側に出遅れ感があり、また、1993 年の夏頃からカウンティによるユニタリーが難しい

という感じになったため、現実的な現状維持のための生き残り戦略をカウンティ側は

採るようになった。

３ 政府関係者の評価

・最終報告書のうち、いくつかが環境省によって拒否された理由は、報告書間の一貫

性の欠如であった。

・地域レベルの政治的な状況、地方自治体の構造に対する政治的な感情を過小評価し

たことが混乱の原因の一つであった。

・再編によって、政治家同士だけでなく職員同士の関係も悪くなってしまったことは

残念である。 
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・政治的なキャンペーンやロビー活動も心情的には理解出来るが、これが行き過ぎて

しまったことは残念である。

・環境省と地方自治体委員会の関係は、当初はとても良かったが、その後は良くなっ

たり悪くなったりであった。

・地方自治体委員会の委員の中には政治的な様々な代表が入っていて、一枚岩ではな

かった。そのため、作業の統一性が保たれなかった。

・委員には一層制のメリットを調査する機会が与えられなかったのは問題だった。委

員会としては結論はベストではなかったと考えるが、批判の多くは委員会が置かれて

いた厳しい状況を正当に評価していないものであった。

第２章 2009 年におけるイングランドの地方自治体再編

第１節 国主導の再編プロセス

 イングランドの地方自治体再編は 2009 年４月１日に施行され、新たに９つの一層制

団体であるユニタリーが誕生した。今回の再編は 2006 年 10 月 26 日23に発表された地

方自治白書「コミュニティの強化と繁栄のために」（ Strong and Prosperous 
Communities）に基づいたものであり、その根拠法は 2007 年地方自治法（Local 
Government and Public Involvement in Health Act 2007）24である。 

ユニタリーを希望する地域は 2007 年１月 25 日までにコミュニティ・地方自治省に

提案書を提出することが求められた。これはあくまで各地域で合意が得られたものの

みが提出されるとされ、国が押しつけて実施するものではないという点が白書でも強

調されていた25。これに基づいて 2626の提案が行われた。３月に、このうち 1627の提

案がコミュニティ・地方自治省によって選定され、これらが６月までの間、再編に影

響を受ける関係者に対して諮問（Consultation）が行われた。

地方自治白書では、ユニタリー化に関して５つの基準を設けている。

①強く、効率的で説明責任を果たす戦略的な指導力（Strong, effective and accountable 
strategic leadership）
                                                   
23 実際にはそれよりも早い段階で作業が行われていた。例えば、シュロップシャーでは

2006 年２月に当時のコミュニティ・地方自治担当大臣のミルバンド氏が訪問し、関係者

とユニタリーの可能性について議論を行い、４月にはカウンティ、ディストリクトの関係

者からなる地方自治体検証会議（Local Government Review Group）が設置された。

Shropshire Council, The Story of Shropshire Council, Shrewsbury: 2009,p.１.
24 2006 年 12 月 12 日に国会に提出され、2007 年５月 22 日に下院で可決され、10 月 30
日に貴族院で可決され、11 月１日から施行された。法案制定の遅れもあって、手続きの

正当性について地方自治体側から訴訟が提起される結果となった。
25 Department for Communities and Local Government, Invitation to Councils in 
England to Make Proposals for Future Unitary Strucutures; to pioneer, as pathfinders, 
two-tier models. London: 2006, para.２.８.
26 このうち、ディストリクトによる提案が 15、カウンティによる提案が 10、ユニタリー

によるディストリクトとの合併の提案が１だった。
27 このうち、ディストリクトによる提案が６、カウンティによる提案が 10 と、カウンテ

ィからの提案は全て国によって受け入れられた。 
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②近隣 地域 に柔軟 性と 権限 を 付与す るこ と（ Neighbourhood flexibility and 
empowerment）
③費用に見合った価値と公共サービスの公平性（Value for money and equity on 
public service）
④財政的余裕（Affordability）
⑤協力団体や関係団体からの全面的な支持（Supported by a cross section of partners 
and stakeholders） 

コミュニティ・地方自治省は、関係者の意見聴取なども行い、７月にこれら５つの

基準に基づいて 16 の提案を３つのグループに仕分けした。具体的には、次の段階に特

段問題なく進めると判断された５つの提案（第１グループ）、財政面で更に検討が必要

ではあるが次の段階に進めると判断された４つの提案（第２グループ）、そして次の段

階に進むべきではない７つの提案（第３グループ）に分けられたのであった28。

 これらの提案を列挙すると以下のとおりとなる。

ア．第１グループ（すべてカウンティがユニタリーに移行）

・コーンウォール（Cornwall unitary authority）
・ダラム（Durham unitary authority）
・ノーザンバーランド（Northumberland unitary authority）
・シュロップシャー（Shropshire unitary authority）
・ウイルシャー（Wiltshire unitary authority）
イ．第２グループ

・ベッドフォード（Bedford unitary authority）
・チェシャー２ユニタリー（Cheshire, ２ unitary authorities）
・エクセター（Exeter unitary authority）
・イプスィッチ（Ipswich unitary authority）
ウ．第３グループ

・ベッドフォードシャー（Bedfordshire unitary authority）
・チェシャー（Cheshire unitary authority）
・カンブリア（Cumbria unitary authority）
・ノリッチ（Norwich unitary authority）
・ノーザンバーランド２ユニタリー（Northumberland,２ unitary authorities）
・北ヨークシャー（North Yorkshire unitary authority）
・サマーセット（Somerset unitary authority）
 これらの提案のうち、カンブリアと北ヨークシャー、サマーセットの３つが 2007 年

７月 25 日にユニタリー化が断念され29、同年 12 月５日にエクセター、イプスィッチ、

                                                   
28 Michael Chisholm and Steve Leach, BOTCHED BUSINESS The damaging process 
of reorganising local government 2006-2008, Coleford: Cromwell Press, 2008, p.125. 
Chisholm and Leach, p.19.
29 これ以下の再編作業の手続きについては、以下のサイトを参照した。



ノリッチの３つの提案について区域委員会（Boundary Committee）で再検討するこ

ととなった。また、同日、第１グループの５つの提案についてユニタリー化を進める

ことが発表された。12 月 18 日にはチェシャーの２ユニタリー化が進められることに

なり、2008 年３月６日にベッドフォードバラがユニタリー化されることになり、併せ

てミッドベッドフォードシャーとサウスベッドフォードシャーの提案もユニタリー化

されることとなった。

 なお、エクセター、イプスィッチ、ノリッチの３つの提案については区域委員会が

答申を行いそれぞれ 2011 年にユニタリー化する予定であったが、2010 年の総選挙で

労働党が惨敗し、保守党と自民党の連立政権が誕生したことによってユニタリー化は

停止され、今回の自治体再編過程は全て終了した。

第２節 再編結果

 今回の再編によって９つのユニタリーが誕生した。これらは以下の通りである。

・コーンウォール（Cornwall unitary authority）
・ダラム（Durham unitary authority）
・ノーザンバーランド（Northumberland unitary authority）
・シュロップシャー（Shropshire unitary authority）
・ウイルシャー（Wiltshire unitary authority）
・ベッドフォード（Bedford unitary authority）
・セントラルベッドフォードシャー（Central Bedfordshire unitary authority）
・チェシャーウエストアンドチェスター（ Cheshire West & Chester unitary 
authority）
・チェシャーイースト（Cheshire East unitary authority）
 この結果、イングランドの自治体数は 35 減少した。ロンドンではグレーターロンド

ンオーソリティの元に 32 のロンドンバラとシティオブロンドンが、その他の大都市部

には 36 のメトロポリタンディストリクトが、その他の地域には 56 のユニタリーと 27
のカウンティ、201 のディストリクトと合計 354 団体となった。

第３節 シュロップシャーのケース

１ シュロップシャーの概要

 シュロップシャーは、イングランドのウエスト・ミッドランド地域に属し、ウェー

ルズに接する地域である。イングランドの中でも人口密度が最も少なく、また、最も

ひなびた地域の一つといわれている。1974 年の地方自治体再編で非大都市圏カウンテ

ィとしてシュロップシャーが誕生し、ブリグノース（Bridgnorth）、ノースシュロップ

シャー（North Shropshire）、オスベストリー（Oswestry）、シュールズベリーアンド

                                                                                                                                                            
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_structural_changes_to_local_government_in_Engla
nd（最終閲覧日：2011 年３月 19 日）。 
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アッチャム（Shrewsbury and Atcham）、サウスシュロップシャー（South Shropshire）
及びレキン（The Wrekin）６つのディストリクトを包含していた。1998 年にレキン

がテルフォードアンドレキン（Telford and Wrekin）30と名前を変え、ユニタリーとな

ったことでシュロップシャーは一層制と二層制の混成地域となった。面積は 3,197km2、

人口は 29 万 2,800 人で 97％が白人の地域である31。

図１ シュロップシャーのディストリクト32 

 

２ シュロップシャーにおける再編の動向

 先にも述べたように、シュロップシャーでは既に 2006 年４月に地方自治体検証会議

が設立され、６つの自治体からチーフエグゼクティブ、財政部長（Director of 
Resources）、議会の与野党のリーダーなどが集まり議論を重ねた。この結果、

① ユニタリーのシュロップシャー（シュロップシャーカウンティ、オスベストリー、

サウスシュロップシャーが支持）

② 二層制の維持（シュールズベリーアンドアッチャムが支持）

という二つの案が作成された。その後、2009 年４月１日にユニタリーが誕生するまで

関係者の間で議論が行われ、また様々な取り組みがなされていった。この動きについ

てまとめたのが表１である。

表１ シュロップシャーにおけるユニタリー創設までの動き33

 
 年月日 出来事 

１ 2006 年２月 当時のミルバンドコミュニティ・地方自治担当大
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30 人口は 2008 年で 16 万 2,000 人である。
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Shropshire（最終閲覧日：2011 年３月 14 日）。
32 １がノースシュロップシャー、２がオスベストリー、３がシュールズベリーアンドア

ッチャム、４がサウスシュロップシャー、５がブリグノース、６がレキンである。

http://en.wikipedia.org/wiki/Shropshire（最終閲覧日：2011 年３月 19 日）。
33 本表は The Story of Shropshire Council の主要部分を抜粋して翻訳したものである。 



 臣がシュロップシャーを訪問。 
２ 2006 年４月４日 地方自治体検証会議を設置（2007 年９月６日ま

で）。 
３ 2006 年 11 月 29 日 カウンティによって地域に予算の決定権を移譲す

るなど住民自治を推進するための地方協働委員会

（Local Joint Committee）が 27 設置された。 
４ 2006 年 11 月―2007 年１月 ブログによってシュロップシャーのユニタリー化

に関する意見の募集（このほか、電話、手紙など

でも受付）。 
５ 2007 年１月 22 日 シュロップシャーのユニタリー化に関する事業計

画の提案（カウンティとオスベストリー、サウス

シュロップシャーが支持、他の３自治体は署名せ

ず）。 
６ 2007 年１月 24 日 シュールズベリーアンドアッチャム、ブリグノー

ス及びサウスシュロップシャーの世論調査でユニ

タリー化に反対の結果が示される。 
７ 2007 年３月 27 日 国からシュロップシャーのユニタリー化に関し

て、12 週間の利害関係者からの意見聴取を始める

旨連絡。 
８ 2007 年４月 19 日 シュールズベリーアンドアッチャムが訴訟を提

起。 
９ 2007 年５月 サウスシュロップシャーが選挙で多数派が代わっ

たことによってユニタリー化支持を撤回。 
10 2007 年６月 19 日 訴訟が高裁で審理されることが決定。 
11 2007 年 10 月４日 シュールズベリーアンドアッチャムを除く各自治

体のチーフエグゼクティブなどから構成される協

働移行チーム（The Joint Implementation Team）

34が結成される。 
12 2007 年 10 月 10 日 訴訟が高裁で棄却される。 
13 2007 年 10 月 16 日 協働移行チームにシュールズベリーアンドアッチ

ャムが加わる。 
14 2007 年 10 月 17 日 シュールズベリーアンドアッチャムが訴訟に対す

る対応を発表する35。 
                                                   
34 地方自治体検証会議に代わるもので、２週間に１回、会合を開いていた。
35 以下の４項目からなる。

①シュールズベリーアンドアッチャムは今後一切訴訟に関して費用を支出しない。

②訴訟はチェスターのコングレトンバラ（Congleton Borough）によって先導されている

ものである。 
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15 2007 年 12 月 シュールズベリーアンドアッチャムのチーフエグ

ゼクティブが退任する。 
16 2008 年２月 20 日 下院でシュロップシャー令（Shropshire Order）

が可決。 
17 2008 年２月 25 日 貴族院でシュロップシャー令が可決。 
18 2008 年２月 28 日 コミュニティ・地方自治担当省の事務次官

（Permanent Secretary）がシュロップシャーを

訪問し、関係者と意見交換を行う。 
19 2008 年２月 29 日 カウンティやディストリクトのリーダーなど 29

人の議員からなる移行幹部会議（Implementation 
Executive:IE）の初会合が開催される。ここでユ

ニタリー化に向けた方針が決定されるとともに新

団体の名称がシュールズベリーカウンシルとする

こととされた。 
20 2008 年３月４日 訴訟が控訴院で棄却される。 
21 2008 年５月 21 日 ユニタリー化に向けた各種計画が IE によって承

認される。 
22 2008 年６月 17 日 地方自治担当大臣がシュロップシャーを訪問する。 

 
23 2008 年 12 月 17 日 予算計画などが IE によって承認される。 
24 2009 年１月５日 ユニタリーの暫定チーフエグゼクティブが決定さ

れる。 
25 2009 年１月 28 日 コンスティチューションが IEによって承認される。 

 
26 2009年２月23日―３月19日 ユニタリー化に関する説明会が開催される。

 
27 2009 年４月１日 ユニタリー発足。 

３ シュロップシャーにおけるユニタリー化に向けた具体的な取り組み36

（１）ユニタリー化に関する議論

先にも述べたように、地方自治白書の発表前からシュロップシャーではユニタリー

                                                                                                                                                            
③よってこの訴訟の経費は他の自治体によって賄われている。

④シュールズベリーアンドアッチャムの議員と職員はユニタリー化に向けた議論に参加す

る。

36 具体的な取り組みについては、2011 年３月３日に面談した事務改善部長（Corporate 
Head of Business Improvement）で再編当時、プログラムマネージャーだったウェンディ

マーソン氏（Wendy Marston）のインタビュー内容やシュロップシャーで入手した資料な

どを元にしている。  



－ 81 －

化の議論を始めていた。特に、カウンティはこの地域の地理的条件や財政的な状況か

ら一層制の導入は必要と考えていた。カウンティの議員は保守党が過半数を占めてい

たが、野党も含めて全員一致でユニタリーの望ましいと決定を行った。それを踏まえ

て当時のチーフエグゼクティブは他の５つのディストリクトのチーフエグゼクティブ

などと会合を開き、この点について協議を始めた。その中で、第一候補がユニタリー

のシュロップシャー、第二候補が二層制の維持のままで効率的な行政サービスの提供

を模索すると言うことが決められた。当初はカウンティと２ディストリクトがユニタ

リー化に賛成、残りの３ディストリクトのうち、シュールズベリーアンドアッチャが

二層制の維持37、他の２ディストリクトは明確な姿勢を示さないという状況だったが、

2007 年の統一地方選挙で賛成だったサウスシュロップシャーが反対に回ったことや、

カウンティ内の中心都市であるシュールズベリーアンドアッチャムが訴訟を提起した

ため、訴訟の当初は幹部クラスでは協議が難しい局面が増えていった。その一方で、

事務レベルでは淡々と移行手続きを進めていった。

一方、国会では法案の審議が進み、また、高裁で棄却されたことなどもあって、ユ

ニタリー化反対の急先鋒であったシュールズベリーアンドアッチャのチーフエグゼク

ティブは退任を余儀なくされ、2008 年２月にユニタリー化に関するシュロップシャー

令が可決されたことで 2009 年の移行は決定的となった。

なお、当時のプロジェクトマネージャーだったマーソン氏によれば、「国や関係機関、

地域住民などと様々な協議を重ねていった。その際、地域住民の多くは関心を示して

いない、すなわち、地方自治体が一層制だろうが二層制だろうが、適切な行政サービ

スが提供されればそれであとは無関心という傾向が明らかとなった。その意味では、

特に一層制に強い支持があった訳ではなかったが、別の言い方をすれば二層制を是非

維持して欲しいという強い反対があった訳でもなかった。」とのことであった。地方自

治体関係者が様々な議論を重ねていたにも関わらず、地域住民の多くは無関心だった

ということは 90 年代の地方自治体再編でも指摘されていたことである。

（２）移行に向けた取り組み

 ユニタリー移行に向けて、シュロップシャーではその内部構造の統合や行政サービ

スの提供方法などに関する青写真である、One Council for Shropshire（以下「青写真」

という。）を 2008 年１月 30 日に協働移行チームが作成し、同年５月 21 日に移行幹部

会議によって承認を得ている。

 青写真には、ユニタリーの基本的な方向性や行政サービス提供に関する基本方針、

ガバナンス、組織構造、移行手続きなどが示されている。具体的には８つの項目が示

されていて、それぞれ具体的、あるいは抽象的な政策目標が掲げられている38。 

                                                   
37 当時のシュールズベリーアンドアッチャムの議会は保守党が与党で、これはカウンテ

ィも同様であった。すなわち、会派の違いによる対立というよりもカウンティとディスト

リクトの主導権争いがあったようで、この点もやはり 90 年代の再編に数多く見られた傾

向である。
38 青写真、pp.６-７. 



①強く、分かりやすい、戦略的な指導力（Strong visible strategic leadership）
②シュロップシャーの強力な声（Strong voice for Shropshire）
③シュロップシャーの地域の声（Local voice for Shropshire）
④改善された行政サービスの提供（Improved service delivery）
⑤より良い行政へのアクセス（Better access）
⑥調達の改善（Improved procurement）
⑦財政基金（Financial savings）
⑧カウンシルタックスの増税の抑制（Lower Council Tax increase）
このうち、具体的な政策目標が掲げられている③、⑤、⑦、⑧については以下のとお

りである。

③：シュロップシャーを３つの地域に分けそれぞれに調整委員会（Regulatory 
Committee）39を設置するとともに、人口 5,000 人から２万 5,000 人までの間で地域

審議会（Local Joint Committee）を設け、地域の声を吸い上げる。

⑤：人口１万人以上の地域及び人口 5,000 人以上で１ha 当たりの人口が 10 人以上の

地域には職員常駐のワンストップオフィスを、人口 2,000 人以上で１ha 当たりの人口

が１人以上の地域にはオンラインのビデオ窓口を、人口 1,000 人以上で１ha 当たりの

人口が 0.5 人以上の地域はボランティアとインターネットによるアクセスポイントを

設置する。

⑦：移行に伴って 780 万ポンドの余剰を出し、４年間で 3600 万ポンドの余剰を生み

出すとともに、サービスの均質化のために 460 万ポンドの投資を行う。

⑧：カウンシルタックスの増税率を向う３年間で０から 3.5％に抑える。

 このほか、青写真では議会における委員会の構成、組織などが示されていて、ユニ

タリーは７つの部と 34 の課レベルが設けられることとなっていた。

移行作業に携わったマートン氏によれば、

「現行の地方自治体業務を行いながらユニタリーという新しいシステムの準備を行う

という２つのことを同時平行で進めたため、担当職員の負担は多く大変だった。」

「財政状況が厳しい中で、カウンシルタックスの上昇率を抑えるのが大変だった。」

「移行に当たっては、職員や住民とのファイスツウフェイスのコミュニケーションを

大事にした。いわゆるインクルーシブアプローチ（多くの人を巻き込む手法）を取っ

た。ICT だけでは限界がある。」

「職員の削減については、自発的な退職だけにとどめた。インタビューを重ねて職員

の理解を求めた。また、187 のポストを削減した。」

「移行手続きを進めるために、ロンドンには毎月行って国職員と打ち合わせを行った。

国職員に対しては好意的。協力的であった。１年半にわたってビジネスプランの作成

を協力して行った。」

「様々な分野でジョイントチームをカウンティ、ディストリクトの職員で結成し、移

                                                   
39 調整委員会では、50 万ポンドの予算の使い道についても審議する。 
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行手続きを円滑に行った。また、議会もシャドーカウンシルを構成して準備を行った。

すなわち、行政的にも政治的にも円滑にユニタリーに移行できたと考えている。」

「移行コストは他の自治体に比べて少ないと考えられる。これは、コンサルタントの

手伝いは最低限にして、出来るだけ自前で計画策定などを行ったためである。」

とのことである。

（３）ユニタリーの効果と今後の課題

前述のマートン氏によれば、シュロップシャーにおいてユニタリー化することは必

然であり、どの行政分野もウィンウィンであったと考えられている。また、ユニタリ

ーとなったのは改革の第一歩に過ぎず、更なる組織の改革などが必要であると考えて

いるようである。これは既に連立政権が財政危機の中で、地方への歳出を大幅に削減

することを表明しているためでもあり、ここ数年間、経費の削減を大胆に進めないと

自治体運営が危うくなると言う認識を、シュロップシャーに限らず全ての自治体当局

が共有しているようである。

なお、ユニタリー移行後の効果として以下の点40が挙げられている。

① 2009 年度予算によってユニタリー化に伴い 1,030 万ポンド41の余剰を得ることが

出来た。これがなければカウンシルタックスを９から 10％上げるか、大幅な行政サー

ビスの削減を行わなければならなかった。

② ユニタリーに移行するための経費は見込み通り 360 万ポンドだった。

③ 自発的退職などによる人件費は 970 万ポンドで、このうち 740 万ポンドは 2008
年度予算によって、また、残りの 230 万ポンドは 2009 年度予算で対応した。

④ 2009 年度の投資予算（capital spending）は 9,800 万ポンドで、このうち 3,600
万ポンドはユニタリーになる前のカウンティやディストリクトから引き継いだ分であ

り、その大部分の 3,200 万ポンドについては、従前の団体の資本的経費や補助金で賄

われるため、多額の借金をする必要はない。

⑤ 27 の地域審議会を発足させ、これらに 96.5 万ポンド（最大７万ポンド）の地域

予算を人口に応じて配分した。

⑥ パリッシュに美化事業に対して最大 3,000 ポンドの補助金を交付した。

⑦ 30 のワンストップオフィスを設置した。

⑧ ４年間の余剰は当初の 3,600 万ポンドから 3,920 万ポンドに増加する見込みであ

る。

４ ユニタリー化に対する司法判断

（１） ユニタリー化を巡る訴訟

 今回の地方自治体再編に対しては、特にディストリクト側からの反発が強く、３つ

の訴訟が提起され、また、提起しようとする動きも少なからずあった。実際に訴訟が

                                                   
40 LGR IMPLEMENTION STOKE TAKE SUMMARY REPORT-SHROPSHIRE:2009.
41 当初見込みでは 788 万ポンドだったが、様々な取り組みによって更に 240 万ポンドほ

どの余剰を得ることが出来た。 
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提起されたのは、後述するベッドフォードシャーカウンティのほか、シュールズベリ

ーアンドアッチャムとコングルトンの２つのディストリクトだった。この２つのディ

ストリクトの訴訟に関しては地方自治体側の主張が共通していることから統合して審

理され、さらに訴訟を実際には提起しなかった多くの地方自治体が支援を行い、実質

的には集団訴訟の体をなしていた42。これは、今回の地方自治体再編を阻止しようとす

る動きだった。

（２） シュロップシャーにおける訴訟の経緯

 シュロップシャーではカウンティの提案が受け入れられ、ユニタリーに移行したが、

この提案に対しては、シュールズベリーアンドアッチャムが反対し、訴訟を提起した。

訴訟の経過については以下のとおりである43。

・シュールズベリーアンドアッチャムの提訴：2007 年４月 20 日

・コングルトンの提訴：2007 年５月 25 日

・審理の統合：2007 年６月５日

・審理の許可：2007 年６月 18 日

・高等法院44（High Court）の聴聞：2007 年９月 12－14 日

・高等法院による棄却（ただし上訴は認める）：2007 年 10 月 10 日

・控訴院45（Court of Appeal）による聴聞：2008 年１月 28-30 日

・控訴院による棄却：2008 年３月４日

（３） 訴訟理由46

 訴訟理由は大きく２つであった。第一に、政府が地方自治体の再編手続きを、実際

に法が制定される前に違法に開始してしまったという点である。第二に、政府が利害

関係者、特に公衆が再編を支持しているか否かの評価について違法に実行してしまっ

たという点である。これらについて更に具体的に分けると５つの論点となる。まず第

一の論点は、権限（Vires）に関するもので、大臣は制定法に基づく権限なしに、地方

自治体に再編に関して提案を求めたり、決定することは出来ないというものである。

 第二に、今回の地方自治体の再編手続きが進められている際にはまだ 2007 年地方自

治法は制定されておらず、よって 1992 年地方自治法によるべきであるが、それによら

ずに行われたという点である。第三に、ヨーロッパ地方自治憲章（European Charter 
of Local Self-Government）に関するもので、今回の再編手続きは、同憲章が地方自治

体の権限は法律47によらなければ侵害され、または制約されることはないとしている点

                                                   
42 Chisholm and Leach, p.105.
43 Ibid., p.106.
44 民事事件を扱う第一審の裁判所である。
45 最高法院の一部である。
46 訴訟の概要については、シュロップシャーの法務部長（Corporate Head of Legal and 
Democratic Services）のクレールポーター氏（Claire Porter）から戴いた概要ペーパーに

基づいている。
47 これも再編手続き中に 2007 年地方自治法がまだ法案（Bill）であったことを問題視し

ている。 
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に反するということである。第四に、公衆の支持ということに対して、大臣が当初設

定した各般からの幅広い支持（broad cross-section of support）ではなく、代わりに

支持に関して相応の見込みがある（reasonable likelihood）という基準で判断してし

まったということである。第五に、大臣が地方自治体再編に賛同している地方自治体

だけを地方自治コミュニティ省のウエブサイトにリンクを貼り付け、反対している地

方自治体にはリンクをさせなかったという点である48。

 控訴院はシュールズベリーアンドアッチャムとコングルトンの控訴を退け、2009 年

の再編はスケジュール通り行われた。この判断については適切ではなかったとの批判

もある49。

このほか、マーソン氏によれば、

「特にシュールズベリーのチーフエグゼクティブが議員を扇動したという要素が強

い。」

「カウンティのチーフエグゼクティブの夫が大臣の知人だということも非難の対象と

なるなど、泥仕合になってしまった。」

「30 万ポンドも訴訟に経費がかかった。最終的にチーフエグゼクティブは辞任した。

バリスターのアドバイス、ロンドンへの出訴費用など膨大だった。」

とのことであった。

第４節 ベッドフォードシャーのケース

１ ベッドフォードシャーの概要

 ベッドフォードシャーは、イングランドの東部、ロンドンから通勤電車で１時間弱

に位置していて、人口 60 万人、面積 1,235km2 のエリアである50。1998 年にルートン

（Luton）がユニタリーとなったことに伴い、ベッドフォードシャーカウンティと３つ

のディストリクト（ミッドベッドフォードシャー、サウスベッドフォードシャー、ベ

ッドフォードバラ）から構成されていた。

２ ベッドフォードシャーにおける再編の動向

（１）地方自治体の動き

 ベッドフォードシャーの中心都市であるベッドフォードバラは人口 16 万人弱で、近

年はロンドンに通勤する人も増え、ベッドタウン化しつつある。ルートンがユニタリ

ーとなった 90 年代の再編では、ベッドフォードバラもユニタリーとする案があったも

ののそれが実現しなかったことから、今回の再編で単独でユニタリーとなることを提

案した。また、郊外の田園地帯に位置するミッドベッドフォードシャーとサウスベッ

                                                   
48 この点については、リンクをするかしないは地方自治体に任せられていて、地方自治

コミュニティ省の責任ではないことがすぐ明らかとなった。
49 Chisholm and Leach, pp.120-123
50 ここの人口、面積にはルートンを含めている。すなわち、90 年代の再編以前のエリア

でのデータを示している。 
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ドフォードシャーは２つのディストリクトを統合して１つのユニタリー（ミッドアン

ドサウスベッドフォードシャー）になることを提案した。

 これらのディストリクトの動きに対抗して、ベッドフォードシャーは１つのカウン

ティと３つのディストリクトを統合して１つのユニタリーになることを提案した。

（２）国の判断

 このように、ベッドフォードシャーでは異なる３つの提案が国に提出された。この

うち、ミッドベッドフォードシャーとサウスベッドフォードシャーの提案は５つの基

準のうち、住民の支持以外は十分満たしていないという理由51で、2007 年３月に次の

段階に進むことが出来なかった。一方、ベッドフォードバラとベッドフォードシャー

の提案は次の段階に進み、利害関係者などの意見聴取も行われた。国が７月に行った

５つの基準に基づく評価では、16 の提案は３つのグループに分けられた。ベッドフォ

ードバラについては、ユニタリー化を実施すべきではあるが、財政的余裕度について

更に検討すべきというグループとされ、ベッドフォードシャーについては、５つの基

準を満たしながらもユニタリー化すべきではないというグループとされた。

 これら２つの提案については、更に検討が加えられ、12 月に新たに利害関係者への

意見聴取が行われることとなった。ここでは３月に一旦は見送られたミッドベッドフ

ォードシャーとサウスベッドフォードシャーの提案もコミュニティ・地方自治省から

の要請により 11 月に再提出され52、ベッドフォードシャーを２つのユニタリーとすべ

きか、１つのユニタリーとすべきかについて意見が求められた53。

３月に、コミュニティ・地方自治省は２つのユニタリーとすべきと決定したが、そ

の理由については、指導力と近隣自治の観点から優れているとした54。

 このようにベッドフォードシャーに関しては３つの提案が行われ、当初認められな

かった郊外におけるユニタリーも再提出が認められ、結果として判断基準も曖昧のま

まコミュニティ・地方自治省の意向にそった結果となった。この点については、その

プロセスの不透明さなどついては批判もある55。また、ベッドフォードシャーカウンテ

ィは、コミュニティ・地方自治省に対して自ら定めた手続きに反することをしている

と訴訟を提起したが、却下されてしまった56。

 この結果、2009 年４月にユニタリーのベッドフォードバラとセントラルベッドフォ

ードシャーが誕生し、従前のベッドフォードシャーはルートンを含めて３つのユニタ

リーに置き換えられた。 

                                                   
51 Chisholm and Leach, p.125.
52 Chisholm and Leach, pp.48-49.
53 Department for Communities and Local Government, Proposals for Future Unitary 
Structures in Bedfordshire Stakeholder Consultation, London: 2007.
54 Chisholm and Leach, p.49.
55 例えば、Chisholm and Leach では、今回の再編における国の考え方が首尾一貫しない

点など数多くの問題点を指摘している。
56 Chisholm and Leach, p.124. 
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図２ ベッドフォードシャーのユニタリー57 

 

３ ベッドフォードバラにおけるユニタリー化の取り組み58

 既にベッドフォードシャー内のルートンや西隣のミルトンキーンズが 90 年代にユ

ニタリーとなっていること、また、先述したようにベッドフォードバラも同様の動き

があったことから、国に対してユニタリー化の提案を行っている。2006 年当時のチー

フエグゼクティブと財政部長（現チーフエグゼクティブのシンプキンス氏）ともう一

人の部長が中心となってユニタリー化の作業に携わった。他の多くのカウンティ役所

が既にユニタリー化し、またはそれを目指していることや、ベッドフォードバラが 238
ディストリクトの中で人口が 14 番目に多かったことや 34 カウンティの中でベッドフ

ォードシャーが３番目に人口が少なかったことからも、ユニタリーになることは当然

であると考えられていた。

 シンプキンス氏によれば、

「ユニタリーのメリットは、簡素な構造ということが最も大きな要因だと考えられて

いた。」

「ディストリクトと新しいユニタリーを同時並行で事務を遂行することは大変だっ

た。」

                                                   
57 １がベッドフォードバラ、２がセントラルベッドフォードシャー、３がルートンであ

る。http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bedfordshire（最終閲覧日：2011 年３月 19
日）。
58 具体的な取り組みについては、2011 年３月１日に面談したチーフエグゼクティブのフ

ィリップシンプキンス氏（Philip Simpkins）のインタビュー内容やベッドフォードバラで

入手した資料などを元にしている。なお、同氏はベッドフォードに 20 年勤務している。 
 



「残念ながら、この地域の住民の関心はあまり高くなかった。」

「従前から、まちづくりの面でカウンティとディストリクトの両方の関与があったた

め、調整が大変だった。」

「ベッドフォードバラには自民党出身の直接公選首長59がいて、彼がユニタリー化に関

してリーダーシップを果たした。」

「ベッドフォードシャーによる訴訟は結局時間の無駄だった。」

「隣のユニタリーであるセントラルベッドフォードシャーとは必ずしも良好な関係で

はない。これは政治構造など、都市と田園など利害の対立もその一因になっている。」

とのことであった。

 このほか、ベッドフォードバラはベッドフォードシャーの中で非白人の比率が約

15％と高く、教育政策が重要な課題となっているが、この分野はカウンティに任され

ていて、十分な投資がなされていないこともユニタリー化を望んだ理由の一つとして

挙げられる。外部評価においてもディストリクトは上位に来ているのに対して、カウ

ンティは下位に低迷していることなどから、ベッドフォードバラがユニタリーになっ

たのは当然のこととも考えられるだろう。

 この結果、ベッドフォードバラがユニタリーに移行するための一時的な経費は 400
万ポンドで、行政のスリム化を進め、結果としてカウンシルタックスの上げ幅は 0.9％
にとどまった。一方、イギリスの経済が非常に悪く、特に現政権の財政削減は大幅で

あり、地方自治体はどこも財政運営に苦慮している。それは、シンプキンス氏の言葉

を借りれば、「地方自治体はソフトターゲット60、誰も好きではないからだ」というこ

とになるだろう。

なお、ベッドフォードバラでは、ユニタリーに移行後、４年間のコーポレィトプラ

ンを策定し、これに基づいて様々な活動を行っている。また、他の公共的な組織との

パートナーシップを重要し、2009 年から 2021 年までの戦略計画（Bedford Borough s 
Sustainable Community Strategy）を策定している。この計画では、ベッドフォード

バラパートナーシップ会議を設立し、地方自治体だけでなく、NHS や警察、消防、大

学、慈善団体などが加わり、持続可能な地域社会の構築に向けた取り組みを行ってい

る。

４ ユニタリー化に伴う財政規模等の変遷

 ベッドフォードバラは、ディストリクトがそのままカウンティの業務を継承し、ユ

ニタリーになったケースである。今回の調査でユニタリー移行前の 2008 年度予算と移

行後の 2009 年度、2010 年度予算の概要に関する資料を入手することが出来た。これ

らを比較することでイングランドの自治体がユニタリー化でどのように変わるか、特

にディストリクトに比べてカウンティがいかに多くの行政サービスを担っているかが

                                                   
59 ディブホグソン氏（Dave Hodgson）である。
60 Soft target、すなわち、攻撃しやすい標的のことである。 
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財政面から明らかにすることが出来るため、ここでは、これらの資料を元に、ユニタ

リー移行前後の財政比較を行う。

（１）歳入規模の比較

 イングランドの地方自治体の場合、予算には総計予算（gross budget）と純計予算

（net budget）の２つがある。大雑把に言えば、総計予算＝純計予算＋特定経費61とな

っている。2008 年度、2009 年度及び 2010 年度予算の純計ベースの歳入は表２のとお

りである。

表２ 歳入（純計）の比較（単位：千ポンド） 
項目 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

カウンシルタックス 9,325 71,580 73,830 

地方交付金62 1,886 9,910 6,860 

ビジネスレイト63 12,635 42,910 47,240 

その他 0 1,170 1,080 

合計 23,846 125,570 129,010 

 ユニタリー移行に伴って、純計ベースの歳入は５倍以上に増加し、特にカウンシル

タックスは８倍近く増加している。その一方でビジネスレイトは４倍以下となってい

る。これからも明らかなように、いかにカウンティが多くの行政サービスを提供し、

また、地方税であるカウンシルタックスを費消しているかがよく分かる。カウンティ

のカウンシルタックスもディストリクトが徴収しているため、ディストリクト側は、

なぜカウンティの分の税金までやらされなければいけないのか、という不満は強い。

さらに次表を見ればこの点はより明らかになるだろう。イングランドではカウンシル

タックスの標準的な世帯（バンド D）が支払う税金がどのように公共団体に配分され

るかについて各世帯に知らせている。これについて３か年度の比較を行ったものが表

３である。

表３ カウンシルタックスの配分先の比較（単位：ポンド） 
項目 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

ベッドフォードシャー 1,123.47 0 0 

                                                   
61 ベッドフォードバラのパンフレット（Financial Summary Information foe 2008/09）
によれば、投資的収入と他会計の調整（Investment Income and other accounting 
adjustments）とされている。なお、2008 年度予算はこのパンフレット、2009 年度以降

の予算はベッドフォードバラのパンフレット（Your Council Tax 2010/2011）のデータを

用いた。
62 Revenue Support Grant である。
63 非居住用レイト（Non-Domestic Rate）とも呼ばれている。 
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ベッドフォードバラ 149.32 1,284.22 1,313.75 

警察 135.28 140.56 144.77 

消防 78.84 81.63 82.44 

パリッシュ 19.67 21.06 22.75 

合計 1,506.58 1,527.47 1,563.71 

 これを見れば分かるように、2008 年度のカウンシルタックスは、ディストリクトを

１とすれば、カウンティは 7.5 となる。また、警察の分担金がディストリクトのカウ

ンシルタックスに匹敵することも特徴の一つとして挙げられる。

（２）歳出規模の比較

 一方、歳出については、2008 年度と 2009 年度以降では項目の分類が異なるため、

単純な比較は出来ないが、例えば環境分野では、ごみの収集（ディストリクトの事務）

とごみの処理（カウンティの事務）が一体化したことによって環境分野の歳出が大幅

に増えている。また、教育分野の予算がカウンティから移管されたことによって子ど

もサービスが総計ベースでは 45％も占めるようになっている。なお、教育関係は 90％
近くが国からの補助金で賄われている。

表４ 2008 年度総計予算の歳出内訳（単位：千ポンド） 
項目 2008 年度 

レジャー 17,689 

環境 9,747 

都市計画 6,850 

交通 1,935 

住宅 3,230 

投資・管財 10,524 

ユニタリー移行 3,182 

合計 53,157 

うち特定経費 29,311 

表５ 2009 年度及び 2010 年度予算の歳出内訳（単位：千ポンド） 

項目 
2009 年度純

計 

2010 年度総

計 
うち特定経費 

2010 年度純

計 

成人サービス 34,360 48,290 13,940 34,350 

総務 15,230 19,450 5,070 14,380 

子どもサービス 20,440 171,180 150,610 20,570 

環境・コミュニティ 35,480 51,430 16,600 34,830 
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投資・管財 18,910 91,680 68,060 23,620 

合計 124,420 382,030 254,280 127,750 

 表６は投資計画の内訳である。2008 年度は 1,280 万ポンドだったので、2010 年度

は３倍以上となっていることが特筆される。これは教育分野の投資が集中したことを

表している64。

表６ 投資計画の内訳（単位：千ポンド） 
項目 2010 年度 2011 年度 2012 年度 合計 

成人サービス 800 500 500 1,800 

子どもサービス 23,000 10,000 17,900 50,900 

環境・コミュニティ 15,400 11,800 7,900 35,100 

投資・管財 1,600 5,800 3,800 11,200 

合計 40,800 28,100 30,100 99,000 

          

補助金・寄付金 21,800 7,600 6,400 35,800 

資本的収入 100 100 0 200 

教育補助金 1,000 3,500 11,400 15,900 

借入金 17,900 16,900 12,300 47,100 

第５節 チェシャーのケース

１ チェシャーの概要

 チェシャーはイングランドの北西に位置し、ウェールズに接した地域である。人口

は約 100 万人、面積は 2,343ｋｍ2 で、元々は農業地帯であるが、近年、日本企業など

工場も増えている地域である。

 1974 年の自治体再編によって、チェシャーの一部地域はマンチェスターやダービー

シャーに併合されたり、逆に他地域から一部がチェシャーに編入されるなど区域の変

更が行われている。1990 年代の再編ではハルトン（Halton）とウォーリントン

（Warrington）がユニタリーに移行し、2004 年には北イングランドで地域議会

（Regional Assembly）の導入の是非を問う、郵便による住民投票が行われたが、これ

が圧倒的多数で否決されたことから、当初チェシャーでも予定されていた住民投票は

実施されなかった。

２ チェシャーにおける再編の動向

（１） 再編に関する提案 

                                                   
64 この点は 2010 年度の財源内訳で補助金・寄付金が突出していることからも明らかであ

る。 
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 今回の再編前にはチェシャーカウンティには、チェスター（Chester）、コングルト

ン（Congleton）、クルーアンドナントウィッチ（Crewe and Nantwich）、エルスメア

ポートアンドネストン（Ellesmere Port and Neston）、マックルスフィールド

（Macclesfield）及びヴェイルロイヤル（Vale Royal）の６つのディストリクトがあっ

た。2007 年１月締め切りのユニタリー化の提案では、チェシャーでは３つの案が提出

された。それはチェシャーカウンティによる１ユニタリー、チェスターによる２ユニ

タリー、そしてエルスメアポートアンドネストンによる３ユニタリーの提案だった。

カウンティの提案はカウンティ全体が１つのユニタリー、すなわちカウンティがディ

ストリクトを廃止してユニタリー化するというものであった（図３）。またチェスター

の提案はカウンティ全体を西と東に分け、それぞれ３つのディストリクトとカウンテ

ィの一部が統合してユニタリー化するというものであった（図４）。エルスメアポート

アンドネストンの提案はカウンティ全体を西と中部、東の３つに分け、それぞれ２つ

のディストリクトとカウンティの一部が統合してユニタリー化するというものだった

（図５）。

図３ １ユニタリー案65 

 

図４ ２ユニタリー案66 

                                                   
65 http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_England_referendum,_2004（最終閲覧日：

2011 年３月 18 日）。なお、１はハルトン、２はウォリントン、３はチェシャーユニタリ

ー案である。
66 http://en.wikipedia.org/wiki/Cheshire（最終閲覧日：2011 年３月 18 日）。 



 

図５ ３ユニタリー案67 

 

 ３つの提案のうち、３ユニタリー案については、2007 年３月、コミュニティ・地方

自治省によって基準を満たさないことから次の段階に進めない旨の発表があり、チェ

シャーでは１ユニタリーと３ユニタリーの２つの案が次の段階に進み、利害関係者な

どの意見聴取が行われた。

（２）チェシャーカウンティによる住民意識調査

 チェシャーカウンティは地域住民を対象に電話、インターネット68、更には訪問面接

法による住民アンケートを実施している。ここでは最も信憑性の高い訪問面接法によ

る調査結果を中心に触れることとする。 

                                                   
67 http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_England_referendum,_2004（最終閲覧日：

2011 年３月 18 日）。なお、１はハルトン、２はウォリントン、３はチェスターアンドウ

ェストチェシャー案、４はミッドチェシャー案、５はイーストチェシャー案である。
68 インターネット調査の諸課題としては、無作為抽出ではないこと、極端な傾向を示す

可能性が高いことなどが挙げられる。田村秀『データの罠 世論はこうしてつくられる』

（集英社新書、2006 年）。 
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 チェシャーカウンティは専門調査機関に委託して 2007 年５月に無作為抽出による

訪問面接法を用いた住民アンケート調査を実施した69。この調査によれば、どのような

地方自治体システムを望むかという設問では 39％がユニタリー、44％が現行の二層制

を支持した70。また、ユニタリー化する場合、どのようなシステムを望むかという設問

では 43％が１ユニタリーを、36％が２ユニタリーを支持した71。ディストリクト別で

見ると、チェスター（１ユニタリーが 46％、２ユニタリーが 22％、以下同様）、コン

グルトン（47％、33％）、クルーアンドナントウィッチ（41％、37％）、エルスメアポ

ートアンドネストン（40％、36％）、マックルスフィールド（39％、47％）、ヴェイル

ロイヤル（46％、40％）とマックルスフィールドだけが２ユニタリーの支持が高い。

これはチェシャーカウンティの役所所在地がチェシャーになっていて、東の中心都市

であるマックルスフィールドからすれば、１ユニタリー化はより寂れてしまうという

危機感の表れと分析している72。このほか、現在のカウンティ、ディストリクトの議員

総数について聞いたところ,半数が分からないと答え、正解（301 人～400 人：実際は

374 人）のグループを答えたのはわずか５％だった73。

 また、電話調査74では、46％が１ユニタリー化を支持し、22％が２ユニタリー化を

支持し、現状維持は 14％だった。インターネットによる調査では 80％が１ユニタリー

化を支持し、８％が２ユニタリー化を支持し、現状維持は 12％だった75。

 これらの調査結果から見ると、全般的には１ユニタリー化の支持のほうが多いこと

が読み取れる76。

（３）チェシャーの再編結果

 チェシャーカウンティの調査結果では、どちらかというと地域住民はカウンティに

よるユニタリー化を希望していたとともに、2007 年７月にコミュニティ・地方自治省

が公表した５つの基準に対する評価では、ベッドフォードシャー同様、チェシャーも

１ユニタリー化は全て肯定的なものだった77。それにも関わらず、コミュニティ・地方

                                                   
69 サンプル数は 1,001 であるが回収率は記載されていない。Cheshire County Council, 
Proposals for Local Government Re-organisation Survey 2007, Cheshire :2007.
70 Cheshire, p.13.
71 Ibid., p.15.
72 Ibid., p.25.
73 Ibid., p.19.この結果からも、この地域でも地方自治体そのものや再編に対する関心は

決して高くないということがうかがえる。
74 2007 年の春に実施されたもので、サンプル数は 1,205（回収率は不明）、そのうち地方

自治体の再編については 370 サンプルに質問したものである。Cheshire County Council, 
 Your Cheshire  Telephone Survey Spring 2007, Cheshire :2007.
75 これは自らの意志でウエブサイトにアクセスし、調査票に回答した者の結果であり、

無作為抽出を本旨とする世論調査とは大きくかけ離れた内容となる点に留意が必要である。

Cheshire County Council, Local Government Reorganisation in Cheshire 2007 eSurvey 
Summary Report, Cheshire :2007.
76 これに対して、インタビュー調査では、「カウンティは１つのユニタリーを望んでいた

ので、それに沿った意向調査が行われた。」との話があった。
77 Chisholm and Leach, p.19. 



自治省は２ユニタリー化を進め、１ユニタリー化を次の段階に進めなかった。

 この点については、コミュニティ・地方自治省から関係のチーフエグゼクティブに

宛てた文章78の中で理由を明らかにしている。それによれば、住民からの支持に関して

は４つのディストリクトでは２つの提案のうちのどちらかに対してはっきりとした賛

成が読み取れるが残りの２つはどちらの提案にも否定的であり、また、これらの結果

については注意深く扱う必要もあり、両提案ともこの基準は満たしていると考えられ

る。そこで残りの４つの基準について検討を加えると、チェシャーでは西と東に分か

れた風土があり、２ユニタリーが協力すれば、マンチェスターとリバプールのような

関係になって経済発展をすることも可能であり、結果としてこれらの基準に合致する

ので２ユニタリー化を進めるということが示されていた。

 これに対して、コングルトンは訴訟を提起し、シュロップシャーとともに国の進め

方の違法性を争ったが79、前述のように却下され、2009 年４月からチェシャーウエス

トアンドチェスター（Cheshire West & Chester）とチェシャーイースト（Cheshire 
East）の２つのユニタリーが誕生した。

３ チェシャーウエストアンドチェスターにおける再編の取り組み80

（１）チェシャーにおける政治状況

 今回の調査で、リーダー、チーフエグゼクティブとも地方自治体の再編は基本的に

政治的な状況の中で決められたものであり、当時の労働党政権の思惑に沿って２つの

ユニタリーが誕生したと考えていることが明らかになった。そのため、まず、再編前

の各地方自治体の政治状況について見ることにする。当時、カウンティは保守党、ま

た、ディストリクトのうち４つも保守党が過半数を占め、その一方で、クルーアンド

ナントウィッチは労働党が比較第一党ではあったものの過半数を占められず、労働党

が過半数を占めていたのはエルスメアポートアンドネストンだけだった。このような

状況の中で、保守党の強いチェスターに、労働党の強いクルーアンドナントウィッチ

とエルスメアポートアンドネストンをつけることで労働党支配のユニタリー（チェシ

ャーウエスト＆チェスター）を作りたいという思惑が国関係者にあったとされている。

また、保守党の強いカウンティを解体することで労働党の勢力をこの地域に盛り上げ

たいという思惑もあったようである。 

                                                   
78 これは、チェシャーの構造を変える、2008 年チェシャー令の説明文書

（EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE CHESHIRE(STRUCTURAL 
CHANGES)ORDER2008）の付属としてつけたれている手紙（Annex B: Text of letter 
setting out reasons for the Secretary of State s decision of 25th July 2007）である。
79 カウンティでも当時のリーダーが国を訴えようとしたが断念した。

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheshire（最終閲覧日：2011 年３月 18 日）。
80 具体的な取り組みについては、2011 年２月 28 日に面談したリーダーのマイクジョーン

ズ議員（Mike Jones）、アーサーハラダ議員（Arthur Harada）、並びにチーフエグゼク

ティブのステーブロビンソン氏（Steve Robinson）のインタビュー内容や入手した資料な

どを元にしている。 
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 これは当時、この地域の国会議員は労働党で多数を占めていたことから、地方自治

体に対しても影響力を施したいということが背景にあったようである。このほか、チ

ーフエグゼクティブのロビンソン氏によれば、「３つだと多すぎて１つだと少なすぎる。

２つだとちょうど良いと思った人も少なくなかったのではないだろうか。」とのことで

あった。

（２）移行に向けた取り組み

 このように保守党議員が多かったということもあり、全般的にはユニタリー化には

必ずしも積極的ではなかった。経済界もチェシャーが２つに分かれるということでチ

ェシャーチーズに代表されるようなチェシャーブランドが売りにくくなるのではない

かといった危惧も出されている81。インタビューを通じて明らかになった、移行に関し

ての諸課題や移行に当たっての取り組み等、は以下の通りである。

「ユニタリー化に当たっては、スマートで効率的な自治体を目指した。」

「財政が厳しい状況にあることから、バリューフォーマネーの観点を重視した。」

「カウンシルの規模はディストリクトに比べると大きくなったが、コミュニティレベ

ルの活動が大事であり、今後もこれを重視していく。」

「いわゆるシャドーカウンシルは当時の各自治体議員が兼ねることが出来たが、チー

フエグゼクティブについては、３つのディストリクトとカウンティの半分を引き継い

だ構造になっていたため、雇わないといけなかった。そのため、公募によって、既に

ユニタリーとなっているストークオントレント（Stoke-on-Trent）のチーフエグゼク

ティブ、ロビンソン氏が適任者として 2008 年 10 月に雇われた82。」

「ユニタリーへの移行に当たっては、４つのカウンシルから職員を出してチームを作

った。そして、100 のダイレクターレベルを廃止した。ユニタリーへの移行は職員に

とって大変な負担だった。なお、組織の簡素化、改革については日本の企業のマネジ

メントに学んでいる面がかなりある。」

「ユニタリー化のメリットは、道路や街路を一体的に管理出来るということが大きい。

現在、カウンティとディストリクトは、道路の幅で管理者が変わることになっている

が、これは住民からみてとても分かりにくい。この点は街路樹の管理も同様である。」

「この地域には歴史的な街並みとともに企業（ケミカル、飛行場）なども多い。新た

な開発と保全をいかに調和させていくかが今後の課題である。また、観光客は比較的

多いものの、滞在観光客がまだ少ないことから、これを増やすことも重要である。」

「東と西の関係については、最初はあまりよくなかったが今は少しは改善されている。

だが、西は、どちらかというと新しいことに挑戦していく、いわば、チャレンジング

                                                   
81 そのため、現在では旧カウンティの境界に、「チェシャーへようこそ（Welcome to 
Cheshire）」、という看板を掲示している。
82 ちなみに彼の年収は 18 万ポンドである。

http://www.chesterchronicle.co.uk/chester-news/local-chester-news/2010/01/28/cheshir
e-west-and-chester-council-chief-executive-steve-robinson-given-7-000-golden-hello-59
067-25700243/（最終閲覧日：2011 年３月 18 日）。 
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でリスクテイキングな風潮があるのに対して、東の方はステディで現状維持的と両ユ

ニタリーはかなり性格が異なるのでなかなか協調していくのは難しいかもしれない。」

「現在でも新しい本庁舎では本会議を開くことが出来ないため、20 キロほど離れた分

庁舎で開いている。事務所が分散していることのデメリットも少なくない。」

（３）移行に伴う財政負担

 チェシャーウエストアンドチェスター誕生に伴う移行経費と余剰については表７の

通りである。

表７ 移行経費の内訳83（単位：千ポンド） 
項目   

雇用契約解除関係 15,200 

 うち解雇 6,000 

 うち年金費用 9,200 

    

移行費用 8,224 

 うち移転経費 500 

 うちＩＣＴ  3,016 

 うち新体制整備費 1,889 

 うち早期雇用 1,384 

 うち選挙経費 1,104 

 うちその他 331 

    

移行経費合計 23,424 

 移行経費は当初、829 万ポンド程度が見込まれ、その後、コミュニティ・地方自治

省によって 1,250 万ポンドに上方修正されたが、それよりも２倍近くなっている。特

に人員の削減に伴う退職手当の加算や年金にかかる費用などが大きくなっているのが

特徴的である。

 これに対して、職員の削減や契約経費の削減などによって、1,424 万ポンドの余剰が

生じている。これは当初の見込みであった 1,505 万ポンドとほぼ一致している。

第６節 再編に対する評価

１ イングランド地方自治体協会84メンバーの評価

                                                   
83 Cheshire West & Chester, Summary of Transitional Costs and LGR Savings:2010.
84 イングランド地方自治体協会（Local Government Association）はイギリスの地方自治

体の連合組織で、以前は日本の地方自治関係連合組織のようにディストリクトやカウンテ

ィ毎に組織されたが、1990 年代の自治体再編の際に激しく対立したという教訓を踏まえ

て統合されたものである。 

－ 97 －



 今回の調査で、イングランド地方自治体協会のマネジャーであるタイラー85氏を訪問

し、同氏からノーザンバーランド（Northumberland）の議員であるサンダーソン氏86

を紹介された。これは、イングランド地方自治体協会としては特段公式に地方自治体

再編について公式な意見を表明しているわけでもないこともあり、個別のメンバーの

意見を求めたものである。サンダーソン氏の地方自治体再編に関する評価は以下の通

りである87。

① 地方自治体再編に対する評価

 ノーザンバーランドの場合、地方自治体再編は大変な手間で、これは地方自治体に

とっても国にとってもほとんど経験をしたことのないものだった。コミュニティ・地

方自治省の担当職員はノーザンバーランドの関係職員や議員から信任を得ることが出

来なかった。ほとんど手探りで誰に聞けばいいのか、どこにいけばいいのかもほとん

ど分かっていなかった。ノーザンバーランドでは労働党が支配しているカウンティが

ユニタリー化を強引に進め、廃止される６つのディストリクトの議会は激しく抵抗し

た。そのため、決して良好な協力関係は構築されなかった。

② 関係者の反応

 利害関係者や関係団体は数多くの自治体から自分たちを支持するようにしつこく求

められたことから、結果としてこのような取り組みが関係者に悪い印象を与えてしま

った。あるものはユニタリーを望ましいものと考えるようにあり、あるものは逆にユ

ニタリーを望ましくないものと考えるようになった。支持を得るための競り合いが

様々な苦悩を生み出し、いまだにこの傷の一部は癒えないでいる。この地域はイング

ランドの北東部、スコットランドとの境界に位置し、2004 年の地域議会設立の是非を

問う住民投票でユニタリー化を拒否している。このため、今回の再編でユニタリー化

が押しつけられることになり、多くの住民は歓迎していないが、彼らにはユニタリー

化のプロセスに対する抵抗力もなければ声を上げる機会もなかった。

③ 再編に関する問題点

 地方自治体再編に関する最大の問題点は十分な財源がないということである。予想

されていた財政余剰は実現しなかった。組織の再構築と人員のスリム化にあまりにも

長い時間がかかってしまった。ユニタリー化に関するメッセージは効果的に伝わらず、

例えば GPS 機能付きの車によるゴミ収集車の行程の最適化は当初想定していたより

も導入時には遙かに複雑で効率的ではなかった。職員は行政の中枢に置かれず、結果

としてその多くはやる気を失っていった。労働党政権は結果としてカウンティ議会に

破局をもたらした。すなわち、当時のカウンティの内閣（Cabinet）のリーダーや副リ

                                                   
85 グレッグタイラー氏（Greg Taylor）は地方自治体協会の公共宣伝課長（Public Affairs 
and Campaigns Manager）である。
86 サンダーソン氏（Hugh Sanderson）は保守党の議員で 2008 年に初当選している。な

お、ノーザンバーランドの HP では全ての議員の議会への出欠状況が示されている。

http://committees.northumberland.gov.uk/aksnorthumberland/users/public/admin/mai
n.pl?op=ListCurrentMembers（最終閲覧日：2011 年３月 19 日）。
87 サンダーソン氏からメールにて回答を得たものである。 
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ーダーなどの幹部は、労働党の支部から候補者として選考されなかったり、選挙で落

選するなど全て議席を失った。しかもこの支部は労働党が支配していた、廃止された

ディストリクトの元議員によって運営されていたということであり、労働党内の対立

を先鋭化させてしまったのであった。結果として 2008 年の地方選挙で 67 の定数のう

ち、初めて自民党が 25 と一番多くの議席を占め、保守党が 19、労働党は 17 と惨敗を

喫している。

④ 労働党政権に対する評価

 労働党政権にとっては当時の副首相で、地方自治担当のプレスコット氏が強力に提

唱した地域アジェンダ（regional agenda）からの当然の流れとしてユニタリー化を捉

えていたと考えられる。同氏は 2008 年度にこの提案を実現しようと強力に推進してい

た。しかしながら、政府内部でこの提案に関心を持つものがほとんどいないという問

題が顕在化してしまった。このため、ユニタリー化の過程やユニタリー化を実現させ

る上で政府内部でほとんど支援や財政的な援助の枠組みが構築されなかったと考えら

れる。

２ アカデミックの評価

 90 年代の再編同様、今回の地方自治体再編についても基本的にはアカデミックの評

価は否定的なものである。地方自治の母国といわれながらも、その実態は中央集権の

度合いが他国よりも強く、また、法律一本で地方自治体、更には地方自治制度すら廃

止できるということに対して、従来から憲法的保障88が必要だという議論も少なくない。

再編は地方自治体数の減少を意味する。この点について、代表民主主義の観点から、

英国は人口あたりの代表議員数も少ない状況だが、これをさらに少なくなることを危

惧する意見（例：ジョージジョーンズ LSE89名誉教授）も多い90。

 また、本論文でも引用したマイケルチショム氏（Michael Chisholm）とスティーブ

リーチ氏（Steve Leach）の著書、「BOTCHED BUSINESS The damaging process of 
reorganising local government 2006-2008」には、今回の再編に対して痛烈な批判を

繰り広げている。そもそも本の題名が「へまなやり方でダメにされた（下手に継ぎ当

てをした）仕事」と訳せるように、今回の国主導による再編の手続きの問題点を様々

な角度から論じている。例えば、シュールズベリーなどによる訴訟でも明らかになっ

ているように、地方自治体再編の手続きは、当時はまだ 2007 年地方自治法は施行され

ておらず、1992 年地方自治法によって、すなわち、地方自治体委員会の業務を引き継

いだ区域委員会が行うべきなのにそれが無視されていることや、国が首尾一貫しない

手法で主導したことから多くの政治的な混乱や不信を招いたことなどを厳しく非難し

ている。結局は、90 年代の再編とは手続き面では異なるものの、基本的には地方自治

                                                   
88 もちろん、イギリスには成文憲法はない。
89 London School of Economics and Political Science の略である。
90 内貴滋『英国行政大改革と日本 「地方自治の母国」の素顔』（ぎょうせい、2009 年）、

34 頁。 



を著しく侵害した形でのユニタリー化が進められてしまったとしている。

第３章 イングランドの地方自治体再編からの示唆

第１節 1990年代の再編との比較

１ 手続きの比較

 1990 年代の地方自治体再編と 2009 年の再編では、その手続きに大きな相違点があ

る。1990 年代の地方自治体再編では、1992 年地方自治法に基づいて設立された地方

自治体委員会が、大臣の求めに応じて地方自治体構造の見直しを行い、大臣に対して

最終報告を行っている。これに対して、2009 年の再編では、国が基準等を示し、希望

する地方自治体の提案を求めたという点で手続きが明らかに異なる。

 すなわち、形式上は 1990 年代の再編では、国主導で、国が設置した第三者委員会が

作業を行ったのに対して、2009 年の再編では、地方自治体の提案を国が審査するとい

う形を取っている点が大きな相違点である。一方、1990 年代の再編で、法律の施行の

前に事実上再編がスタートしている点は 2009 年と同様である。すなわち、1991 年 11
月には既に地方自治体委員会が発足していて、2009 年の再編では、やはり法施行前に

再編作業が開始されている。

 また、どちらの再編も国によって、どのような考え方で検討されるべきかについて

指針を示していることは共通している。これは法律によってではなく、様々な公式文

書によって示されているが、どちらもその考え方が二転三転し、そのことが地方自治

体をはじめとする関係者の不信を招き、そして、その一貫性のなさや法律との整合性

の有無などが司法の判断を仰いでいる点も共通している。1990 年代の再編では、国が

敗訴したケースもあったが、2009 年の再編では国が敗訴したケースはなかった。

２ 再編結果の比較

（１）再編パターンの比較

 1990 年代の再編では 46 のユニタリーが誕生し、2009 年の再編では９のユニタリー

が誕生した。46 のユニタリーのうちワイト島だけがカウンティがディストリクトの機

能を継承したパターン、すなわち、カウンティがディストリクトを吸収したパターン

が１つだけだった。残りの 45 はディストリクトがカウンティを吸収したことになる91。

また、1972 年地方自治法で廃止された 79 のカウンティバラのうち、24 のカウンティ

バラがユニタリーの地位を再び得た92。

 一方、2009 年の再編では、コーンウォール、ダラム、ノーザンバーランド、シュロ

ップシャー、ウイルシャーの５つのカウンティがディストリクトを吸収したパターン

だったのに対して、ベッドフォードバラ、セントラルベッドフォードシャー、チェシ

                                                   
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_authorities_of_England（最終閲覧日：2011 年

３月 20 日）。
92 クリーブランドは３つのユニタリーに分かれたため、26 ユニタリーがカウンティバラ

の起源を持つ。 

－ 100 －



－ 101 －

ャーウエストアンドチェスター、チェシャーイーストの４つがディストリクトがカウ

ンティを吸収したパターンだった。このように、1990 年代の再編は実質的にディスト

リクトのカウンティからの独立であったが、2009 年の再編では、カウンティがディス

トリクトを吸収したものが過半を占めるなどそのパターンは大きく異なる。

（２）ユニタリーの規模の比較

 再編によって生まれたユニタリーの規模93を比較すると以下のとおりとなる。

表８ ユニタリーの規模の比較 
  1990 年代 2009 年 

団体数 46 9 

人口（人） 7,945,034 3,202,900 

人口最大 374,300 534,300 

人口最小 31,489 155,700 

1 団体当たり人口 172,718 355,878 

最大/最小 11.9 3.4 

面積（ｋｍ2） 12,934 20,506 

面積最大 2,416 5,013 

面積最小 33 476 

1 団体当たり面積 281 2,278 

最大/最小 73.2 10.5 

人口密度（人/ｋｍ2） 614 156 

人口密度最大 4,163 358 

人口密度最小 80 62 

最大/最小 52.0 5.8 

 1990 年代の再編では、一番人口規模が大きかったのはブリストル（Bristol）で、一

番小さかったルットランド（Rutland）は日本の町並の人口に過ぎない。一方、2009
年の再編では、どのユニタリーも人口が 15 万人以上となっている。１団体当たりの平

均人口は 1990 年代は日本の特例市以下の規模となっているが、2009 年の再編では中

核市並の規模になっている。

面積については、1990 年代の再編では規模の較差が 73 倍と、都市部だけがユニタ

リーになったものもあれば、カウンティの規模に近いものもあるといったように様々

だったが、2009 年の再編では、平均面積は東京都より少し大きい規模94となっていて、

面積の較差も 10 倍程度に収まっている。また、団体数では５分の１以下であるが、2009
                                                   
93 人口、面積はそれぞれユニタリー発足時のものである。
94 ほぼ、沖縄県の面積と等しい。 



年の再編でユニタリー化した地域の面積のほうが 1990 年代の再編で誕生したユニタ

リーの総面積よりも大きくなっている。

この結果、人口密度については、1990 年代に誕生したユニタリーのほうが 2009 年

に誕生したユニタリーの４倍近くになっている。

このように、2009 年の再編で誕生したユニタリーは 1990 年代の再編で誕生したユ

ニタリーに比べて、人口、面積とも大きく、特にカウンティ規模の再編が多かったた

め、人口密度については大幅に小さくなっている。すなわち、1990 年代は都市部にお

けるユニタリー化が、2009 年は郊外におけるユニタリー化が進んだということがこれ

らのデータから明らかになった。

この結果、大都市圏ディストリクトを含めると、イングランドの人口の半分近くが

一層制であるユニタリーで生活することとなったのである。

第２節 イングランドの地方自治体再編の課題

 1960 年代以降、この 50 年間にイングランドでは地方自治体の再編がほぼ 10 年ごと

に行われてきた。すなわち、1960 年代にはロンドンの再編が行われ、70 年代にはロ

ンドン以外の再編で完全二層制の構造となり、80 年代にはロンドン及び大都市で広域

自治体が全て廃止され、1990 年代に地方部に一層制のユニタリーが 46 誕生し、2000
年にロンドンの広域自治体が復活、更には 2009 年に９つのユニタリーが誕生するに至

った。その結果、1973 年３月には 1,244 あったイングランドの地方自治体は、2009
年４月には 353 と７割以上減少したことになる。この変遷を図示したのが図６である。

図６ イングランドの地方自治体構造の変遷95 

 

                                                   
95 田村、2004 年 b、28 頁に加筆。 
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（98 年４月～2000 年５月）

 ロンドン               大都市圏           その他の地域  

ロンドンバラ及びシティオブロンドン   メトロポリタンディストリクト  カウンティ       ユニタリー  

   （３３）            （３６）              | （３４）     （４６） 

                                    ディストリクト（２３８）  

（2000 年５月～2009 年３月）

 ロンドン               大都市圏           その他の地域  

GLA              メトロポリタンディストリクト    カウンティ       ユニタリー  

  |（１）               （３６）             | （３４）    （４６）  

ロンドンバラ及びシティオブロンドン（３３）               ディストリクト（２３８）  

（2009 年４月～）

 ロンドン               大都市圏           その他の地域  

GLA              メトロポリタンディストリクト    カウンティ       ユニタリー  

  |（１）               （３６）             | （２７）    （５５）  

ロンドンバラ及びシティオブロンドン（３３）               ディストリクト（２０１）  

 

 これだけめまぐるしく地方自治体が変わってしまったことによって、住民も自分が

どこの地方自治体の住民であるか、よく分かっていないことも少なからずあるようだ。

そもそも、イングランドの地方議員の選挙は国政に比べても投票率が低い。鳴り物入

りで登場した公選首長制でも首長選挙の投票率もさほど高くはない。多くの住民は地

方自治に対してあまり高い関心は示していないようである。

 また、イギリスでは、国会が制定する法律により個別に授権された事務のみを処理

できるものとされていて96、これを超える行為は権限逸脱の法理（Ultra Vires）によ

り違法とされる97。そして、地方自治体の全ての条例は国の各省庁の認可がなければ発

効できない。このような中で、中央政府の政権与党の考え方如何で、地方自治体のあ

り方がめまぐるしく変えられるということも、当事者である地方自治体関係者からは

大変評判が悪いものではある。

 元々ユニタリー化に関しては、サッチャー首相が、労働党が支配する大都市部の政

治力を弱めるために実施し、さらにサッチャー首相の後継を狙ったヘーゼルタイン氏

                                                   
96 1972 年地方自治法（Local Government Act 1972）などにも規定されている。
97 2000 年地方自治法（Local Government Act 2000）で経済、社会福祉、環境の、地域社

会や住民の福祉の増進に関する３分野（Well-being）での政策を一定の制約の下で自由に

実施することができるようにはなったが、現実には財政的な制約も大きく、実態はあまり

変わらない。なお、現政権の新しい法（Localism Act）の中で、あたかも権限逸脱の法理

を廃止し、地方自治体に私人同様の権限を与える内容（general power of competence 
which will empower local authorities to do anything which is not forbidden）が盛り込

まれているが、詳細については注視する必要がある。 



が経済界の出身で、効率性の観点から一層制の構造が望ましいという考えを強く持っ

ていたことから地方部のユニタリー化が進められたのであった。2009 年の再編も地域

議会をイングランドに導入したかったプレスコット副首相の考えに基づき、ユニタリ

ー化が進められたわけであり、政治的な思惑が色濃く反映された改革であると言える

だろう。

 また、1990 年代の再編では国の第三者機関である地方自治体委員会が主導し、ディ

ストリクトとカウンティが激しいロビー活動を行い、結果として地方自治体間の関係

が悪化するなど問題点が多かったため、2009 年の再編では、地方からの提案を受ける

という形にはなっていたものの、国が示した基準の解釈などが迷走し、首尾一貫しな

い再編結果となるなど、手続き面では相当程度問題があったものと思われる。また、

日本の市町村合併とは異なり、国からの財政的な支援が一切ない中で、いかに経費削

減効果をもたらすかという点が、ユニタリー化が認められるか否かの大きな論点とさ

れていた。

第３節 日本への示唆

 それでは、イングランドにおける地方自治体の再編、特にユニタリー化から得られ

る示唆にはどのようなものがあるだろうか。

 ユニタリー化とは日本においてはこれまで日本青年会議所や小沢一郎元民主党代表

などが提唱したいわゆる 300 市構想と通じるところがあり、また、戦後一時期存在し

た特別市制度や政令指定都市が主張する特別自治市構想などとの類似点も少なくない。

イングランド以外のスコットランドやウェールズ、北アイルランドは完全ユニタリー

の地方自治構造となっている。その意味では、広域自治体と基礎自治体を統合してユ

ニタリー化するということも、イギリスの経験からすれば不可能ではないという見解

にも立てるかもしれない。確かに、イギリスのユニタリーは一部の例外を除けば概ね

人口 15 万人以上で、最も人口が多いコーンウォールでも 53 万人である。日本の特例

市や中核市の規模で、当該地域の行政サービスを一層の自治体だけで全て提供できる

というのは 300 市構想などを推進する側として魅力的に映るだろう。

 一層制、あるいは特別自治市構想というのは日本においてもそれなりに実現可能性

はあるものと考えられるが、イングランドにおけるユニタリー化を参考にする際、地

方自治体の役割などの違いに留意する必要があるだろう。イングランドの場合、警察

はもとより、消防も日本の一部事務組合98のように、地方の共同組織として別組織とな

っている。その財源はカウンシルタックスを通じてディストリクトないしユニタリー

から提供されるが、完全に独立している点は日本とは異なる。また、保健や医療の分

野は NHS（National Health Service）という国主導の組織によって提供されている。

このほか、義務教育は基本的にはカウンティないしユニタリーの役割ではあるが、教

                                                   
98 日本の消防組織も地方を中心に一部事務組合を構成する場合は見られるが、政令指定

都市など都市部は基本的に市の消防本部となっている。 
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育改革によって、実質的な権限は教員の任免も含めて学校理事会が持っていて、地方

自治体は財政的な負担以外の業務は多くない。このほか、高等教育の分野でも地方自

治体の役割は限定されている。

このように、これまではイギリスの市町村の所管事項はきわめて広く99、と認識され

ていたが、サッチャー政権の改革などによって、地方自治体の行政サービスの提供主

体としての役割は狭まる一方であり、そのような狭い役割となっているが故にユニタ

リー化が可能だという見方も出来るだろう。

 このほか、ユニタリー化して、規模等が大きくなると、コミュニティレベルのサー

ビスや住民自治の充実を進めようという動きも共通してみられた。この点は国の基準

の中でも

「近隣地域に柔軟性と権限を付与すること」と示されていていることからも明らかな

ように、国もユニタリー化で地域住民の声が届きにくくなることを危惧している。そ

れぞれの地方自治体では協議会や地域への予算配分など様々な工夫を行っているが、

この点は我が国の地方自治体の取り組みと重なる点が少なくない。

 これまでも再三述べてきたように、地方自治の母国と呼ばれながらも中央集権の度

合いが強く、国政の動きにイングランドをはじめとするイギリスの地方自治体はその

命運を翻弄され続けてきた。ユニタリー化もその一つではあるが、少なくともユニタ

リーとなった地方自治体関係者は簡素な構造となり、住民から分かりやすくなって点

や経費削減に繋がったことなどについて一定の評価をしているようである。我が国で

もいわゆる改革派首長などから個性的な地方自治構造の提案100が幾つかなされている

が、それらを検証する際にはイングランドの地方自治体再編から学ぶべき点も少なく

はないと考えられるのである。 

                                                   
99 西尾勝『行政学総論[新版]』（有斐閣、2001 年）、66 頁。
100 いわゆる大阪都や中京都、新潟州などの構想である。これに対する著者の見解は以下

のブログを参照されたい。暴走する地方自治（http://www.bousou-jichi.com）。 
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